
平成２０年第 ４ 回定例会

市　議　会　会　議　録

平成２０年１２月 １日（ 開会 ）

平成２０年１２月１９日（ 閉会 ）

垂　水　市　議　会
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第 ４ 回 定 例 会 会 議 録 目 次

第１号（１２月１日）（月曜日）

　　１．開　　会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　４

　　１．開　　議・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　４

　　１．会議録署名議員の指名・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　４

　　１．会期の決定について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　４

　　１．諸般の報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　４

　　１．報告第４号・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　１０

　　　報告

　　１．議案第８９号～議案第１００号　一括上程・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　１０

　　　委員長報告、質疑、討論、表決（認定）

　　１．議案第１０１号　上程・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　１３

　　　説明、質疑　総務文教委員会付託

　　１．議案第１０２号～議案第１０４号　一括上程・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　１５

　　　説明、質疑

　　　議案第１０２号～議案第１０４号　産業厚生委員会付託

　　１．議案第１０５号～議案第１０７号　一括上程・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　１８

　　　説明、休憩、全協、質疑、討論、表決

　　　議案第１０５号～議案第１０７号（原案可決）

　　１．議案第１０８号　上程・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　１９

　　　説明、質疑　各常任委員会付託

　　１．議案第１０９号～議案第１１３号　一括上程・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　２０

　　　説明、質疑

　　　議案第１０９号、議案第１１０号　総務文教委員会付託

　　　議案第１１１号～議案第１１３号　産業厚生委員会付託

　　１．陳情第１２号・陳情第１３号　一括上程・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　２３

　　　陳情第１２号　総務文教委員会付託

　　　陳情第１３号　産業厚生委員会付託

　　１．鹿児島県後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　２３

　　１．日程報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　２５

　　１．散　　会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　２５

第２号（１２月９日）（火曜日）

　　１．開　　議・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　２８

　　１．一般質問・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　２８

　　　感王寺耕造議員・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　２８

― 1  ―



　　　　高峠再開発

　　　　養殖業、農業の振興対策について

　　　　サラ金、クレジット等の多重債務者への救済策は

　　　大薗藤幸議員・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　３８

　　　　牛根３小学校への教育的配慮は

　　　田平輝也議員　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　４２

　　　　財政健全化法による本市の指標、内容は

　　　　桜島降灰対策事業について

　　　　給食センターについて

　　　堀添國尚議員・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　４６

　　　　子育て支援等について

　　　　垂高の振興について

　　　　旧鉄道跡地の今後の整備計画について

　　　持留良一議員・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　５４

　　　　来年度予算についての考え方　暮らし優先で社会的弱者を守る予算へ

　　　　原油価格高騰、金融危機による景気悪化から生活、安心を確保するための施策

　　　　教育行政問題

　　　　保険証交付問題

　　　　観光行政

　　　川畑三郎議員・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　６８

　　　　子育て支援事業について

　　　　施設整備について

　　　　農道・市道の整備について

　　　森　正勝議員・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　７３

　　　　原材料価格高騰対策緊急保証制度について

　　　　簡易水道について

　　　池山節夫議員・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　７７

　　　　市政運営について

　　１．日程報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　８５

　　１．散　　会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　８５

第３号（１０月１０日）（水曜日）

　　１．開　　議・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　８８

　　１．一般質問・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　８８

　　　池之上　誠議員・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　８８

　　　　第４次垂水市総合計画第１期実施計画について

　　　川達志議員・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　９９

― 2  ―



　　　　学力テストの公表について

　　　　本市基幹産業の保護育成について

　　　　本市の医療の現状と今後の対策について

　　１．日程報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０９

　　１．散　　会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０９

第４号（１２月１９日）（金曜日）

　　１．開　　議・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１２

　　１．議案第１０１号～議案第１１３号、陳情第１２号、陳情第１３号　一括上程・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１２

　　　委員長報告、質疑、討論、表決

　　　議案第１０１号～議案第１１３号（認定）

　　　陳情第１２号、陳情第１３号（採択）

　　１．議案第１１４号　上程・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１４

　　　説明、全協、質疑、討論、表決（原案可決）

　　１．意見書案第１４号、意見書案第１５号　一括上程・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１５

　　　説明、質疑、表決

　　　意見書案第１４号、意見書案第１５号（原案可決）

　　１．陳情第１４号　上程・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１７

　　　産業厚生委員会付託

　　１．閉　　会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１７

― 3  ―



平 成 ２０ 年 第 ４ 回 垂 水 市 議 会 定 例 会

１．会期日程

２．付議事件

　　　　　　　　　　　 件　　　　　　　　　　　名

　報告第 ４号　専決処分の報告について（自動車の衝突事故に伴う損害賠償の額の決定及び和解につ

　　　　　　　 いて）

　議案第８９号　平成１９年度垂水市一般会計歳入歳出決算認定について

　議案第９０号　平成１９年度垂水市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について

― 1  ―

月 日 曜 種 別 内　　　　　　　　容

１２・　１ 月 本会議
会期の決定、委員長報告、質疑、討論、表決、議案等上程、

説明、質疑、討論、一部表決、一部委員会付託

１２・　２ 火 休　会

１２・　３ 水 〃 （質問通告期限：正午）

１２・　４ 木 〃 　

１２・　５ 金 〃

１２・　６ 土 〃

１２・　７ 日 〃

１２・　８ 月 〃

１２・　９ 火 本会議 一般質問

１２・１０ 水 本会議 一般質問

１２・１１ 木 休　会

１２・１２ 金 〃 委員会 産業厚生委員会　　　　　　　　　　　　　　　（議案審査）

１２・１３ 土 〃

１２・１４ 日 〃

１２・１５ 月 〃 委員会 総務文教委員会　　　　　　　　　　　　　　　（議案審査）

１２・１６ 火 〃

１２・１７ 水 〃 委員会 議会運営委員会

１２・１８ 木 〃

１２・１９ 金 本会議
委員長報告、質疑、討論、表決、議案等上程、説明、質疑、

討論、一部表決、一部委員会付託　　　



　議案第 ９１号　平成１９年度垂水市老人保健医療特別会計歳入歳出決算認定について

　議案第 ９２号　平成１９年度垂水市交通災害共済特別会計歳入歳出決算認定について

　議案第 ９３号　平成１９年度垂水市地方卸売市場特別会計歳入歳出決算認定について

　議案第 ９４号　平成１９年度垂水市漁業集落環境整備事業特別会計歳入歳出決算認定について

　議案第 ９５号　平成１９年度垂水市道の駅交流施設特別会計歳入歳出決算認定について

　議案第 ９６号　平成１９年度垂水市介護保険特別会計歳入歳出決算認定について

　議案第 ９７号　平成１９年度垂水市老人保健施設特別会計歳入歳出決算認定について

　議案第 ９８号　平成１９年度垂水市と畜場特別会計歳入歳出決算認定について

　議案第 ９９号　平成１９年度垂水市潮彩町排水処理施設特別会計歳入歳出決算認定について

　議案第１００号　平成１９年度垂水市簡易水道事業特別会計歳入歳出決算認定について

　議案第１０１号　垂水市情報センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例　案

　議案第１０２号　垂水市立医療センター垂水中央病院の指定管理者の指定について

　議案第１０３号　垂水市立介護老人保健施設の指定管理者の指定について

　議案第１０４号　字の区域変更について

　議案第１０５号　肝属地区一般廃棄物処理組合が共同処理する事務の変更及び肝属地区一般廃棄物処

　　　　　　　　 理組合規約の変更について

　議案第１０６号　肝属地区介護保険組合の解散について

　議案第１０７号　肝属地区介護保険組合の解散に伴う財産処分について

　議案第１０８号　平成２０年度垂水市一般会計補正予算（第３号）案

　議案第１０９号　平成２０年度垂水市国民健康保険特別会計補正予算（第３号）案

　議案第１１０号　平成２０年度垂水市交通災害共済特別会計補正予算（第１号）案

　議案第１１１号　平成２０年度垂水市介護保険特別会計補正予算（第２号）案

　議案第１１２号　平成２０年度垂水市簡易水道事業特別会計補正予算（第３号）案

　議案第１１３号　平成２０年度垂水市水道事業会計補正予算（第２号）案

　議案第１１４号　垂水市国民健康保険条例の一部を改正する条例　案

　意見書案第１４号　郵政民営化法の見直しに関する意見書について

　意見書案第１５号　介護療養病床廃止の中止を求める意見書について

　陳　情

　陳情第１２号　郵政民営化法の見直しに関することについて

　陳情第１３号　介護療養病床廃止中止を求める意見書採択を求めることについて

　陳情第１４号　ＷＴＯ農業交渉に関することについて
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平 成 ２ ０ 年 第 ４ 回 定 例 会

会 　 　 議 　 　 録

第 １ 日 　 平 成 ２０ 年 １２ 月 １ 日



本 会 議 第１号（１２月１日 ）（ 月 曜 ）

　　出席議員　　１６名

　　　　　　　１番　　感王寺　耕　造

　　　　　　　２番　　大　薗　藤　幸

　　　　　　　３番　　尾　脇　雅　弥

　　　　　　　４番　　堀　添　國　尚

　　　　　　　５番　　池之上　　　誠

　　　　　　　６番　　田　平　輝　也

　　　　　　　７番　　北　方　貞　明

　　　　　　　８番　　池　山　節　夫

　　　　　　　９番　　森　　　正　勝

　　　　　　 １０番　　持　留　良　一　

　　　　　　 １１番　　宮　迫　泰　倫

　　　　　　 １２番　　川　　達　志

　　　　　　 １３番　　葛　迫　　　猛

　　　　　　 １４番　　徳　留　邦　治

　　　　　　 １５番　　篠　原　　則

　　　　　　 １６番　　川　畑　三　郎

　　欠席議員　　　０名

　　地方自治法第１２１条による出席者

　　　市 長　　水　迫　順　一

　　　副 市 長　　水　迫　恒　美

　　　総 務 課 長　　今　井　文　弘

　　　企 画 課 長　　迫　田　裕　司

　　　財 政 課 長　　岩　元　　　明

　　　税 務 課 長　　川井田　志　郎

　　　市 民 課 長　　三　浦　敬　志

　　　市 民 相 談

　　　サービス課長　　島　児　典　生

　　　保健福祉課長　　村　山　満　寛

　　　生活環境課長　　太　崎　　　勤

　　　農 林 課 長　　山　口　親　志

　　　水 産 課 長　　塚　田　光　春

　　　商工観光課長　　倉　岡　孝　昌

　　　土 木 課 長　　川　畑　信　一

　　　会 計 課 長　　安　藤　　　章

　　　水 道 課 長　　迫　田　義　明

　　　監査事務局長　　城ノ下　　　剛

　　　消 防 長　　町　田　昭　典

　　　教 育 長　　肥　後　昌　幸

　　　教委総務課長　　北　迫　睦　男

　　　学校教育課長　　押　川　和　成

　　　社会教育課長　　橋　口　正　徳

　　議会事務局出席者

　　　事 務 局 長　　松　浦　俊　秀 　　　書 記　　礒　脇　正　道

　　　書 記　　松　尾　智　信
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平成20年12月１日午前10時開会

　　　△開　　会

〇議長（徳留邦治）定刻、定足数に達してお

りますので、ただいまから、平成20年第４回垂

水市議会定例会を開会します。

　　　△開　　議

〇議長（徳留邦治）これより、本日の会議を

開きます。

　本日の議事日程は、お手元に配付いたしたと

おりであります。

　　　△会議録署名議員の指名

〇議長（徳留邦治）日程第１、会議録署名議員

の指名を行います。

　会議録署名議員は、会議規則第80条の規定に

より、議長において池山節夫議員、感王寺耕造

議員を指名します。

　　　△会期の決定

〇議長（徳留邦治）日程第２、会期の決定を

議題とします。

　去る11月25日議会運営委員会が開催され、協

議がなされた結果、本定例会の会期をお手元の

会期日程表のとおり、本日から19日までの19日

間とすることに意見の一致を見ております。

　これに御異議ありませんか。

　　　［「異議なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（徳留邦治）異議なしと認めます。

　よって、会期は本日から19日までの19日間と

決定しました。

　　　△諸般の報告

〇議長（徳留邦治）日程第３、諸般の報告を

行います。

　この際、議長の報告を行います。

　監査委員から、平成20年８月分、９月分及び

10月分の出納検査結果報告がありましたので、

写しをお手元に配付しておきましたから御了承

願います。

　以上で、議長報告を終わります。

　　　［市長水迫順一登壇］

〇市長（水迫順一）おはようございます。

　９月定例議会後の議会に報告すべき主な事項

について御報告を申し上げます。

　まず、10月12日の垂水市制施行50周年記念式

典につきましては、国会議員の先生方を初め、

市議会議員、市民の皆様方多くの御参加を賜り、

盛大に開催することができました。まことにあ

りがとうございました。ここに厚く御礼を申し

上げます。

　今後の冠事業や安全安心まちづくり大会、音

楽祭、太鼓フェスティバルなど記念事業を予定

しておりますので、多くの皆様方の御参加をお

願いしたいと存じます。

　次に、地方自治法第180条第１項の規定により

まして、自動車の衝突事故に伴う損害賠償の額

の決定及び和解につきまして専決処分いたしま

したので、同条第２項の規定により報告いたし

ます。

　専決の内容は、別紙のとおり、平成20年10月

23日、水道課水道事業嘱託員によります公用車

での接触事故でございますが、お互いの車両損

傷だけで身体のけがはありませんでした。

　市は、相手方に責任割合100％の損害賠償額８

万2,845円を支払うことで和解いたしました。

　なお、損害賠償額は全額、加入しております

全国市有物件災害共済会の保険料で賄われます。

　当事者には車の運転には慎重を期すよう指示

いたしますとともに、全職員に安全運転の励行

を改めて喚起いたしてまいります。

　次に、９月議会後の火災について報告いたし

ます。

　建物火災２件が発生しております。１件は、

10月20日に中央地区におきまして、灯油噴射式

バーナーの不始末により、住家１棟114平方メー

トルを全焼しております。１件は、昨日11月30

日中俣地区におきまして、住家を一部焼損いた
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しております。原因につきましては、現在調査

中でございます。

　次に、主な出張用務について御報告を申し上

げます。

　９月26日、鹿屋商工会議所、垂水経済同友ク

ラブの依頼によりまして、桜島架橋の陳情のた

めに同行し、九州地方整備局を訪問し、局長及

び道路部長へ桜島架橋の早期実現につきまして

要望してまいりました。

　９月29日から30日にかけましては、地域バイ

オマス熱フィールドテスト事業で共同体を組織

しております民間企業４社のうち、東京都の日

本総研と北海道のコーンズ・エージーの２社を

表敬訪問してまいりました。北海道では液肥等

について視察する予定でありましたが、台風15

号が接近いたしたため予定を切り上げまして帰

庁いたしました。

　10月15日から17日にかけましては、九州市長

会に出席するため北九州市に出張いたしました。

本年度２回目の九州市長会では会務報告後、各

県から提出された行財政関係の「都市財政の拡

充・強化について」外20議案について審議し、

このうち「後期高齢者医療制度に関する財政支

援措置等について」外４件を全国市長会へ提出

議案とすることとなりました。また、地方の道

路整備財源の確保等に関する決議案を全会一致

で可決し、同じく全国市長会へ提出することと

なりました。

　10月22日から23日にかけましては、企業立地

懇話会へ出席のため上京いたしました。また、

ふるさと納税で多額の寄附をいただきました光

通信の会長を訪問し、お礼を申し上げてまいり

ました。

　10月31日から11月１日にかけましては、尼崎

市の物産館のオープンイベントへ出席し、垂水

の物産をＰＲしてまいりました。なお、当日は

多くの人でにぎわっておりました。

　11月15日から16日にかけましては、関西垂水

会に出席するため大阪に出張いたしました。監

査事務局長、ふるさと納税担当の職員と出席い

たしました。今回は垂水市から７名の出席者を

加えて、約160名という近年にない多くの方々が

参加されておられました。ふるさと納税へのお

願いや、多くの方々と歓談や意見交換をさせて

いただきました。

　11月24日から26日にかけましては、全国過疎

地域自立促進連盟の理事会、総会などへ出席す

るため上京いたしました。また、地元選出国会

議員等も訪問し、新たな過疎対策法の制定に関

する要望活動やバイオマス関連の要望も行って

まいりました。

　以上で、諸般の報告を終わります。

〇議長（徳留邦治）以上で、市長報告を終わ

ります。

　次に、各常任委員会委員長から所管事項調査

の報告の申し出がありますので、これを許可し

ます。

　産業厚生委員長堀添國尚議員。

　　　［産業厚生委員長堀添國尚議員登壇］

〇産業厚生委員長（堀添國尚）去る９月19日

の第３回定例会最終本会議において、産業厚生

委員会に閉会中の継続審査として付託になりま

した所管事項調査について報告します。

　去る11月５日から７日まで石川県羽咋市、同

じく志賀町に産業厚生委員会７名、随行員１名、

計８名で所管事項調査を行いました。

　羽咋市は、能登半島のつけ根に位置し、海と

山に囲まれた豊かな自然に恵まれた人口約２万

5,000人の小都市で、８キロメートルにも及ぶ天

然の砂浜ロードは「千里浜なぎさドライブウェ

イ」として全国的に知られる観光スポットであ

り、平成14年のＮＨＫ大河ドラマ「利家とまつ」

に登場した前田家３代藩主利常の生母・寿福院

の菩提寺である妙成寺などもあり、歴史と文化

の薫り高いまちであります。

　産業につきましては、第三次産業が多くを占
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めており、東レの関連企業や村田製作所のグルー

プ会社など、82％が恒常的勤務についておりま

す。第一次産業は7.6％と低い都市であります。

　また、本市同様に羽咋市も市制施行50周年に

当たり、「ありがとう50年　つなごう未来へ　

羽咋市」のキャッチフレーズのもと、市民と行

政が一体となり、まちづくりを基本に活気ある

まちをつくろうと取り組んでおりました。

　研修内容につきまして、最初に、再生資源集

団回収推進事業についてですが、一般廃棄物の

適正処理及び環境美化を推進するため、市民の

協力により一般家庭から出る再生利用可能資源

の集団回収事業に奨励金を交付し、資源の有効

活用及び市民意識の啓発を図るとともに、あわ

せてごみの減量化に資する目的で平成４年度か

ら実施しております。

　この事業は、自治会、子ども会、青年団、婦

人会、老人会が一般家庭から出る再生利用可能

資源、古紙、瓶などを回収し、集めたごみに対

して奨励金を交付する事業であり、当初は奨励

金の交付対象品目も古紙、空き缶、再生利用瓶、

布類などと多種の品目に交付金を交付している

状況でしたが、平成18年度から古紙のみだけに

対象を絞り実施しており、16年間で3,954万円を

交付し、件数で1,258件の実績があり、交付金の

詳細については、定額3,000円を交付し、月１回

を限度として再生資源の奨励金単価、古紙の場

合、キログラム当たり２円の1,500キログラムに

達しないと交付しないとのことでした。

　再生資源集団回収推進事業については、本市

でも子ども会やスポーツ少年団が運営資金に充

てるために瓶などの回収を行っておりますので、

何らかのヒントになったような気がいたしまし

た。

　次に、市民リサイクル銀行事業ですが、この

事業は、昭和51年のオイルショック後に、不用

になった生活用品を再利用しようと「不用品活

用銀行」として開設した事業で、平成14年４月

より「リサイクル銀行」へ名称変更したとのこ

とでした。

　この銀行は、家庭や事業所などの不用となっ

た物品でまだ利用できるものの情報を収集し、

市民の方々に紹介するもので、現物は銀行に集

めることはせず、不用品を譲りたい人、譲り受

けたい人は直接または電話、はがきなどで申し

込むと台帳に登録され、市のホームページや広

報誌で紹介し、希望者は、品名、型式、規格の

ほか購入年月日、譲渡希望価格を連絡していた

だくと、係のほうで譲渡条件が一致しそうな希

望双方に通知します。現品取引の協議は、直接

当事者間で行うということが原則だそうです。

対象品目は、家具、什器、軽車両（自転車）、

スポーツ用品、楽器、その他耐久消費財（家庭

用品）が対象で、登録期間が、譲りたい方が３

カ月、譲っていただきたい方が６カ月であり、

年間約20件の希望があるということでした。

　羽咋市については以上でありますが、本市も、

「環境にやさしいまちにしよう」という目標で

循環型社会形成に向けて取り組でいるところで

すが、この２つの事業を取り組んでいる羽咋市

の資源再生や不用品活用を生かして資源の無駄

遣いをなくす、「回収すれば資源となる」とい

う考え方こそが循環型社会の基本であり、循環

型社会を実現するために市民と行政が一体とな

った意識的な活動と思えました。

　次に、志賀町についてですが、志賀町では子

育て支援充実事業の取り組み状況と課題につい

て研修いたしました。

　志賀町は、能登半島中央部に位置し、東西12.7

キロメートル、南北31キロメートルと南北に長

く、西側には日本海に面しており、豊かな自然

に恵まれ、奇岩、怪岩や白砂青松の海岸線は能

登半島国定公園の一部で「能登金剛」と称され、

源義経の伝説とともに能登を代表する美しい景

勝地となっています。また、縄文時代や弥生時

代の遺跡もあり、文化遺産として、室町時代に
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建立された松尾神社本殿などが国指定の重要文

化財なっているほか、県内で最も古い歴史を持

つ太鼓打競技大会などの伝統行事や獅子舞、太

鼓が伝承されています。

　人口は約２万3,800人で、人口の推移は、少子

高齢化の加速に伴い、高齢化率は31.1％で高齢

化社会となっております。

　産業は、農林漁業が基幹産業で、第一次産業

人口割合が12.4％と比較的高い割合ですが、年々

減少し、現在は、能登中核工業団地への企業誘

致で電気機械や精密機械を中心に第二次産業の

人口が増加し、35.3％と高くなっております。

町の中央の海岸部に志賀原子力発電所が立地し

ているのが特徴です。

　研修につきましては、子育て支援事業として

６つの事業について研修をいたしました。

　まず、チャイルドシート購入事業ですが、こ

れは志賀町における交通安全及び少子化対策の

一環として、６歳未満の幼児を養育する保護者

がチャイルドシートを購入したときに対し助成

金を交付することにより、当該家庭の経済負担

を軽減するとともに幼児の交通事故防止を図る

目的で、チャイルドシート購入費用に対し３万

円を助成し、平成19年度申請件数118人で、19年

度の決算額は330万円の助成を行っておりました。

　課題としては、助成額が近隣市町に比べて高

額で、３万円以内だと全額補助されること、現

在、着用率が64％であるため、着用率100％を目

指すべく啓蒙、普及に努めているとのことでし

た。

　次に、乳幼児・児童医療費助成事業ですが、

この事業は、乳幼児・児童の疾病の早期発見・

治療を促進することと保健の向上と福祉の増進

を図るために、乳幼児及び児童に対し医療費の

一部を町が助成する事業で、０歳から義務教育

終了時までの児童の医療費を助成する事業であ

ります。助成額として、保険診療分の医療費で

高額医療・付加給付は除く分であり、平成19年

度の申請件数は4,385人で、19年度の決算額で約

5,810万1,000円の助成を行っておりました。

　課題としては、乳幼児・児童医療費助成制度

を利用していない家庭があること、本人の自己

負担がないため無駄に病院や薬局への回数がふ

えること、償還払いで助成を行っているが、保

護者からの自動償還払いや現物給付などのニー

ズがあることでした。

　次に、ふれあい事業ですが、この事業は、結

婚祝い金、仲人奨励金、出産祝い金への助成事

業で、結婚祝い金は、40歳未満の者が婚姻した

場合に祝い金として１組５万円、平成19年度の

申請件数73人であります。仲人奨励金は、ある

一定年齢の本町在住者に対し、紹介から婚姻ま

で行った場合に助成する制度で、１組につき15

万円、19年度の申請件数は５人であります。出

産祝い金は、第３子以降を出産・養育した場合

に助成される制度で、19年度申請件数は34人で

あり、19年度決算総額で約1,270万円でありまし

た。

　課題としては、結婚祝い金、出産祝い金につ

いて、届けが提出された際、窓口で制度につい

ての案内を行うが、仲人奨励金については窓口

での案内ができないため、町民への周知徹底を

いかに行っていくか。財政状況が厳しいので助

成金額が適正なのかなどについて検討する。祝

い金という趣旨であるため所得制限を設けてい

ないが、今後、所得制限を交付要綱に規定する

か検討する。目的に沿った事業だと思われるが、

事業効果が余りないと思えるので、廃止を含め

て検討するとのことでした。

　次に、定着促進事業ですが、この事業は、子

育て家庭の経済的負担の軽減及び少子化対策を

図るため、第３子以降の子が小・中・高等学校

に入学する際に助成金を交付する事業で、１人

につき10万円を助成する事業で、平成19年度の

申請件数は111人、19年度決算額で1,110万円の

助成であり、課題としては、町民への制度の周
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知が徹底されていないため申請漏れが数名いる

ので、いかに申請漏れをなくすか。祝い金とい

う趣旨であるため所得制限を設けていないが、

今後、所得制限を交付要件に規定するか検討。

財政状況が厳しいので、助成金額が適正なのか

などについて検討したいとのことでした。

　次に、次世代育成助成金事業についてですが、

子育て家庭の経済的負担の軽減及び出産・育児

を奨励するため、児童２人以上を養育する保護

者の保育料の一部を助成するもので、２人以上

の児童を養育し、出生順位の２人以降が保育所

に入所した児童を養育する保護者で、３歳以上

の児童は対象ではないとのことでした。助成額

については、児童の月額保育料の範囲内で月額

3,000円、平成19年度の申請件数は107人、決算

額で約384万6,000円でした。

　次に、放課後児童クラブ運営事業ですが、放

課後や保護者などが家庭にいない小学生に安全

で安定した遊び場、生活環境を提供する事業で、

対象児童は、小学校１年生から３年生の昼間保

護者が家庭にいない児童が対象でありまして、

開設時間は、通常が下校時から午後７時まで、

春・夏・冬休み及び学校の振りかえ休日が午前

７時30分から午後７時までで、保護者の負担金

については、児童１人当たり、保育料、おやつ、

保険料として月額１万円でした。

　志賀町は、平成17年に富来町と合併しており

まして、小学校の数が８校あり、３つの児童ク

ラブが開設され、入所者数が160人、割合にして

約29.6％が利用している状況でありました。ク

ラブへの来所については、各学校からクラブま

で町のコミニュティバスや公用車、スクールバ

ス等で町の職員及び小学校の先生方が運転をし

て利用されているとのことでした。クラブの職

員数は16名で、うち職員12名、臨時４名で対応

されている状況です。事業予算としては、平成

19年度の決算額として約2,341万円とのことでし

た。

　以上が志賀町の研修報告です。

　本市でも類似した支援事業はありますが、志

賀町は町でありながら子育て支援対策がかなり

充実していることは、これも原子力発電所等に

よる交付金等の関係ではないかと思うところで

した。

　以上で、報告を終わります。

〇議長（徳留邦治）総務文教委員長池之上誠議

員。

　　　［総務文教委員長池之上　誠議員登壇］

〇総務文教委員長（池之上　誠）おはようご

ざいます。

　私ども総務文教委員会の８名及び随行１名は、

去る11月18日から20日まで沖縄県那覇市、浦添

市及び宜野湾市に所管事項調査を実施しました

ので、その報告をいたします。

　最初に、那覇市においては、学校給食の民営

化の取り組み状況と今後の課題について研修い

たしました。

　これまでのあらゆる沖縄の諸問題を背負って

きた沖縄県の県都であり、人口も31万人前後を

維持してきております。

　小・中学校53校では完全給食が行われ、単独

調理場が22校、４給食センターで31校分を分担

しており、このうち５単独校が民間委託で運営

されております。そして、今後さらに他の単独

調理場や給食センターについても民営化を図っ

ていく方針とのことでした。

　それでは、民営化に至るまでの経緯を申し述

べます。

　那覇市は、平成９年に「新那覇市行政改革大

綱」を策定し、その実施のために、平成10年に

「那覇市行政改革実施計画」に基づき、各種部

門における事務事業の合理化を図ってきており、

学校給食運営については民間委託を推進するこ

ととされたところでございます。

　委託・非常勤化の推進に当たり、市民サービ

スに配慮しつつ、経費の有効利用を図る観点か
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ら、１、行政の主体的な責任の確保、２、必要

な行政サービス水準の維持向上、３、市民の安

全確保、４、経費効果の増大、５、継続的で安

定的受託民間企業等の存在の５原則を設定して

おります。

　そして、学校給食が教育の一環として位置づ

けられることから、那覇市学校給食業務委託検

討委員会を設置して検討の結果、対象業務を調

理業務、配膳業務、洗浄業務、清掃業務に限れ

ば民間委託の５原則を満たす報告がなされ、平

成15年から実施されてきております。

　また、労働組合との交渉では、退職者分を不

補充で委託拡充する方針は理解されてきている

ものの、職員が退職し終わるのに30年近くかか

るのに、職種変更は現在計画されていないとの

ことでした。

　また、食材購入は、食の安全・安心の面から

も考えられない。民間委託先も一生懸命やって

いるなどの説明がありました。

　本市も、行財政改革の取り組みの中で学校給

食民営化は、計画はあるものの一向に前進して

いない状況であります。また、本市の場合の民

間委託は、ややもすればコスト削減の面からし

かとらえられていない嫌いもありますが、学校

給食という教育的意義にも配慮して慎重に議論

していくことも必要であります。そういう意味

におきまして、那覇市の取り組みは非常に参考

になるものと感じました。

　次に、浦添市においては、市税滞納対策の取

り組み状況と今後の課題ついて研修いたしまし

た。

　浦添市は、古琉球時代の王都発祥の地であり

ながら、沖縄戦では一木一草まで焼き尽くされ

る過酷な戦禍をこうむった地域であり、戦後、

米軍基地用地が15％を占めるなど、基地需要に

よる人口増と県都那覇市に隣接するベッドタウ

ンとして、平均年齢37歳、高齢化率13％の若さ

みなぎる11万都市であります。

　発電所を初めとした立地企業も多く、市税の

構成比41％、基地関連支出金19％を超えるなど、

財政力指数0.732の優良な財政運営がなされてお

ります。

　市税については、１、信頼される業務の推進、

２、自主納税の促進、３、滞納整理の強化を徴

収の基本方針として、滞納整理班と納税係とが

緊密に連携し、滞納整理に取り組んでおり、貯

金や不動産などの財産調査・差し押さえを徹底

的に行い、インターネット公売等による換価も

積極的に行った結果、徴収率も93％を超える実

績を例年上げられております。

　また、職員についても専門的な構成となって

おり、人事異動は希望を優先しており、業務能

力を高めるための研修や自己研さんに励む意欲

的な職員が多いと感じました。

　タイヤロック等の執行にはかなりのプレッシ

ャーがあるとのことでしたが、悪質な滞納者に

対しては納税の公平と税収の確保の見地からや

むを得ないものの、滞納者が窓口に納税相談す

ることが主眼であり、滞納者との信頼関係構築

の手段であるとの説明でありました。

　本市も、滞納整理室を設置して徴収率向上に

努力されておりますが、専門的指導職員の継続

的な配置と市民への納税義務の周知、相談環境

の構築を再考していくべきではないかと感じま

した。

　最後に、宜野湾市においては、国保問題の現

状と課題について研修いたしました。

　市の面積の32％を占める普天間基地が市の中

央部にあり、2004年の沖縄国際大学ヘリ墜落事

故に見られるように、常に危険に直面している

人口９万人の基地の町であります。

　財政状況は、浦添市と同様に非常に優良であ

ります。国保加入率は50.6％と高く、被保険者

は増加傾向にあるようです。平成12年度から17

年度までの６年間は国庫補助金の調整交付金の

収納率が基準の92％の収納率に達せず、５％カ
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ット、金額にして5,000万円のカットを受けてい

ましたが、平成18年度から解除されたとのこと

でした。

　また、法定外繰入金の対策については、一般

会計も厳しい財政状況の中では法定外繰り入れ

を多くすることは難しいので、国保税の現年分

と滞納分の収納体制の充実強化を図り、安定的

な収納確保に努めるとともに、特定健診及び保

健指導の充実強化で医療費の抑制を図ることが

法定外繰入金の減につながるとの認識を示され

ました。

　滞納者対策と短期被保険者証及び資格証明書

の問題については、滞納者と早期の接触を図り、

新規滞納繰り越しの未然防止に努めていること

は評価できますが、滞納者対策としての資格証

明書はわずか２件しかなく、通常は滞納者とい

えども被保険者証を交付しているとの説明を受

け、資格証明書の交付については非常に消極的

な印象を受けました。この根底にあるのは、滞

納者であっても受診させることで健康状態を本

人が把握し、国保のありがたみを知ってもらう

いい機会となり、交付しないことはかえって逆

効果で、税の納付に結びつかないという考え方

によるものと思われます。

　平成19年度から収納率向上対策の一環として

滞納整理班を設置し、現在３名体制で臨んでい

ますが、そのうち１名は滞納整理指導嘱託員と

して県税事務所長ＯＢを招聘するなど、長年の

徴収実務に携わった経験を生かし、徴収技術及

び滞納者との折衝技術を滞納整理班及び保険税

係へ継承を図っているとのことでした。そして、

差し押さえや公売等もあくまでも滞納者と接触

を図る手段としての位置づけであることは、浦

添市と同様でありました。

　さらに特筆すべきこととして、管理職全員に

徴税吏員の辞令を交付して、滞納者対策を庁舎

内全体の問題としてとらえていることでした。

　また、年々増加する医療費を抑制するために

市民の健康づくり事業に積極的に取り組んでお

り、実践事例として「健康ぎのわん21」の紹介

がありました。この事業は、肥満に起因する生

活習慣病を予防するために「美らがんじゅう」

なるオリジナル健康体操と曲を作成し、子供か

らお年寄りまで自発的に楽しみながら運動を行

えるもので、こうした取り組みはマスコミにも

取り上げられているそうであります。このよう

な事業は、本市もぜひ参考にして市民の健康増

進を図るべきだと感じました。

　以上で、総務文教委員会の所管事項調査の報

告を終わります。

〇議長（徳留邦治）以上で、諸般の報告を終

わります。

　　　△報告第４号上程

〇議長（徳留邦治）日程第４、報告第４号専

決処分の報告について、自動車の衝突事故に伴

う損害賠償の額の決定及び和解についてを議題

とします。

　報告を求めます。

〇水道課長（迫田義明）報告第４号の専決処

分の報告について申し上げます。

　地方自治法第180条第１項の規定により、自動

車の衝突事故に伴う損害賠償額の決定及び和解

について、下記のとおり専決しましたので、同

条第２項の規定により報告します。

　なお、事故等の概要につきましては先ほどの

市長の内容どおりでございますので、よろしく

お願いします。

〇議長（徳留邦治）報告第４号については、

ただいまの報告のとおり御了承願います。

　　　△議案第89号～議案第100号一括上程

〇議長（徳留邦治）日程第５、議案第89号か

ら日程第16、議案第100号までの議案12件を一括

議題とします。

　件名の朗読を省略いたします。

議案第　89号　平成19年度垂水市一般会計歳入
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　　　歳出決算認定について

議案第　90号　平成19年度垂水市国民健康保険

　　　特別会計歳入歳出決算認定について

議案第　91号　平成19年度垂水市老人保健医療

　　　特別会計歳入歳出決算認定について

議案第　92号　平成19年度垂水市交通災害共済

　　　特別会計歳入歳出決算認定について

議案第　93号　平成19年度垂水市地方卸売市場

　　　特別会計歳入歳出決算認定について

議案第　94号　平成19年度垂水市漁業集落環境

　　　整備事業特別会計歳入歳出決算認定につ

　　　いて

議案第　95号　平成19年度垂水市道の駅交流施

　　　設特別会計歳入歳出決算認定について

議案第　96号　平成19年度垂水市介護保険特別

　　　会計歳入歳出決算認定について

議案第　97号　平成19年度垂水市老人保健施設

　　　特別会計歳入歳出決算認定について

議案第　98号　平成19年度垂水市と畜場特別会

　　　計歳入歳出決算認定について

議案第　99号　平成19年度垂水市潮彩町排水処

　　　理施設特別会計歳入歳出決算認定につい

　　　て

議案第 100号　平成19年度垂水市簡易水道事業

　　　特別会計歳入歳出決算認定について

〇議長（徳留邦治）ここで、決算特別委員会

委員長の審査報告を求めます。

　決算特別委員長尾脇雅弥議員。

　　　［決算特別委員長尾脇雅弥議員登壇］

〇決算特別委員長（尾脇雅弥）おはようござ

います。

　去る９月19日平成20年第３回定例会において

決算特別委員会付託となり、閉会中の継続審査

となっておりました平成19年度の垂水市一般会

計、国民健康保険特別会計、老人保健医療特別

会計、交通災害共済特別会計、地方卸売市場特

別会計、漁業集落環境整備事業特別会計、道の

駅交流施設特別会計、介護保険特別会計、老人

保健施設特別会計、と畜場特別会計、潮彩町排

水処理施設特別会計及び簡易水道事業特別会計

の各歳入歳出決算について、11月10日及び11日

の２日間、決算特別委員会を開き審査いたしま

したので、その結果を報告いたします。

　まず、審査に当たっては、決算の性質にかん

がみ、予算が議決の趣旨、目的に沿って適正に

執行され、かつ所期の目的が達成されたかどう

か、また、前年度要望事項の処理にどのように

努力されたかなどに重点を置き、審査いたしま

した。

　なお、計数については監査委員の審査を十分

尊重し、決算報告書、監査意見書に基づいて審

査を進め、各関係課長の説明を受けながら、予

算執行の実績、効果等を確認し、その適否につ

いて審査をいたしました。

　最初に、一般会計について報告をいたします。

　まず、財政課より、平成19年度の主要な施策

の成果説明がございました。

　歳入面においては、税制改正による増減はほ

とんどなく、一方で、地方交付税も普通交付税、

特別交付税ともに減少したこと、また歳出面に

おいては、財政改革プログラムに基づき無駄を

省き、効率的・計画的な予算執行に努めた結果、

一般会計における決算額の実質収支は１億5,964

万4,000円の黒字であること、また特別会計にお

いても、健全財政に努めた結果、すべての会計

において黒字であることが報告をされました。

　それでは、主な質疑について申し上げます。

　最初に、総務課所管の防災管理監の効果につ

いての質問があり、これまでと違い、情報収集

の仕方や災害対策の進め方などが格段にスムー

ズになったこと、その結果、最終判断者である

市長の決断が非常にしやすくなったと回答があ

りました。

　次に、財政課より、昨年度の要望事項であり

ました入札の改善に関する報告がありました。
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　一般競争入札の導入につきましては、市内業

者の競争性がまだ十分育成されていないなどの

判断から、今後も引き続き検討をしていくこと、

次に、総合評価方式の導入につきましては、市

側の人材等の体制が整わないこと、また業界側

もＩＳＯ認証取得などの体制が整わないことな

どから、現段階では導入しないこと、さらに、

分割発注における指名業者の取り扱いにつきま

しては、再調査事項などがあるために結論はし

ばらく見送ると回答がありました。

　次に、企画課所管のキララメッセの現状につ

いての質問があり、当初の目的を達成したので

あれば、運営体制を見直して有効活用を求める

意見がありました。

　次に、税務課より、昨年度の要望事項であり

ました未収金等の回収努力に関する報告があり

ました。

　徹底した訪問面接相談、各種財産調査等を行

い、滞納原因の把握及び分析を行い、法に基づ

く効果的・効率的な滞納整理を心がけていると

報告がありました。

　次に、保健福祉課より、昨年度の要望事項で

ありました滞納額の減少に向けた努力に関する

報告がありました。

　保育料については前年度に対し改善された一

方で、介護保険料については未納者が増加して

いると報告がありました。

　次に、生活環境課所管の河川の水質検査に関

する質問があり、現在、河川、海、事業所など

28カ所で実施をされ、今のところ異常はないと

回答がありました。

　最後に、教育委員会に対し、小・中学校から

施設整備に関する要望の現状について質問があ

り、数多くの要望はあるが、財政事情もあり優

先順位をつけて対処しているとの回答がありま

した。

　次に、特別会計決算について主なものを報告

いたします。

　最初に、地方卸売市場特別会計に関し、運営

審議会での会議の中身についての質問があり、

農産物の加工品を取り扱うための加工施設設置

の検討に対する要望があると回答がありました。

　次に、漁業集落環境整備事業特別会計に関し、

加入率が低いことの問題点が指摘され、毎年継

続的に加入者をふやしていきたいと回答があり

ました。

　最後に、道の駅交流施設特別会計に関し、平

成20年度から一般会計に入ることから、より一

層の経営努力に対する意見が出されました。

　以上のような審議を行った結果、前年度要望

事項については、おおむね要望に沿った努力が

なされており、本委員会としては、一般会計歳

入・歳出決算及び各特別会計歳入・歳出決算と

もに適正であると認め、次の要望を付して認定

することに意見の一致を見ました。

　要望事項を申し上げます。

　一、歳入の確保を図るため、引き続き滞納額

の減少に向けてさらに努力をしていただきたい。

　一、キララメッセの運営体制を見直して、有

効活用していただきたい。

　一、小・中学校からの要望を把握して、その

要望に対して予算確保に努力をしていただきた

い。

　以上で、報告を終わります。

〇議長（徳留邦治）ただいまの報告に対し、

これから質疑を行います。

　質疑はありませんか。

　　　［「なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（徳留邦治）質疑なしと認めます。

　これで質疑を終わります。

　これから討論を行います。

　討論はありませんか。

　　　［「なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（徳留邦治）討論なしと認めます。

　これで討論を終わります。

　お諮りします。
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　各議案に対する委員長の報告は、認定であり

ます。

　各議案を委員長の報告のとおり決することに

御異議ありませんか。

　　　［「異議なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（徳留邦治）異議なしと認めます。

　よって、議案第89号から議案第100号までの議

案12件は委員長の報告のとおり決定しました。

　　　△議案第101号上程

〇議長（徳留邦治）日程第17、議案第101号垂

水市情報センターの設置及び管理に関する条例

の一部を改正する条例案を議題とします。

　説明を求めます。

〇企画課長（迫田裕司）おはようございます。

　議案第101号垂水市情報センターの設置及び管

理に関する条例の一部を改正する条例案につい

て御説明いたします。

　垂水市情報センターは、国土庁の補助事業、

地域情報交流拠点施設整備モデル事業を活用し、

平成11年５月12日にオープンしました。

　その設置目的は、設置条例第１条において、

市民の情報交流拠点として総合的生活関連情報

や観光・産業・文化情報を効果的に収集、提供

するとともに、パソコンを生かした高度情報機

器の研修・学習の場として活用するため、垂水

市情報センターを設置すると規定しております。

　今回の一部改正は、多様化する住民ニーズに

より効果的・効率的に対応するため、施設の管

理に民間の能力を活用しつつ、住民サービスの

向上を図るとともに、経費の削減などを図るこ

とを目的に、垂水市情報センターの管理に指定

管理者制度を導入しようとするものであります。

　そのため、地方自治法第244条の２第４項に基

づき、条例に定める事項としまして、第11条に

管理の代行、第12条に指定手続等、第13条に業

務の範囲、第14条に管理の基準を加えたもので

あります。

　なお、附則としまして、この条例は、平成21

年４月１日から施行しようとするものでござい

ます。

　以上でございますが、御審議のほどよろしく

お願い申し上げます。

〇議長（徳留邦治）これから質疑を行います。

　質疑はありませんか。

〇池山節夫議員　済みません、ちょっとお伺い

します。

　去年の12月に道の駅の条例のをちょっともら

ったんですよ。それで、これを見ていたんです

よね。そうしたら６条と８条、８条に、道の駅

のほうなんですけど、そこにはないかもしれな

いんですけど、その８条に、第６条の「交流施

設を利用しようとする者はあらかじめ市長の」

と、この「市長」を「指定管理者」に読みかえ

て、今度は第８条で、第６条に規定する利用の

許可を受けた者は云々と書いてあるんですよ。

　それで、今度の今さっきもらった情報センター

の設置及び管理に関する条例では、同じように、

今言った６条と８条が４条と７条にあるんです

よ、似たようなのが。それで、今ありますよね、

企画課長、さっきもらったんだから。「センター

の施設等を使用しようとする者はあらかじめ市

長の許可を受けなければならない」、ここを「指

定管理者」と読みかえるわけですよね、ですよ

ね。そうすると、第７条に、道の駅のほうでは

今言った、今そこにある第４条の部分が、道の

駅の条例のほうでは第８条のところに第６条を、

今のそれでは７条のところに第４条をというの

が１項入っているんですよ。わかるかな、意味

が。

　そうしないと、今までは市長がしていたから

今もらったその条例でいいけど、「指定管理者」

と読みかえると、やっぱり去年もらっていた道

の駅の交流施設条例みたいに第４条というのを

７条に入れないとおかしいと思うんだよな、私

は。言っている意味がわかるかな。そうだと思

うんだよね。この17条には、そこにはないんだ
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ろうけど、指定管理者がどうのこうのと書いて

あるんですよね。だから、このままじゃ文言が

足りないと思うんだけど。

　今、企画課長のところにあるその第４条、そ

れを第７条のところに、第７条に「第４条に規

定する」をこの道の駅条例と同じように入れん

とおかしいと思うんですよ、私は。難しければ

後でいいけど。おかしいと思うんですよ。

〇企画課長（迫田裕司）後で検討させてくだ

さい。

〇議長（徳留邦治）ほかに質疑はありません

か。

〇感王寺耕造議員　市民に高度な情報を提供す

るという部分ですね。あともう１点、やはり経

費削減ですね、この部分が大きくあると思うん

ですよ。指定管理者に移行した場合、果たして

どれだけの経費の削減が図られるのか、その点

について一言いただきたいと思います。

〇企画課長（迫田裕司）今、臨時職員２名体

制ですので、人件費は余り削減はされないかも

しれません。あと維持管理費はもう一緒だと思

います、光熱水費等はですね。だけど、できる

だけ削減に努めたいと思っています。

〇議長（徳留邦治）ほかに質疑はありません

か。

〇持留良一議員　101号、詳細なやつについて

はまた委員会等で議論していきたいと思うんで

すが、全体の問題意識ということを含めて、ち

ょっと２点ほどお聞きをしたいんですけれども。

　１つは、この目的を達成したと、もう一方で

は有効活用するために新たな展開をしないと、

ますます今提案されたような経費の問題等含め

て、この施設が多くの財源を食ってしまうとい

う問題点の視点だろうというふうに思うんです

が、そうなってくると、私たちはやはり１つは、

その目的等がどう検証されたのか、きちっとそ

の目的に沿った形で来たのか、そこのところを

きちっとやはり総括し、なおかつ市民にその部

分を提供していかないと、ただ単に結果として

経費削減だと、そういう効率性だけでこの問題

を議論されるのは、当初の相当の経費をかけて

きた関係から見ても大変問題だろうと。だから、

そこのところはきちっと具体的に提案していた

だかないと、なかなか納得できない点があるん

じゃないかなと思います。

　それと第13条、業務の範囲ということでした

が、ある意味ではここを拡大していくと、見直

しをしていくということですが、この根拠、い

わゆる今現状の中でこの設置条例、これは補助

金等も受けてやっているわけなんですが、この

ところの業務の範囲ができる根拠というのは何

なのか。

　ここのところを２点だけ明確にしていただき

たいと思います。

〇企画課長（迫田裕司）開館当初は物すごく

利用者数も多く、平成11年度におきましては約

１万人の利用者がありました。昨年度約6,800人

ということで利用者が減っております。その１

つの理由といたしましては、各学校にパソコン

が整備されたと、そういうことも１つの原因だ

ろうかと思います。

　今後、いろんな活用方法を、住民のほうから

要求が来ておりますので、そのような活用方法

を考えていきたいと思います。その１つといた

しまして、広く情報を提供するというのも設置

目的の１つでありますけど、２階にＮＰＯ法人

によります垂水市まちづくり放送を準備局を今

設けて、３月１日より放送する予定でございま

す。

　それから第２点目なんですけど、ほかの利用

の根拠ということだと思いますけど、これにつ

きましては、平成20年６月20日に地方分権改革

推進本部が第１次地方分権改革推進要綱を決定

しております。その中で補助対象財産の財産処

分の弾力化、つまり「おおむね10年経過後の財

産処分については、原則届け出、報告などをも
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って国の承認があったものとみなすとともに、

承認の際、用途や譲渡先などについて差別的な

取り扱いをしないこと及び国庫納付を求めない

こととする」となったことを決定しております。

10年経過したらほかの用途にも使っていいよと

いうようなふうに、国のほうも方向づけされて

いるようでございますので、今、子育て支援事

業、例えば子育てクラブなどから、５団体から

活用したいという要望なども出ておりますので、

そのような活用方法も考えていきたいと思って

いるところでございます。

　以上でございます。

〇持留良一議員　２点目は大方理解できたんで

すけど、１点目が、私はきちっと総括をしなき

ゃいけないと先ほど訴えたんですが、やはりい

わゆるＩＴ推進という形で１つの拠点と、しか

し、実態とは大きくかけ離れた市の状況、また

市民のまだまだそういう状況になかったという

のがあったと思うんですよね。そういうことを

踏まえて今後に生かす点では、やはりこういう

建物をつくる上できちっとそういうニーズに合

った形、そして方向性、そういうことをしっか

り議論して検討していかないと、このように実

際上から大きくかけ離れた私は結果に、この施

設がその目的を十分達せないまま新たなまた方

向を見出さなきゃならないという結果になって

いると思うんですよね。

　そういうことを考えると、やはりこの点につ

いてはきちっとした総括を、反省を、何が問題

であったのか、そしてなぜそういうふうに移行

しなきゃならないのかということをきちっと出

す必要があると。これは今後の教訓に生かすべ

き問題だろうと思うんですけれども、やっぱり

そういうところをぜひ、これはもう要望だけに

しておきますけれども、ぜひそういう形で改め

て委員会等にはそういう内容も出していただき

たいと思います。

　以上です。

〇議長（徳留邦治）ほかに質疑はありません

か。

　　　［「なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（徳留邦治）質疑なしと認めます。

　これで質疑を終わります。

　お諮りします。

　議案第101号は、総務文教委員会に付託の上、

審査したいと思います。

　これに御異議ありませんか。

　　　［「異議なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（徳留邦治）異議なしと認めます。

　よって、議案第101号は、総務文教委員会に付

託することに決定しました。

　　　△議案第102号～議案第104号一括上程

〇議長（徳留邦治）日程第18、議案第102号か

ら日程第20、議案第104号までの議案３件を一括

議題とします。

　件名の朗読を省略いたします。

議案第102号　垂水市立医療センター垂水中央病

　　　院の指定管理者の指定について

議案第103号　垂水市立介護老人保健施設の指定

　　　管理者の指定について

議案第104号　字の区域変更について

〇議長（徳留邦治）説明を求めます。

〇保健福祉課長（村山満寛）議案第102号垂水

市立医療センター垂水中央病院の指定管理者の

指定及び議案第103号垂水市立介護老人保健施設

の指定管理者の指定につきましては、関連がご

ざいますので一括して御説明申し上げます。

　両施設は、いずれも開設時から公設民営型と

して管理運営を社団法人肝属郡医師会に委託、

平成18年４月からは指定管理者を導入し、現在

に至っておりますが、両施設とも、１期目の管

理代行期間が平成21年３月31日をもって終了い

たしますことから、垂水市公の施設に係る指定

管理者の指定手続に関する条例及び条例施行規
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則にのっとり、指定管理者の候補者選定委員会

を開催し、引き続き社団法人肝属郡医師会とす

る選定があったため、垂水市公の施設に係る指

定管理者の指定手続に関する条例第７条の規定

により、垂水中央病院と垂水市立介護老人保健

施設の管理を行わせる指定管理者として肝属郡

医師会を指定するに当たり、地方自治法第244条

の２第６項の規定により、議会の議決を求める

ものでございます。

　指定期間につきましては、平成21年４月１日

から平成24年３月31日までの３年間とすること

といたしております。

　以上で説明終わりますが、御審議のほどよろ

しくお願いいたします。

〇農林課長（山口親志）議案第104号字の区域

変更について御説明申し上げます。

　提案理由ですが、中山間地域総合整備事業で

実施しました的場地区の圃場整備工事が完了し

たことにより、換地処分業務に伴う字の区域変

更であります。

　地方自治法第260条第１項の規定に基づき、議

決を求めるものでございます。

　それでは、資料に基づきまして説明いたしま

すが、まず、２枚目の字の区域変更図をごらん

ください。

　圃場整備を行った地区でございますが、左下

の赤い字で書いております字小岩ノ下を字的場

に編入しようとするものです。

　３枚目の図面が境界変更部分を拡大したもの

ですが、字の区域変更が生じた箇所を赤い線と

黒い線で記しております。中央部の茶色部分の

道路に赤い線が引いてありますが、字的場と字

小岩ノ下の字界となっております。この字界を

黒い線に囲まれた境界に変更しようとするもの

ですが、１枚目の議案書の表をごらんください。

　右の欄に、左に包括される区域とありますが、

先ほどの図面にありました字小岩ノ下の土地及

び道路、水路をそれぞれ字的場へ編入するもの

でございます。

　以上、字の区域変更についての説明を終わり

ますが、御審議のほどよろしくお願いいたしま

す。

〇議長（徳留邦治）これから質疑を行います。

　質疑はありませんか。

〇持留良一議員　２点ほどお聞きしたいと思い

ます。

　委員会等で質疑ができませんので、この場を

おかりして質疑をさせていただきたいと思いま

すが、１つは再選定の問題ですね。今回は何も

資料もないので、僕らも今まで更新をされてき

たので、今回改めて指定管理者になりまして、

再選定ということで委員会等で結論を見たとい

うことでしたけれども、その何か意見等、中身

等について、選定の本当では資料があれば一番

いいんですけれども、その中で出た議論、問題

点等はなかったのかですね。私たちがここで議

決を得なければ再選定にはならないんですけれ

ども、そういう意味では十分な私たちが判断で

きる資料がないということで、そのあたりがど

うだったのかということと。

　もう１つは指定管理料の問題です。今までは

委託費等という関係で、名前を変えて指定管理

料になってきているんですけれども、例えば老

健施設のほうにおいては、指定管理料という形

で委託料を変えた、名前を変えたのが出ていま

すけれども、この前の委員会、この間の報告で

も、もし事業的に穴埋めをしなきゃならない事

態が生まれたら、それを補てんをするというこ

とでしたが、そうしちゃうと、当初の指定管理

料という中身というのは何なのか若干疑問に思

ったところなんですよ。

　例えば、あるところではその指定管理料を業

務価格という形で、中身としては人件費とか管

理費とか施設費とかいろんな形で構成をしてい

るんですけれども、本市の場合、私たちはこの

指定管理料をどう見ればいいのか。先ほどコス
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モス苑等についてはそういう形で赤字等につい

ては補てんをしていくというふうになったとき

に、当初の指定管理という目的が達成されてい

くのかということを若干疑念に思うもんですか

ら、そのあたりについてどうなのか、この点に

ついてお答えいただけたらと思います。

〇保健福祉課長（村山満寛）選定委員会では、

特にこれがという問題になるようなことは出て

おりません。ただ、自分で病院にかかっている

方が選定委員の中におられまして、ブロック注

射のことが出ました。それと施設に対して、浴

室に物が置かれているとそういうことがござい

ましたので、ブロック注射については経営上の

問題でございますが、中央病院に尋ねてみまし

た。

　ブロック注射については、熟練が必要なこと

であって、大隅半島ではそういう病院がないと

いう回答でございました。それと、ブロック注

射に、一般的なブロック注射は行っていらっし

ゃるようでございますが、医師が現在おりませ

んので、常駐ができておりませんので、何らか

の異常が発生した場合の対応ができないという

のが回答でございます。

　それと、指定管理者の関係ですが、中央病院

の場合は、開設当初、契約がございまして、そ

の中で、赤字が出た場合には病院側が持つと、

肝属医師会のほうが持つというふうになってお

りまして、先ほど申された老健施設については、

赤字が出た場合には市が持つというふうになっ

ております。

　指定管理者等であれば、垂水市のほうが補て

んをするというのはいかがなものかという話で

ございましたが、垂水市民のことを勘案いたし

ますと、以前契約を結んだその部分がまだ生き

ているということになるだろうというふうに考

えております。

〇持留良一議員　選定については私も異論はな

いし、当然ここが引き受けてくれないと、今ま

での経過、そして今後の社会的な責任という関

係からも非常によかったかなというふうに思い

ます。ただ、やっぱりその中での具体的な要望・

改善とかいろいろあったのではないかなと思っ

て、お聞きしたところでした。

　それから指定管理料の問題なんですけれども、

やはり私は今後の問題も含めて、この指定管理

料というのは道の駅なんか等も事業収入を充て

るような形で指定管理料というふうになってい

ますけれども、はたしてこれでいいのかという

問題、いろいろ今後出てくるだろうと思うんで

すね。

　例えばこれを引き受けるというときになった

ときに、どこが本当に引き受けるかとなったら、

その指定管理料の関係が当然出てくるだろうと。

そうしちゃうと、基本は経費削減等を目的とし

てこういう指定管理者制度ができてきているわ

けですけれども、やっぱり公的責任となったと

きに、やっぱり最後は市がその分を負わなきゃ

ならないというのは、もうこれはこの間の議論

でも明らかだというふうに思いますので、そう

いう点では改めてこの問題についてはやっぱり

きちっとだれもが理解できるような形で指定管

理料の構成と中身ですね、これを明らかにして

いただきたい。そうでないと、先ほど言ったよ

うな形で市民から見たら問題点も指摘されてく

るのではないかなと、そういうこともあります

ので、そのあたりぜひ検討していただきたいと

いうふうに思います。

　以上です。

〇議長（徳留邦治）ほかに質疑はありません

か。

　　　［「なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（徳留邦治）質疑なしと認めます。

　これで質疑を終わります。

　お諮りします。

　ただいまの議案３件については、産業厚生委

員会に付託の上、審査したいと思います。
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　これに御異議ありませんか。

　　　［「異議なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（徳留邦治）異議なしと認めます。

　よって、議案第102号から議案第104号までの

議案３件については、いずれも産業厚生委員会

に付託することに決定しました。

　　　△議案第105号～議案第107号一括上程

〇議長（徳留邦治）日程第21、議案第105号か

ら日程第23、議案第107号までの議案３件を一括

議題とします。

　件名の朗読を省略いたします。

議案第105号　肝属地区一般廃棄物処理組合が共

　　　同処理する事務の変更及び肝属地区一般

　　　廃棄物処理組合規約の変更について

議案第106号　肝属地区介護保険組合の解散につ

　　　いて

議案第107号　肝属地区介護保険組合の解散に伴

　　　う財産処分について

〇議長（徳留邦治）説明を求めます。

〇市長（水迫順一）肝属地区一般廃棄物処理組

合規約の変更及び肝属地区介護保険組合の解散

並びに財産処分についての議案説明でございま

す。

　議案第105号から議案第107号までの３議案は、

平成21年４月１日から大隅中部火葬場組合、肝

属地区介護保険組合及び肝属地区一般廃棄物処

理組合の３組合が統合することに伴いまして、

本市に関しましては、肝属地区介護保険組合の

事務を肝属地区一般廃棄物処理組合の名称を変

更する大隅肝属広域事務組合が継承することと

し、その共同処理する事務の変更等についてと、

同組合の解散について及び財産を大隅肝属広域

事務組合に帰属させることについて、関係地方

公共団体の協議を行おうとするものでございま

す。

　まず、議案第105号につきましては、ただいま

申し上げましたとおり、肝属地区一般廃棄物処

理組合が共同処理する事務の変更及び同組合規

約を変更しようとするものでございます。

　次に、議案第106号及び議案第107号につきま

しては、肝属地区介護保険組合が解散すること

に伴うものでございます。３議案いずれも、地

方自治法第286条第１項、第288条、第289条及び

同法第290条の規定によりまして、議会の議決を

求めるものでございます。

　なお、この３組合の統合の具体的な内容につ

きましては、さきの９月議会最終日の全員協議

会におきまして、資料をもとに御説明申し上げ、

御協議をいただいておりますので、簡略して提

案説明いたしましたが、御審議のほどよろしく

お願いを申し上げます。

〇議長（徳留邦治）ここで、暫時休憩します。

　休憩時間中、全員協議会室におきまして全員

協議会を開きますので、ただいまの議案を持っ

て御参集願います。

　　　　　午前11時13分休憩

　　　　　午前11時35分開議

〇議長（徳留邦治）休憩前に引き続き会議を

開きます。

　先ほど議題としました議案に対し、これから

質疑を行います。

　質疑はありませんか。

　　　［「なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（徳留邦治）質疑なしと認めます。

　これで質疑を終わります。

　これから討論を行います。

　討論はありませんか。

　　　［「なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（徳留邦治）討論なしと認めます。

　これで討論を終わります。

　お諮りします。

　議案第105号から議案第107号までの議案３件

について、原案のとおり決することに御異議あ
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りませんか。

　　　［「異議なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（徳留邦治）異議なしと認めます。

　よって、議案第105号から議案第107号までの

議案３件は、原案のとおり可決されました。

　　　△議案第108号上程

〇議長（徳留邦治）日程第24、議案第108号平

成20年度垂水市一般会計補正予算（第３号）案

を議題とします。

　説明を求めます。

〇財政課長（岩元　明）議案第108号平成20年

度垂水市一般会計補正予算（第３号）案を御説

明申し上げます。

　今回の補正は、勧奨退職等に伴う退職手当及

び緊急性のある市道・農道の維持整備並びに事

務事業費の確定に伴う増減などを予算措置をし

ようとすることが主な理由でございます。

　今回、歳入歳出とも3,315万9,000円を追加し

ますので、これによる補正後の歳入歳出予算総

額は88億2,390万5,000円になります。

　補正の款項の区分及び区分ごとの金額並びに

補正後の歳入歳出予算の金額は、２ページから

６ページまでの第１表歳入歳出予算補正に掲げ

てあるとおりでございます。

　地方債にも補正がありました。

　７ページの追加は、18年度に発生した災害が

19年度に繰り越され、その間再び災害を受け、

いわゆる施越し事業になった内ノ野５号線の災

害復旧工事が国庫負担金を伴って認定されるも

のでございます。

　８ページの変更は、当初予算等で御承認いた

だいておりました消防防災施設整備及び急傾斜

地崩壊対策事業の借り入れを右の欄に示す限度

額にそれぞれ増減し、本年度の借入総額を８億

6,820万円にしようとするものでございます。

　事項別明細の歳出でございますが、主な事務

事業等の補正について説明し、人件費は10月の

人事異動に伴う費目ごとの増減でございますの

で、省略いたします。

　まず、18ページの総務管理費のうち一般管理

費の退職手当は、任期満了に伴う教育長と中途

退職者１名、勧奨退職者１名の追加分でござい

ます。

　20ページの諸費は、障害者自立支援給付金な

ど福祉事務事業に係る過年度分の国・県への事

業精算返戻金でございます。

　同ページのふるさと納税制度事業費は、予定

される寄附金と基金利子を積み立てようとする

ものでございます。

　22ページ、徴税費のうち賦課徴収費は、市民

税を年金から天引き徴収しようとする電算シス

テム委託料の確定による減額でございます。

　それから23ページ、選挙費の海区漁業調整委

員会委員選挙は、無投票選挙になったため予定

していた経費の全額を減額するものでございま

す。

　26ページ、民生費、児童福祉費のうち児童福

祉総務費の扶助費は、ひとり親家庭の医療費が

当初の予定より受診者が増加したことによる追

加措置でございます。

　28ページ、清掃費のうち塵芥処理場費の委託

料は、仮置きしておりました廃家電が大量にな

ったため処分しようとするものでございます。

　30ページ、農業費のうち農道整備事業費の使

用料及び賃借料は、牛根麓地区と根木原地区の

農道などの整備や土砂除去を、また工事請負費

は、岳野地区の農道整備を行おうとするもので

ございます。

　31ページ、水産業費のうち水産業振興費は、

種子島周辺漁業対策事業費で垂水市漁協が実施

しようとしている事業内容変更に係る減額と財

源組み替えでございます。また、原油価格の高

騰に対する緊急対策として、同漁協が航行を妨

げている船底の付着物を除去するコンプレッサー

を購入しようとしているものでございます。

　32ページ、商工費のうち観光施設整備費の消
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耗品費は、高峠にユズを植栽しようとするため

の苗木代でございます。

　34ページ、土木費、道路橋梁費のうち道路維

持費の使用料及び賃借料及び工事請負費は、市

道補修に要する重機借り上げと、振興会要望箇

所の整備を行おうとするものでございます。

　35ページ、河川費のうち急傾斜地崩壊対策事

業は、事業実施中の中浜地区の負担金の追加で

ございます。

　36ページ、住宅費、住宅管理費の修繕料は、

市営住宅及び定住促進住宅の給排水管、ガス管、

防犯灯、床、壁などの補修をしようとするもの

でございます。

　39ページでございますが、教育費のうち小学

校施設整備費の工事請負費は、境小学校のプー

ル防水工事を行おうとするものでございます。

　続いて40ページ、社会教育費、公民館費の負

担金補助及び交付金は、上ノ宮自治公民館の補

修に助成しようとするものでございます。

　また、文化会館費の光熱水費は、市制施行50

周年記念イベントなどによる維持管理費の追加

でございます。

　それから42ページの公債費は、災害援護資金

を借り入れていた被災者が繰り上げ償還したも

のでございます。

　これらに対する歳入は、前に戻りますが、９

ページの事項別明細書の総括表及び11ページか

らの歳入明細にお示ししてありますように、そ

れぞれの事務事業の経費確定に伴い、県支出金

は減額されますが、国庫支出金、指定寄附金及

び市債などの特定財源を増額し、なお不足する

一般財源は、地方交付税、財産収入、前年度繰

越金、諸収入を充てて予算の均衡を図ろうとす

るものでございます。

　なお、寄附金は、宝塚市在住の岩崎春行様、

神戸市在住の末野芳治様、それから市内潮彩町

の迫田資郎様より、市制施行50周年記念事業へ

の指定寄附として賜ったものでございます。

　以上で説明を終わります。よろしく御審議方

願います。

〇議長（徳留邦治）ただいまの説明に対し、

これから質疑を行います。

　質疑はありませんか。

　　　［「なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（徳留邦治）質疑なしと認めます。

　これで質疑を終わります。

　お諮りします。

　本案は、各所管常任委員会に付託の上、審査

したいと思います。

　これに御異議ありませんか。

　　　［「異議なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（徳留邦治）異議なしと認めます。

　よって、議案第108号は各所管常任委員会に付

託することに決定しました。

　　　△議案第109号～議案第113号一括上程

〇議長（徳留邦治）日程第25、議案第109号か

ら日程第29、議案第113号までの議案５件を一括

議題とします。

　件名の朗読を省略いたします。

議案第109号　平成20年度垂水市国民健康保険特

　　　別会計補正予算（第３号）案

議案第110号　平成20年度垂水市交通災害共済特

　　　別会計補正予算（第１号）案

議案第111号　平成20年度垂水市介護保険特別会

　　　計補正予算（第２号）案

議案第112号　平成20年度垂水市簡易水道事業特

　　　別会計補正予算（第３号）案

議案第113号　平成20年度垂水市水道事業会計補

　　　正予算（第２号）案

〇議長（徳留邦治）説明を求めます。

〇市民課長（三浦敬志）議案第109号平成20年

度垂水市国民健康保険特別会計補正予算（第３

号）案について御説明申し上げます。

　補正の主な理由でございますが、１点目は、
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平成20年６月診療分以降の医療費が急激に増加

したため、それに対応するため、今後の保険給

付費の年間所要額見込み額分の補正をしようと

するものでございます。

　２点目として、共同事業拠出金について国保

連合会からの通知に基づく減額補正を、県特別

調整交付金事業の採択、それに特定健康診査等

事業の受診者の増加に伴う特定健康診査業務委

託料の増額補正をしようとするものであります。

　３点目は、法改正による指定公費負担医療分

の予算を新たに計上しております。

　これらの整理を行うため１億320万円の補正を

行い、補正後の歳入歳出予算の総額をそれぞれ

28億3,556万円にしようとするものでございます。

　歳入歳出補正予算事項別明細により概要を御

説明いたします。

　なお、金額はお示ししてありますので読み上

げないことを御了承ください。

　歳出から御説明いたしますので、８ページを

お開きください。

　１款総務費、５項医療費適正化特別対策事業

費につきましては、このたび鹿児島県より医療

費適正化特別対策事業及び保健事業分の採択を

得ました。本事業は、増嵩する医療給付に対処

するために市町村が実施する医療費適正化業務

に関する特別対策や保健事業について助成され

るものでありますが、採択に当たって新たに事

業を始めるのではなく、垂水市国保の既存の保

健事業に対する助成と御理解ください。

　次に、８ページから９ページにかけての２款

保険給付費でありますが、補正の主な理由の１

点目として御説明いたしましたとおり、１項の

療養諸費及び２項の高額療養費は、平成20年６

月診療分以降の医療費が急激に増加したため、

年間所要見込み額分を補正しようとするもので

あります。

　次に10ページ、４項出産育児諸費につきまし

ては、年間見込み額を２名分増額し、補正いた

しております。

　３款の後期高齢者支援金等、次の11ページ、

５款の老人保健拠出金、７款の共同事業拠出金

は、それぞれの概算払いについて増額・減額の

通知がありましたので、財源構成と補正を行っ

ております。

　12ページであります。

　８款１項の保健事業費は、県特別調整交付金

事業の採択に伴い、予算の組み替えを行ってお

ります。

　２項の特定健康診査等事業費につきましては、

受診者の増加に伴い、委託料の補正を行いまし

た。

　次に、13ページをお開きください。

　11款諸支出金、３項１目の指定公費負担医療

分でございますが、平成20年４月１日から患者

窓口負担を２割にすることとされていたものを

１割に据え置くもので、これに伴い、国が差額

の１割を被保険者にかわり保険医療機関等に支

払うための予算を新たに設けました。

　次に、歳入について御説明させていただきま

すので、５ページをお開きください。

　４款の国庫支出金につきましては、歳出の保

険給付費の増額に対応する分を、高額医療費共

同事業負担金の増額、特定健康診査受診者の増

に伴う負担分の増額分をそれぞれ補正いたして

おります。

　５款１項１目の療養給付費交付金は、社会保

険診療報酬支払基金からの通知に基づき増額補

正をいたしております。

　次に、６ページであります。

　７款県支出金、１項の高額医療費共同事業負

担金は、４款の国庫支出金の１項２目の高額医

療費共同事業負担金と同様、増額の通知があり

ましたので補正をいたしました。

　２項県補助金、１目の国民健康保険調整交付

金は、特別県調整交付金事業に対する補助金の

額を計上いたしております。
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　３項１目の特定健康診査等負担金は、特定健

診の受診者が当初の見込みより増加した分に対

応する負担金を増額補正いたしております。

　次に、７ページであります。

　９款の共同事業交付金につきましては、国保

連合会の通知に基づき減額補正をいたしました。

　11款基金繰入金につきましては、今回の補正

に伴う療養給付費の増額に対する一般財源分と

して計上いたしております。

　13款諸収入、３項雑入、７目の指定公費負担

医療分につきましては、歳出のほうで説明いた

しましたが、１割に相当する額を国保連合会を

通して国から受け入れる科目として新設補正を

いたしております。

　以上で説明が終わりますが、御審議のほどよ

ろしくお願い申し上げます。

〇市民相談サービス課長（島児典生）議案第

110号平成20年度垂水市交通災害共済特別会計補

正予算（第１号）案について御説明申し上げま

す。

　補正の理由でございますが、共済会費収入が

増額になったことと、繰越金の確定に伴い増額

することが主な理由でございます。

　５ページをお開きください。

　歳出につきましては、１款事業費の補正にな

りますが、交通死亡事故が発生し、負担金、補

助及び交付金の見舞金に不足が見込まれるため

増額し、積立金の基金利子積み立てにつきまし

ては、積立額を減額補正しようとするものです。

　歳入につきましては、４ページですが、１款

共済会費収入と４款繰越金の前年度繰越金を増

額し、２款財産収入の利子及び配当金について

は、不用額を減額補正し、収支の均衡を図って

おります。

　なお、この補正で歳入歳出予算の総額はそれ

ぞれ733万1,000円になります。

　以上で説明を終わりますが、御審議のほどよ

ろしくお願い申し上げます。

〇保健福祉課長（村山満寛）議案第111号平成

20年度垂水市介護保険特別会計補正予算（第２

号）案について御説明申し上げます。

　今回の補正は、介護給付費基金に発生した利

息の積み立てと、介護予防ケアマネシステムの

ライセンスに要する経費でありまして、歳入歳

出それぞれ７万3,000円を追加し、補正後の予算

総額はそれぞれ18億5,874万6,000円とするもの

でございます。

　歳出について説明をいたします。

　４ページでございますが、１款の総務費は、

先ほど申しました準備基金に発生した利息の補

正でございます。

　５款につきましては、介護予防ケアマネシス

テムのライセンス費用の補正でありまして、予

算組み替えで対処しようとするものでございま

す。

　歳入につきましては、３ページの財産収入で

歳入歳出の均衡を図っております。

　説明を終わりますが、御審議のほどよろしく

お願いいたします。

〇水道課長（迫田義明）議案第112号平成20年

度垂水市簡易水道事業特別会計補正予算（第３

号）案について御説明申し上げます。

　今回の補正の理由でございますが、簡易水道

の運営のための事務経費に変更が生じたため補

正が必要になったものでございます。

　補正の額は、歳入歳出にそれぞれ15万8,000円

を減額し、補正後の予算総額はそれぞれ3,482万

4,000円とするものです。

　歳出から御説明申し上げます。

　３ページをお開きください。

　１款総務費、１項一般管理費でございますが、

簡易水道の運営のための事務経費でございまし

て、15万8,000円減額補正するものでございます。

　対応します歳入につきましては、同ページで

ございます。

　２款繰入金、１項一般会計繰入金でございま
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すが、減額補正することによりまして収支の均

衡を図っております。

　以上で説明を終わります。

　続きまして、議案第113号平成20年度垂水市水

道事業会計補正予算（第２号）案について御説

明申し上げます。

　まず、補正の理由でございますが、平成20年

度10月定期人事異動の実施及び配水管布設がえ

工事に伴い、工事負担金が生じたため、補正が

必要になったものでございます。

　１ページでございますが、第２条中にありま

す第３条の収益的収入及び支出について補正を

行っております。

　補正内容は、営業費用を190万7,000円増額い

たしまして、総額を２億2,011万1,000円とする

ものでございます。

　次に、第３条中の第４条の資本的収入及び支

出でありますが、資本的収入が資本的支出に対

する不足については、不足分をお示ししている

資金で補てんすることとしており、資本的収入

及び支出の収入及び支出について補正を行って

おります。

　補正内容は、収入の工事負担金を299万9,000

円増額いたしまして総額を300万円、その他資本

的収入を新たに設けまして総額を１万1,000円と

し、支出では、建設改良費を２万3,000円減額い

たしまして総額を６億5,686万9,000円とするも

のでございます。

　以上で説明を終わります。御審議のほどよろ

しくお願いいたします。

〇議長（徳留邦治）ただいまの説明に対し、

これから質疑を行います。

　質疑はありませんか。

　　　［「なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（徳留邦治）質疑なしと認めます。

　これで質疑を終わります。

　お諮りします。

　ただいまの議案５件については、いずれも所

管の各常任委員会にそれぞれ付託の上、審査し

たいと思います。

　これに御異議ありませんか。

　　　［「異議なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（徳留邦治）異議なしと認めます。

　よって、議案第109号から議案第113号までの

議案５件については、いずれも所管の各常任委

員会にそれぞれ付託することに決定しました。

　　　△陳情第12号・陳情第13号一括上程

〇議長（徳留邦治）日程第30、陳情第12号及び

日程第31、陳情第13号の陳情２件を一括議題と

します。

　件名の朗読を省略いたします。

陳情第12号　郵政民営化法の見直しに関するこ

　　　とについて

陳情第13号　介護療養病床廃止中止を求める意

　　　見書採択を求めることについて

〇議長（徳留邦治）お諮りします。

　ただいまの陳情２件については、いずれも所

管の各常任委員会にそれぞれ付託の上、審査し

たいと思います。

　これに御異議ありませんか。

　　　［「異議なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（徳留邦治）異議なしと認めます。

　よって、陳情第12号及び陳情第13号の陳情２

件については、いずれも所管の各常任委員会に

それぞれ付託することに決定しました。

　　　△鹿児島県後期高齢者医療広域連合議会

　　　　議員の選挙について

〇議長（徳留邦治）日程第32、鹿児島県後期高

齢者医療広域連合議会議員の選挙を行います。

　鹿児島県後期高齢者医療広域連合議会議員は、

県内市町村の長及び議員のうちから、市長区分

６人、市議会議員区分６人、町村長区分４人、

町村議会議員区分４人から構成されています。

　今回、市議会議員区分に１人の欠員が生じた
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ため、候補者受け付けの告示を行い、届け出を

締め切ったところ、２人の候補者がありました

ので、広域連合規約第８条第２項の規定により、

選挙を行います。

　この選挙は、同条第４項の規定により、すべ

ての市議会の選挙における得票総数の多い順に

当選人を決定することになりますので、会議規

則第32条の規定に基づく選挙結果の報告のうち、

当選人の報告及び当選人の告知は行いません。

　そこでお諮りします。

　選挙結果の報告については、会議規則第32条

の規定にかかわらず、有効投票のうち候補者の

得票数までを報告することとしたいと思います

が、御異議ありませんか。

　　　［「異議なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（徳留邦治）異議なしと認めます。

　よって、選挙結果の報告については、会議規

則第32条の規定にかかわらず、有効投票のうち

候補者の得票数までを報告することに決定しま

した。

　選挙は、投票で行います。

　議場の出入り口を閉めます。

　　　［議場閉鎖］

〇議長（徳留邦治）ただいまの出席議員数は、

15人です。

　次に、立会人を指名します。

　会議規則第31条の規定によって、立会人に川

達志議員、葛迫猛議員及び篠原則議員の３

人を指名します。

　候補者名簿を配ります。

　　　［候補者名簿配付］

〇議長（徳留邦治）候補者名簿の配付漏れは

ありませんか。

　　　［「なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（徳留邦治）配付漏れなしと認めます。

　投票用紙を配ります。

　　　［投票用紙配付］

〇議長（徳留邦治）念のため申し上げます。

　投票は、単記無記名です。

　投票用紙の配付漏れはありませんか。

　　　［「なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（徳留邦治）配付漏れなしと認めます。

　投票箱を点検します。

　　　［投票箱点検］

〇議長（徳留邦治）異状なしと認めます。

　ただいまから投票を行います。

　投票は、１番議員から順番に投票願います。

　それでは、順次投票を願います。

　　　［１番議員から順次投票］

　　　１　番　　感王寺　耕　造　議員

　　　２　番　　大　薗　藤　幸　議員

　　　３　番　　尾　脇　雅　弥　議員

　　　４　番　　掘　添　國　尚　議員

　　　５　番　　池之上　　　誠　議員

　　　６　番　　田　平　輝　也　議員

　　　７　番　　北　方　貞　明　議員

　　　８　番　　池　山　節　夫　議員

　　　９　番　　森　　　正　勝　議員

　　１０　番　　持　留　良　一　議員

　　１１　番　　宮　迫　泰　倫　議員

　　１２　番　　川　　達　志　議員

　　１３　番　　葛　迫　　　猛　議員

　　１４　番　　篠　原　　則　議員

　　１５　番　　徳　留　邦　治　議員

　　１６　番　　川　畑　三　郎　議員

〇議長（徳留邦治）投票漏れはありませんか。

　　　［「なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（徳留邦治）投票漏れなしと認めます。

　投票を終わります。

　開票を行います。

　川達志議員、葛迫猛議員及び篠原則議員

は、開票の立ち会いをお願いします。

　　　［開票・点検］

〇議長（徳留邦治）選挙の結果を報告します。

　投票総数　15票

　そのうち
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　　有効投票　15票

　　無効投票　０票

　有効投票のうち

　　京田道弘君　12票

　　中嶋敏子君　３票

　以上のとおりです。

　議場の出入り口を開きます。

　　　［議場開鎖］

〇議長（徳留邦治）本日の日程は、以上で全

部終了しました。

　　　△日程報告

〇議長（徳留邦治）明２日から８日までは、

議事の都合により休会とします。

　次の本会議は、９日及び10日の午前９時30分

から開き、一般質問を行います。

　質問者は、会議規則第62条第２項の規定によ

り、３日の正午までに質問事項を具体的に文書

で議会事務局へ提出願います。

　　　△散　　会

〇議長（徳留邦治）本日は、これをもちまし

て散会します。

　　　　　午後０時10分散会
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平 成 ２ ０ 年 第 ４ 回 定 例 会

会 　 　 議 　 　 録

第 ２ 日 　 平 成 ２０ 年 １２ 月 ９ 日



本 会 議 第２号（１２月９日 ）（ 火 曜 ）

　　出席議員　　１６名

　　　　　　　１番　　感王寺　耕　造

　　　　　　　２番　　大　薗　藤　幸

　　　　　　　３番　　尾　脇　雅　弥

　　　　　　　４番　　堀　添　國　尚

　　　　　　　５番　　池之上　　　誠

　　　　　　　６番　　田　平　輝　也

　　　　　　　７番　　北　方　貞　明

　　　　　　　８番　　池　山　節　夫

　　　　　　　９番　　森　　　正　勝

　　　　　　 １０番　　持　留　良　一　

　　　　　　 １１番　　宮　迫　泰　倫

　　　　　　 １２番　　川　　達　志

　　　　　　 １３番　　葛　迫　　　猛

　　　　　　 １４番　　徳　留　邦　治

　　　　　　 １５番　　篠　原　　則

　　　　　　 １６番　　川　畑　三　郎

　　欠席議員　　　０名

　　地方自治法第１２１条による出席者

　　　市 長　　水　迫　順　一

　　　副 市 長　　水　迫　恒　美

　　　総 務 課 長　　今　井　文　弘

　　　企 画 課 長　　迫　田　裕　司

　　　財 政 課 長　　岩　元　　　明

　　　税 務 課 長　　川井田　志　郎

　　　市 民 課 長　　三　浦　敬　志

　　　市 民 相 談

　　　サービス課長　　島　児　典　生

　　　保健福祉課長　　村　山　満　寛

　　　生活環境課長　　太　崎　　　勤

　　　農 林 課 長　　山　口　親　志

　　　水 産 課 長　　塚　田　光　春

　　　商工観光課長　　倉　岡　孝　昌

　　　土 木 課 長　　川　畑　信　一

　　　会 計 課 長　　安　藤　　　章

　　　水 道 課 長　　迫　田　義　明

　　　監査事務局長　　城ノ下　　　剛

　　　消 防 長　　町　田　昭　典

　　　教 育 長　　肥　後　昌　幸

　　　教委総務課長　　北　迫　睦　男

　　　学校教育課長　　押　川　和　成

　　　社会教育課長　　橋　口　正　徳

　　議会事務局出席者

　　　事 務 局 長　　松　浦　俊　秀 　　　書 記　　礒　脇　正　道

　　　書 記　　松　尾　智　信
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平成20年12月９日午前９時30分開会

　　　△開　　議

〇議長（徳留邦治）定刻、定足数に達してお

りますので、ただいまから休会明けの本日の会

議を開きます。

　本日の議事日程は、お手元に配付いたしたと

おりであります。

　　　△一般質問

〇議長（徳留邦治）日程第１、これより一般

質問を行います。

　質問者は、１回目は登壇して行い、再質問は

質問席からお願いします。

　なお、本日の質問時間は、答弁時間を含めて

１時間以内とします。また、質問回数について

は３回までとし、初回の発言時間を20分以内に

制限しますので、御協力をお願いいたします。

　それでは、通告に従って順次質問を許可しま

す。

　最初に、１番感王寺耕造議員の質問を許可し

ます。

　　　［感王寺耕造議員登壇］

〇感王寺耕造議員　皆さん、おはようござい

ます。

　それでは、議長の許可をいただきましたので、

早速質問に入らせていただきます。

　まず、「ゆず」を定植しての高峠観光開発及

び加工事業、農業振興策について伺います。

　今回の補正予算で32万3,000円のユズ苗木代と

役務費が計上されておりますが、この支出は今

回限りのものであるのか、次年度以降も計画的

に一般財源からの支出が続くのか。また、高峠

観光開発における位置づけと将来へのグランド

デザイン、事業内容の詳細を商工観光課長に伺

います。

　農林課長に伺います。

　ユズ栽培を農家へ普及していく体制、また青

果として出荷していくのか、契約栽培による加

工事業まで踏み込んでの計画か、タイアップす

る加工業者は決定しているのか、一番大事な収

益性はどうなのか、事業自体の事前評価はどう

なされたのか伺います。

　次に、養殖業、農業の飼料・資材の高騰対策

について伺います。

　世界的な景気の低迷を受け、原油価格も下落

し、海上運賃も一時、トン当たり150ドルまで上

昇していたものの、中国向けの需要の減少等か

ら値下がりし、現在では上昇前のトン当たり40

ドル台に下がっております。

　また、トウモロコシの国際価格も、バイオエ

タノール向け需要の増加や投機的資金の流入な

どから高騰し、一時は１ブッシェル当たり７ド

ルまで上昇したものが、現在では１ブッシェル

当たり４ドル程度で安定して推移しております。

このことから、来年１月より飼料価格は下がっ

ていくとのことです。

　しかし、燃料・飼料代は落ち着いてきても、

一たん高騰した石油製品、資材、肥料などは高

値どまりのままです。また、生産者にとって一

番の頭痛の種が景気の低迷による消費の縮小で

あります。依然として生産者は先行きを見通せ

ない状況であります。どのような対策を行って

いくのか、水産課長、農林課長に伺います。

　また、水産課長には、えさ代の価格動向はど

のようになっていくのか、あわせて伺います。

　次に、サラ金、クレジット等の多重債務者へ

の救済策について、市民相談サービス課長に伺

います。

　現在、マスコミに洪水のようにあふれる消費

者金融のコマーシャル、顔を合わせずに借りら

れるシステムの普及、最近ではインターネット

による申し込み・振り込みで融資を受けるサー

ビスもできており、全国の消費者金融の借り手

は1,400万人、そのうち多重債務者は200万人に

上ると言われております。
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　ドメスティックバイオレンス、児童虐待、離

婚、家庭崩壊、また自殺や犯罪には多重債務が

背景となっていることが少なくありません。格

差社会の広がりの中、低賃金、不安定雇用など

の生活苦、また景気の低迷を受け、今後、多重

債務者はますますふえていくと考えられます。

　多重債務問題の温床となっておりました灰色

金利につきましては、来年度撤廃されることに

なっておりますが、今現在苦しんでいる多重債

務者の救済、生活再建を図る対策が早急に求め

られております。多重債務問題に果たす行政の

役割と現在、本市で行っている対策について伺

います。

　以上で、１回目の質問を終わります。

〇商工観光課長（倉岡孝昌）おはようござい

ます。

　御質問の１点目の高峠再開発についてお答え

いたします。

　まず、事業内容について御説明申し上げます。

　高峠公園の入り込み客数は減少傾向にあり、

来場者の観光に対するニーズの変化や施設の老

朽化、花の低迷など要因にあると思われます。

　このようなことから、花を主体とした従来の

観光の取り組みだけでは今後の推進は厳しい状

況にありますので、新たに果樹園を整備し、そ

れを活用した体験型の観光の振興に取り組もう

と考えております。

　このことは、さきの６月議会における「観光

対策について」という御質問にお答えする形で、

「実になる木を植え、花見主体から果実の収穫・

加工など、体験型の観光をまじえることはでき

ないか検討を進めたい」と考え方の１つの方向

性をお示ししておりました。

　具体的な方策の検討につきましては、高峠公

園という環境に適合する樹種の選定から始めま

した。そして、販路のめどなど立ちましたこと

から、10月に開催しました垂水市観光開発審議

会において、ユズ、クリを植えて果樹園を整備

すること、高峠公園に10年ほど前に植えられて

おりますヤブツバキを利用してツバキ園を整備

すること、それらを利用して収穫や加工の体験

をしてもらう体験型観光の導入を行うこと、そ

して管理費を補うために収益対象にもしたいと

いうことを提案を行い、推進することの御意見

をいただきました。このような経緯をもちまし

て、ユズ、クリ、ツバキ園の整備を行おうとし

ております。

　なお、この事業に取り組む主な目的は観光の

推進にありますが、一方に、ユズを農業振興と

して取り組むためのモデルとしても考えたいと

いう面もございまして、関係課とも連携して進

めていきたいと考えております。

　具体的には、高峠公園の外れにあります貯水

タンクの道路向かいの山林地目の土地を造成し

て、当面、ユズ園約２ヘクタール、クリ園約0.3

ヘクタール、ツバキ園0.2ヘクタールの整備をす

る計画であります。

　事業実施は、今議会にユズの苗木の購入費用

を補正予算提案しておりまして、これは苗の入

手が非常に困難な状況であると聞いておりまし

たところ、600本の購入のあてができましたこと

から、今年度600本分の苗を購入して公園内に仮

植えをしておき、次年度に植栽予定地を整地の

上、定植しようとするものであります。

　また、次年度にはクリと不足分のユズを植え

て、さきに述べました果樹園を整備する計画で

おります。

　ツバキ園につきましては、他の植栽地に比べ

条件のよいところにありますが、実の収穫に工

夫を要しますので、できれば試験的に次年度か

ら収穫を行ってみたいと考えております。

　本事業を推進するに当たり、園の管理や体験

型観光の具体的な取り組みづくり、仕組みづく

りなど検討する必要があります。このため、地

元振興会や鹿児島大学、大野ＥＳＤ自然学校、

森林組合、隣接企業、関係課などから成る高峠
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公園整備ワーキングを設置して、園の管理手法

や高峠公園と猿ヶ城総合整備事業、ＥＳＤ自然

学校、鹿児島大学演習林などを連携した体験型

観光の推進などを検討してまいります。

　次に、この予算が今回限りのものか、また今

後、一般財源として支出していくのかという御

質問でございましたけれども、園を整備してい

くには、苗の購入代、それと収穫ができますの

で、初期投資が必要でございます。園の整備に

つきましては、財源を起債対象、起債を充てら

れないかということを検討いたしております。

そのようなことで、収穫ができますまでの初期

投資を要するということが生じてまいります。

　以上でございます。

〇農林課長（山口親志）感王寺議員のユズの

農業振興についてお答えいたします。

　商工観光課長が答弁いたしましたとおり、高

峠にユズを植えた後、農林課としましては、苗

木の入手、技術指導等を考慮し、県大隅地域振

興局農政普及課、それから市町、ＪＡ各果樹部

会で組織しますＪＡ鹿児島きもつき地域果樹産

地協議会の果樹産地構造改革計画におきまして

も、平成23年度から本市に導入予定で協議を行

っております。

　農家へは、高峠の生育状況を踏まえ、あわせ

て、作付し、収穫した果実については集荷体制

の契約等の準備を進めておりますので、新規果

樹として普及してまいりたいと思っております。

〇水産課長（塚田光春）次に、養殖業の飼料・

資材の高騰対策についてお答えいたします。

　養殖漁業は、農業と並びます垂水市の基幹産

業でございますが、近年、養殖漁業を取り巻く

環境は厳しい状況になってきております。養殖

漁業の生えさのサバやイワシは、12月になって

昨年の年度当初並みの価格まで下がってまいり

ましたが、生えさにまぜる配合飼料につきまし

ては、昨年の年度当初よりわずか４％程度上が

ったままの状態でございます。

　また、重油価格は、８月ごろをピークにその

後、急激に下がってきてはおりますが、昨年の

年度当初並みまでは戻っていない状況にありま

す。

　養殖漁業に使われる資材では、主に単価がア

ップした資材は、生けすの鋼管と金網が２割程

度、出荷箱が１割程度上昇しているようでござ

います。

　そのような中で、市としましては、国の燃油

高騰水産業緊急対策事業をなるべく利用しまし

て支援していきたいと考えているところですが、

あいにく養殖漁業への支援できる制度が見当た

らず、実施できない状況にあります。

　ただし、県単の漁業原油価格高騰緊急対策事

業の経費削減対策施設整備事業を利用しまして、

燃油経費削減対策ではありますが、ダイビング

用ボンベに使用するコンプレッサーの購入に対

しての県補助金を12月補正で計上したところで

あります。

　なお、先ほど、えさ代の価格動向が今後どの

ようになるかという質問でございますが、生産

コストの中心である生えさなどの価格は、円高

により中国等への需要が減りまして、価格が下

がってきており、今後も生えさについては下が

る傾向にあると聞いて少しは安堵しているとこ

ろでございます。

　以上でございます。

〇農林課長（山口親志）感王寺議員の養殖業、

農業の振興対策について、飼料・資材の高騰対

策はということの質問についてお答えいたしま

す。

　飼料の原油価格高騰による対策については、

価格補てん、価格補償等で対応していただきま

したが、原油価格が落ち着いてまいりましたの

で、指摘のとおり、在庫率、タンカー等の海上

運賃、為替相場等で今からは下がってくるかと

思います。資材については、農協に問い合わせ

いたしましたが、一部の資材以外は値上げ前に
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仕入れまして在庫があることから、現在のとこ

ろ値上げはしていないようであります。

　農家全般に対しまして、国が今回緊急対策事

業として示しました肥料・燃油高騰対応緊急対

策事業の導入に向けて検討してまいりたいと思

います。今後は、状況把握に努め、農家の要望

を聞きながら検討してまいりたいと思います。

　以上で終わります。

〇市民相談サービス課長（島児典生）サラ金、

クレジット等の多重債務者への救済策というこ

とで、取り組み状況についてお答えいたします。

　多重債務者の救済を目的に、庁内で多重債務

者との接触の機会の多いと思われる各課とのネ

ットワークを持つことで、多重債務者に債務整

理の情報を提供し、生活再建を図るよう促して

おります。そのことから公租公課の滞納の減少

も考えられるため、各課の共通認識として、平

成19年12月20日、第１回の多重債務者プロジェ

クトを開催しました。

　「多重債務の解決方法はあります」等の広報

をしておりますが、多重債務問題については、

自分で解決することは非常に困難で、だれかが

手を差し伸べることが必要です。それは法律専

門家である弁護士、司法書士ですが、彼らにと

って弁護士、司法書士事務所は敷居が高く、直

接相談に行くには勇気が要ります。消費生活相

談員は、これらの相談を受け、行政が弁護士、

司法書士と連携をとり、問題解決を図っていま

す。

　今年４月から９月までの多重債務相談は７件

で、法テラスに面接予約を入れたのは２件、弁

護士会に紹介したのは３件、助言で終わったの

は２件処理いたしております。

　以上です。

〇感王寺耕造議員　農林課長、ちょっと答弁漏

れ。加工事業とタイアップする加工業者は決定

しているんですか。ユズ。

〇農林課長（山口親志）先ほどユズの導入の

ところで言いましたとおり、果実について集荷

体制を、集荷体制というのが加工を含めた集荷

体制の契約を今、進めているところで、ほぼ決

定なんですが、まだ契約を取り交わしておりま

せんが、集荷と加工と合わせた契約を結ぶ予定

で今、準備を進めているところです。

　以上です。

〇感王寺耕造議員　２回目に入らせていただき

ます。

　まず、ユズの問題なんですけれども、商工観

光課長にですね。いろいろ見ておりますと、事

前評価自体が足らんのじゃないかという部分が

強く感じるわけです。例えば鳥インフルエンザ

ですか、その部分の問題ですよね。ユズにつく

のかつかんのかわかりませんけれども、普通の

かんきつ類は鳥がやってきますね。そうすると、

この鳥インフルエンザの問題。ジャパンファー

ムさんがありますから、その辺との協議が終わ

っているのかどうかですね。

　また、成園になったとき、人家は何もないわ

けですよね。そうしますと、盗難等のおそれは

ないのか、またその防止策をどう考えていくの

か、その辺をちょっと疑問に思うわけです。

　今、変な時代で、農家が一生懸命つくった農

作物を、苗をとったり、稲も立っているやつを

コンバインでもって刈り取る時代ですので、そ

の辺の部分も考えていただきたいということと、

あと栽培の手入れですね、あと草払い、または

成園後の収穫ですね、そういう部分の労務はま

たどこが担当していくのかですね。

　また、収益の見通しですよね。一般財源から

の持ち出しという部分が出てくるんじゃないか

という部分が心配されるわけです。

　また、事業自体の全体像という部分が全く見

えてこないと。１つ１つ取り組む部分はいいわ

けですけれども、将来的にどうやっていくのか

ですね、そこに物産館までつくって販売までや

っていくのかとかですね。それでまた、もぎと
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りの部分のそういうような形の体験型という部

分でおっしゃいましたけれども、観光農園みた

いな形に持ってくるのかですね、その辺のグラ

ンドデザインが私どもに全然示されていないも

んですから、その辺の部分についてもう１回答

弁をいただきたいと思います。

　次に、農林課長ですが、ユズの問題ですよね。

　まず、加工まで含み込んだ部分でということ

でしたので、当然、青果としては売り先という

部分も難しいですし、また加工も、化粧品から、

ドレッシングからコショウ関係まで幅広くでき

るという部分で、やっぱり加工まで含んだ部分

の取引というか、そういう部分をやっぱりやっ

ていけないといけないとは思うんですけれども、

ただ、加工業者と契約する段階で、どういうよ

うな単価決めをしていくのかという部分がちょ

っと疑問に思うわけです。単価契約をだれがど

ういう責任でどのように決定していくのか、そ

の部分がちょっと問題かなと思っております。

　また、永年作物ですから、単年度の契約では

なく５年間ぐらいの中期的なスパンでの契約と

いう部分が大事じゃないかなと考えているんで

すが、また契約のあり方も、市場連動型の契約

もありますし、また完全な契約単価を決めた部

分で５年間その契約単価でやっていくという部

分もあるわけですけれども、私、鹿児島の小山

田地区ですか、軟弱野菜をつくっておられるわ

けですけれども、そこの部分で、鹿児島市の農

業委員会の会長さん、田中会長ですけれども、

懇意にさせていただいているんですが、そこの

部分では市場連動型では農家の経営は立ち行か

んと、完璧な完全な単価決めということで進ん

でいるわけです。その辺の部分をどう考えてい

くのかですね。やっぱり農家の収益性が上がる

形での契約という部分をきちっと担保していか

ないと、やっぱりユズの栽培という部分では普

及していかないんじゃないかなと考えておりま

すので、その点についてもう１回御答弁をいた

だきたいと思います。

　ユズ問題、まだ続きますけれども、市長に質

問させていただきます。

　私も、平成19年でしたかね、第４回の定例会

で林業施策、また耕作放棄地、里山対策という

ことで、里山の活用ということで末吉町のメセ

ナ食彩センターの例を挙げて質問させていただ

きました。

　また、振興策につきましては、ボトムアップ

型よりもトップダウンに、トップダウン方式の

ほうが合っていると思うんですよ。だから、民

間の市長であられます水迫市長がぜひともリー

ダーシップを発揮していただいて、事業が成功

することを祈っているんですけれども、ただ、

しかし、今回の補正予算の出し方という部分が、

高峠の観光開発、また農業振興という部分にお

いて、市長のグランドデザインが私どもに見え

てこないんですよね。

　この全体の計画説明が全協の部分で私は今回

あるのかと、補正予算の部分についての説明で

すね、また全体計画について全協の部分の説明

があるのかなと期待していたんですけれども、

それもないと。そうすれば、私どもは補正予算

についても、計画についても判断する資料がな

いんですよね。議会に対する説明責任が市長

の部分で足りないのではないかと考えているん

ですが、この点、市長の考えをお聞かせくださ

い。

　またあわせて、事前評価ですね、商工観光課

長にも言いましたけれども、また事前評価と取

り組み体制ですね、これについても何か十分で

はないように見受けられるんですよね。商工観

光課とあと農林課ですね、これの役割分担、協

力体制、そういう部分もどうなっていくのか。

　また、商工観光課を主幹課とした、農業振興

の部分じゃなくて観光の部分を大事になさった

のかわからんですけれども、商工観光課を主幹

課としたその理由を水迫市長にお伺いいたしま
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す。

　続きまして、飼料高騰対策、また養殖業、農

業対策ですけれども、水産課長にお伺いいたし

ます。

　本市にとって養殖業というやつは大変な基幹

産業でありまして、養殖業が廃れれば地域も疲

弊していきますし、当然、市の浮沈にもかかわ

っていくことでございます。

　ただ、この間も市長の説明やらあったわけで

すけれども、判例等により債務保証の部分がで

きなくなったと、そういう背景もありまして、

今後、どのような形で市として養殖業対策を行

っていけるのか、明るい材料もですね、大手の

スーパーさんとか、この間もちょっとテレビだ

ったですかね、マルハニチロの件とか明るい材

料もあるんでしょうけれども、市としてどうい

う対策を行っていけるのか、その辺についてお

伺いいたします。

　農林課長、続いてですね。先ほどちょっと出

たんですけれども、肥料高騰対策ですね、この

部分は大変ありがたいんです。

　ただ、やっぱりいろいろお話を伺っていくと、

今の部分、定額給付金の問題が出ていますけれ

ども、これと一緒の部分があるんじゃないかと。

国・県の部分が各末端の市町の部分に丸投げし

ていると。話を聞くところによりますと、前年

度の領収書も要らんと、ことしの領収書も要ら

んと、請求書だけでよいという部分もあります。

だから、このことについてちょっとどういう判

断基準でやっていくのかですね。

　また、農業者年金の受給者の方もいらっしゃ

います。そうするとその部分、自留地の10アー

ルだけの部分で見ていくのか、ただ、それ以上

にまだつくっていらっしゃる方もいるんですね、

大きい声では言えんですけど。その辺について

どう考えられるのか、その辺についてお伺いし

ます。

　また、飼料対策ですけれども、飼料自給率を

高めるための施策という部分を国もいろいろや

っておられます。また、前回の農林課長の答弁

でも、飼料稲の普及とかそういう部分の話もあ

ったんですけれども、なかなか国の施策が我々

垂水市の現状に合わないという部分がありまし

て、その点について自給飼料の向上、自給飼料

の確保という部分が難しい部分があるのかなと

考えております。

　例えば、水稲刈り入れ後の不耕作地ですね、

水田でも１回しかつくらないところがあるもの

ですから、そういう部分の活用を図っていけな

いのかですね。また、あとイタリアンの種子で

すね、こういう部分も農家に配布して自給飼料

の向上対策を図っていけないのか。

　また、稲わらの確保の対策ですね、未利用の

部分があります。実際見ていますと、すき込ん

で肥料に使うんであればいいんですけれども、

燃やすとかそういう部分もありますので、稲わ

らの確保の対策のために、旧桜島町ですかね、

10アール当たり、あの当時5,000円ぐらいだった

と思うんですけど、出しておりました。なかな

か難しい問題ですけれども、そういう対策はと

れないのか、また、コントラクターの育成です

よね、その部分について農林課長の考えをお聞

かせください。

　多重債務の問題ですけれども、市民相談サー

ビス課長のほうで丁寧な答弁いただきました。

　私も、消費生活相談員の方、一生懸命頑張っ

ておられると思います。また教えていただいて、

本年私も２件ほど相談させていただきまして、

法テラスのほうですね、また鹿児島の弁護士さ

んのほうに相談に行きました。ただ、１件は残

念なことに自殺後の相談でございました。市民

の方が多重債務の部分で亡くなられたと、そう

いうことでございました。

　法テラスのほうで、長いことかかったんです

けれども、解決いたしました。そうしたところ、

確かな額は言えませんけれども、借入額の３倍
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もの過払い金が返ってきたと、その部分を奥さ

んに、この間解決しまして話しましたら、「あ

あこんなに返ってくるんだったら、うちの人は

何のために死んだのかな」というふうに話され

ました。

　私は思わず涙が流れたんですけれども、やは

り行政の役割として、多重債務の問題に積極的

に取り組む必要がやっぱりあるんじゃないかな

と考えております。個人のこれはもう問題じゃ

ないと。多重債務、それはもともと生活の苦し

い方々ですから、当然もう目先のことだけ、お

金を返すことだけしか考えません。そうすると、

やっぱり国保税であるとか学校の給食費である

とか、そういう部分もやっぱり滞納であったり

とか、払えない状況になります。そうしますと、

この部分はもう個人の問題じゃないと、これは

行政の問題なんだと。当然、税収がやっぱり減

っていくわけですから、そうしますと、これは

やっぱり行政が取り組むべき問題じゃないかと

考えております。

　同僚議員が以前、奄美方式の部分を話されま

したので、この部分には詳しくはもう触れませ

んけれども、やっぱり職員の方々の専門性を高

めること、また各課が連帯して多重債務を解決

していく方策という部分をつくっていかなけれ

ばいけないと思うんですけれども、この点につ

いて、市長にどういうお考えかお聞かせいただ

きたいと思います。

　以上で、２回目を終了いたします。

〇商工観光課長（倉岡孝昌）高峠再開発に関

する２回目の質問にお答えいたします。

　まず１点目に、鳥インフルエンザ対策につい

ての御質問ございましたけれども、１回目の答

弁の中で、導入につきまして、高峠公園という

環境に適合する樹種の選定から始めましたとお

答えいたしておりますとおり、導入に当たりま

しては、大隅地域振興局の御協力をいただきま

して、高峠の気象データの収集、ユズに関する

情報の収集、また定植地の現地調査などを行っ

てもらいました。

　一方で、私みずからジャパンファームさんに

参りまして、こういう計画をやりたいというこ

とで、ジャパンファームさんと高峠とは共存し

ていかなきゃいけませんので、そのような対策

がとれるような方向で考えていきたいというこ

と、またユズについては鳥など寄りつかないと

いうようなことでございましたので、そのよう

なことも確認いたしましてユズの選定をいたし

たところでございます。

　次に、成園になったときに盗難のおそれ、そ

の対策ということでございましたけれども、園

は道路に面しており、目につきやすい場所にご

ざいます。そして盗難対策ということは頭の隅

にはございましたけれども、具体的には対策を

考えておりませんが、ただ、あそこはイノシシ、

野ウサギ等の害も予想されますので、それに対

する策は検討いたしているところでございます。

　次に、手入れ、収穫の担当ということでござ

いましたけれども、これにつきましては、高峠

公園に定植するということで商工観光課で対応

いたします。また、手入れ、収穫作業につきま

しては、大野地区の人たちに協力をいただくよ

うなことを現段階では想定しております。なお、

このことにつきましては、先ほど申しました高

峠公園整備ワーキングの中に大野地区の方も入

っていただいておりますので、検討を進めたい

というふうに思っております。

　次に、収支のことでございますけれども、現

状で入手しております範囲で試算をいたしてお

ります。これで収支計算いたしますと、ユズ、

クリ、ツバキの製品を出荷、それと体験型観光

での収益ということで管理費を賄える収穫が、

収益が出ると。その収支見通しの例えばユズで

ありましたらユズの生産量は幾らで収益は幾ら、

それに対する投資が、必要経費が幾らというこ

とで算定いたしております。
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　なお、これらの資料につきましては、補正予

算の説明資料ということで委員会にお示しして

御説明する予定ではおります。

　次に、グランドデザインについての御質問で

ございましたけれども、高峠公園で活用すると

いうことで、その使い方は、１つは体験型観光

の振興策が１つでございます。それと、ただい

ま大野地区で農産物の加工に取り組んでいらっ

しゃいますので、それらに活用し、それと収益

を確保したいということで出荷、生産物の出荷

というふうなところを検討いたしております。

　以上でございます。

〇農林課長（山口親志）１回目で回答しまし

たとおり、新規果樹として導入の予定でありま

すので、議員指摘のとおり、単価の設定、相場

に流されない単価の設定、それから年数、５年

ということでしたが、できましたら10年、そこ

あたりを垂水市に本社がありますユズ加工を取

り扱っている方と今、商工観光課長と一緒に契

約を結ぶ段階になっております。

　ただ、今、商工観光課長も申し上げましたが、

私の場合は農家に農業振興を図る上で、議員指

摘のとおり、キロ幾らで買い取る、それから年

数は何年までという、そこあたりをきちっと契

約を結んでいただけるような、今進めておりま

すので、そのあたりをきちっと整備をしないこ

とには農業振興は図れないと思っておりますの

で、そこあたりを心配されておりますそのあた

りまで詰めながら、今、契約を結ぶ段階になっ

てきております。

　また、加工室についてですが、末吉のメセナ

のほうにも、うちの担当を研修に行かしており

ますが、あわせまして加工室までの検討も本社

にあります業者さんが、まだきちっとは言って

いないんですが、「加工室までも考えてもいい

ですよ」という話もされておりますが、そのあ

たりはやはり作付面積の新しい新規として振興

を行った場合の収量との関係もありますので、

ぜひこのあたりは、御心配されております契約

の単価、それから年数、そのあたりもきちっと

詰めまして、きちっと契約を結びまして農業振

興を図ってまいりたいと思います。

　ユズについては、化粧品から、それから飲み

物から相当需要があるという話もお聞きしてお

りますので、ぜひ商工観光課とあわせまして一

緒にユズ振興の対策を練っていきたいと思って

おります。

　以上です。

〇市長（水迫順一）感王寺議員にお答えをし

たいと思いますが、ユズを中心とした高峠の植

栽計画については、いろいろ検討したんですね。

高峠がこのままの状態でいいわけはないし、コ

スモスについての一般観光客、それから市民か

らの大きな指摘を最近受けております。

　ただ、コスモスにつきましては非常に問題も

ございます。指摘されたとおりです。土壌の問

題もございますし、それから畑、植栽する場所

が非常に細かく、畑区画のところに幾つも植え

なければいけないと。今最近はコスモス園とし

て脚光を浴びておるところはもっと大々的に広

く植えておるんですね。ですから、高峠のあの

植え方でほかのところとの競争ができるかとい

うと問題がある。

　そしてまた、ちょっと台風で最近も傷みやす

い場所であったということ等を考えれば、ここ

で何か考えなければいけない。もちろんメーン

になるのは５月のツツジでございます。これを

メーンにしながら、そのほかの時期にも観光客

にできるだけ来ていただく。そういうことを一

方で考えながら、それには、それじゃ先ほどあ

りましたようにジャパンファーム等の問題もあ

りますから、実のなる木を植えられない面もあ

ります。ですから、果樹としてとれるもの、あ

るいはユズの問題が出ましたが、クリも検討し

ておるんですね。クリも新しい品種として渋皮

まで使えるものをちょっと植栽しよう。それか
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ら前に植えておったツバキ、これも放置したま

までしたので、この辺の有効利用もやっていこ

うと。そしてもう１つ加えることでユズをやろ

うと。

　ユズは、御案内のとおり鹿児島県では末吉町

がメセナの事業として大々的に取り組んでおり

まして、非常に効果が上がっておるというふう

に聞いておりますし、ただ、ここだけでも引き

合いが随分来て、足りないぐらいのときがある

というようなことも聞いておりますが、一方、

また四国でもユズを中心にして、あるいはユズ

その他について、農産品としての価値を上げて

おるということがございます。

　ですから、ユズは本当に、「桃栗三年柿八年、

柚子のあほうが十八年」と言われておりました

が、もう５年で品種改良されて、５年で果実を

とれるような状態になってきておるんですね。

だから、本当にやりやすいじゃないかというこ

とと、それからそういう需要がだんだんだんだ

ん伸びてきておるということ、もう１つは、猿

ヶ城開発を今やっております。その中に、加工

センターを新たにつくるようにしております。

ここでの加工品の開発あるいは体験型農業のこ

こでのまた利用、この辺も考えていけば、猿ヶ

城との連携もとれるんじゃないかということな

んです。

　ただ、植えてみないとわからない面がござい

ますから、適地なのかという面では、ユズはお

よそ大丈夫だろうとは思うんですが、実際植え

てみて、これはいけるということになったら、

農業振興にもつなげていかなければいけない。

農家が高齢化しております。ですから、このま

までは本当にキヌサヤ、インゲンが中心の、園

芸が中心のこの農業がいつまで続くか、その問

題もございます。ですから、ほかで副収入を得

るというようなですね、空き地を利用した、荒

れている土地を利用したそういうような副収入

が得られるような農業政策にもつなげられない

か、その辺も検討していかなければいけないと

思っておりますし、そのほかに、まだ合ったも

のはないか、農業政策として。例えばオリーブ

あたりも検討してみようじゃないかとか、いろ

んなことを考えておるわけです。

　そうすると、いつも言っておりますように、

キヌサヤ、インゲンがいつまでもこの状態では

あり得ない場合も考慮せんといかん。ポストイ

ンゲン、ポストキヌサヤというようなことも考

えなければいけないということを考えておりま

す。

　グランドデザインはおよそそういうようなこ

とでございますので、猿ヶ城が開発されて道の

駅が一定の成果を得たと、宮脇公園がこれから

開発に向けて進んでいくと、そういうことにな

れば、残された高峠をいかに開発して、この４

カ所を連携を持った観光の拠点としていくかと

いうことが大事ですから、本当に高峠も今から

手を入れなければいけない、そういうことでご

ざいます。

　それと、観光課と農林課に主幹課として指定

したことはどういうことかというようなことは、

今、説明したことで十分おわかりになろうと思

います。

　多重債務、１つ言われましたね、私のほうに

も。これは法テラス、奄美方式、この辺はよく

わかっておりますし、うちのほうでも法テラス

については、先ほど課長が答えましたように紹

介をしております。

　もう１つ、うちでは顧問弁護士のほうと相談

をしておりまして、これで解決をしていこうと

いうことで、二、三もうそういう事例も出てお

りますし、これは今後も続けていきたいとそう

いうふうに思っております。

　ただただ一方で、非常にそういうような被害

者がどんどんふえておりますので、うちだけじ

ゃございません。ですから、お年寄りを中心に

した、いろんなことが相談できるようなことも
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今後、何か考えていかんといかんなというふう

に思っていますのと、それから、うちの課だけ

の連携じゃだめなんですよね、警察とか関係団

体としっかり連携をとってやらなければいけな

い、そういうようなことを重点的にやっていき

たい、そのように思います。

〇水産課長（塚田光春）次に、今後の養殖漁

業への対応策でございますが、水産課としまし

ては、新年度予算でも昨年度に引き続きまして、

漁業経営安定のために支援策として水産振興資

金の短期貸付金１億円の要求をしております。

また、漁業者が漁業経営に必要な資金を金融機

関から融資を受けやすくするために、昨年度に

引き続きまして、今年度も鹿児島県漁業信用基

金協会へ出資を行い、漁業経営の安定化に努め

てまいりたいと思っております。

　また、漁協と市水産課と連携しまして、今現

在この魚価の低迷や、ことしになって魚の需要

も大変少のうございます。そのようなことから、

次の２点について今考えているところでござい

ます。

　まず１点目は、ブリ・カンパチを従来は１本

のままで売りおったわけですけれども、これを

なるべくフィーレ加工をしたり、フィーレ加工

の販売をふやしたり、また付加価値をつけたと

ころの商品開発の取り組みを行い、こういった

商品開発の面から、水産庁の補助事業を利用し

て水産物流通構造改革事業というのが今現在取

り組まれておるんですけれども、こういったも

のを利用してこれらの開発に取り組んでいきた

いというふうにも思っております。

　それから２点目は、国内販売だけでなく海外

への販売もしていかなければなりません。そこ

で、海外における水産物の流通調査をする必要

があることから、水産庁の補助事業で漁協が主

体となって「みなぎる輸出活力誘発委託事業」

を利用し、今年度より海外への水産物流通の調

査を取り組んでいるところでございます。

　以上でございます。

〇農林課長（山口親志）感王寺議員の２回目

の質問の原油高騰対策の中で、今回国が緊急対

策事業として示しました肥料・燃油高騰対応緊

急対策事業の件について、まずお答えいたしま

す。

　議員も指摘のとおり領収書の関係、いろいろ

問題があろうかと思いますが、県のほうでも、

まだこの事業が国からおりてきまして、市町村

の説明の中でも十分市町村の担当者も理解して

いない状況にはあります。

　そういった中で、それじゃ対象者はどうする

かということで二、三日前もファクスで来てお

るんですが、対象農家を耕地経営面積の10アー

ル以上の農業を営む世帯、１年間の農産物販売

金額が15万円以上である世帯とか、もうそのた

びそのたび、この制度の対応をする農家をどの

ようにするかとか、先ほど言いました農業経営

上の農家の関係とか、本当に今、担当のほうで

も非常に困っている状況で、県でも困っている

ような状況であります。

　ただ、国が緊急対策事業としまして提示して

おりますので、それではこれを無視するわけに

はいきませんので、県とも今、詰めながら、そ

れじゃ事務局がどこになるか、水田対策事業で

するのか、そこあたりも含めまして、県もです

が、大隅地域、肝属地域の中でも、農協を含め

ましてこの事業に対応するための体制を今、整

えながら、協議をしている段階でありますので、

そういった問題があるというか、非常に不透明

な部分が十分あるもんですから、そこあたりは

十分担当者、それから各組織と詰めていきなが

ら対応をしていかざるを得ないかとは思ってお

ります。

　それから、飼料対策としまして水田裏の活用、

それからイタリアンの種子の配布、それから稲

わら対策、コントラクターの対応、そこあたり

を御指摘していただきましたが、このあたりは
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種子の配布等も、そのあたりも十分考えていか

ないとはいけない状況にはあるんですが、この

ことに関しては、議員の回答というより、要望

としてお聞きしていきたいということで回答を

させていただきたいと思います。

　以上で終わります。

〇感王寺耕造議員　３回目に入らせていただき

ます。

　ユズ振興ですね、市長も答弁いただきました。

農家だけではなく非農家も含めて、別に専門の

農家で、専業農家でなくてもいいわけですから、

市民１家庭当たり５本でも10本でも植えて、そ

この部分で市民全員で加工業、ユズの振興とか

いうそういう部分でなればなあと思っておりま

す。

　ただですね、余り質問をしたくないんですけ

れども、済みません、商工観光課長にですね、

一応ユズの部分を２ヘクタールと、クリが0.3ヘ

クタールですね、それでツバキがもう植栽され

ている部分が0.2ヘクタールですか。そうします

と、一応苗木代、また労務費、起債等の話もあ

りましたけれども、今のところ苗木を植えて、

最終的には４年、５年で成木となるわけですね、

それまでにかかる経費ですね、労務費まで含め

て総事業費としてどれぐらいかかるのか、それ

だけ教えていただきたいと思います。

　飼料高騰対策及び養殖業、また農業の対策に

ついては、またよろしくお願いいたします。

　多重債務の問題ですけれども、１点だけ、こ

れはもう要望で終わりますけれども、先ほど私

言いました、自殺された方から相談を受けて解

決したと申しましたけれども、その方も実際は

御自分で鹿児島市の無料法律相談に行っていら

っしゃるんですよね。行って、ただ、課長の話

にもありましたですけれどもね、弁護士さんの

敷居、高いんですね。なかなか、相談なさった

んですけど、相談しても、また弁護士さんの弁

護士事務所の名前、電話番号も教えていただけ

ません、これは相談に行ってもですね。その敷

居の高い部分がありますから、市民の方々に多

重債務問題は解決できるんだと、そういう部分

の情報発信とそういう体制をぜひともつくって

いただきたいと思います。

　以上で、３回目を終わります。

〇商工観光課長（倉岡孝昌）現在しておりま

すシミュレーションの範囲でお答えさせていた

だきますと、整地に要する費用を五、六百万円、

それと収穫できますまでの５年後までの管理費、

ユズの購入費でもございますが、それらを含め

まして、その費用が500万円ほどかなというふう

な検討をいたしているところでございます。（感

王寺耕造議員「どうもありがとうございました」

と呼ぶ）

〇議長（徳留邦治）次に、２番大薗藤幸議員

の質問を許可します。

　　　［大薗藤幸議員登壇］（拍手）

〇大薗藤幸議員　おはようございます。

　先般９月議会におきまして傍聴者から、垂水

の我々の議会に対して苦言をいただきました。

匿名という形でお手紙でいただきましたけれど

も、これは私たちに対する叱咤激励だというよ

うなふうに私はとらえております。私も議会に

席をいただきましてから１年半になりますけれ

ども、初心に返って自分の任務をしっかりとや

っていかなければならないなというふうに考え

ました。

　早速、議長に許可をいただいておりますので

質問に入らせていただきますが、垂水の中学校

の統合が昨年の12月議会で可決したわけでござ

いますけれども、牛根の３小学校の現状はいか

がなものかと、３小学校合わせて50名前後、教

育委員会の考え方また今後の方針をお聞きした

いと思います。

　これで、１回目の質問を終わります。

〇教育長（肥後昌幸）大薗議員の御質問にお

答えいたします。
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　牛根の小学校統合につきましては、平成18年

３月に垂水市立学校規模適正検討委員会から、

教育環境の整備、複式学級の解消、適正規模の

確保を図るためには、学校統合は必要であると

して、１番目に、中学校については市内全中学

校を１校に統合する。２番目に、牛根地区の小

学校３校については１校に統合する。３番目に、

新城小学校、柊原小学校についても統合を検討

することが望ましいという内容の答申をいただ

きました。教育委員会としましては、この答申

を尊重する姿勢はいささかも変わっておりませ

ん。

　現在、答申の１番目に挙げられました市内全

中学校を１校に統合するという答申に従いまし

て、平成22年４月の統合に向けて、計画に従っ

て準備を進めているところでございます。

　牛根地区の３小学校の統合につきましては、

前教育長も「牛根の３小学校の統合をするため

には、中学校統合を先にする必要がある。中学

校を統合して、その跡地に小学校を統合すれば、

牛根の地理的には中央であり、地域のコンセン

サスが得られやすい」とおっしゃっておりまし

た。まず、中学校統合をやり終えることが先決

だと思っております。

　また、私は、中学校統合では、適正規模の学

級数の確保、複式学級の解消の必要性、専門の

教職員の配置、部活動・学校行事の活性化の４

点を中心に統合の必要性を述べてまいりました。

しかしながら、小学校は中学校と若干違うとこ

ろがございます。中学校より、より長い歴史が

ございますし、より地域に密着したものと考え

ております。県下の状況を見ましても、事情の

違いはあるものの、なかなか小学校の統合には

踏み込んでいないようでございます。

　しかし、統合をしないと言っているわけでは

ございませんで、地域住民や保護者の御意見等

を伺いながら、中学校統合後、検討をしてまい

りたいというふうに思っております。

　以上でございます。

〇大薗藤幸議員　今、22年４月の中学校の統合

に向けて、教育委員会では事務量が膨大なもの

になっておろうかと思います。その労は大変な

ものだとわかっております。

　しかしながら、中学校のこの統合の問題に関

しましても、16年の学校説明会から現実的には

スタートしております。16年に学校説明会等が

なされ、17年６月に第１回目の検討委員会が発

足しております。18年３月12日答申をしたわけ

でございますけれども、16年からさかのぼって

数えてみますと、22年ということは丸６年かか

ります。

　検討委員会の席上でも、現教育長も検討委員

会の委員として同席をいただきましたが、中央

地区の公民館長という立場でございましたけれ

ども、「子供数が少ない。教育的配慮のために

は統合しなければならない」、前教育長はそう

いう考え方でございました。しかし、委員の１

人の方が「そのときでいいじゃないか」という

ような発言もございました。これは31名の委員

のほとんどが、「そのときでいいというのが行

政の考え方じゃないでしょう」と一喝された経

緯がございます。

　小学校も仮に今、議論をスタートしても、平

成26年、同じようにはいかないでしょうけれど

も、ということになろうかと思います。

　教育委員会は前教育長も現教育長も、昨年８

会場で地区説明会を開催され、各地区で説明を

されましたけれども、教育的配慮とこの一本や

りで地区に説明をされたはずです。教育的配慮

が統合に向けての理論ならば、牛根の３小学校

は20年度57名、21年度52名、25年度52名という

ふうに推移を予測されておりますけれども、３

小学校で50名前後。果たして50名前後の生徒数

で、１学年10名弱ということになる。教育的配

慮を叫ばれるなら、中学校の統合を、よりよき

統合ができた後で議論をスタートをするんだと
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いうふうに私は聞こえてなりません。議論は早

目にスタートをする必要もあるのじゃないか。

何も統合しなければならないと私は言っている

わけではございません。地区の関係者、公民館

の先輩の方、現保護者、将来保護者になられる

であろう方々の意見を集約することぐらいはし

なければならない段階ではないのか。

　きのう夕方のＮＨＫの番組で薩摩川内市、旧

樋脇町だと思うんですが、藤本小学校、10名と

いう児童生徒の学校がございました。非常に生

き生きとしておりました。ですから、10名でい

いのだという考え方であればそれも正論でしょ

う。仮に牛根の３小学校の保護者がそれでいい

のだと言われるならば、あえて統合の話を進め

るべきではないかもしれません。

　しかし、検討委員会の席上で中学校の統合に

関して南地区、北地区は非常に当初反対が多う

ございました。会が進むにつれまして、南も北

の代表の方々も避けて通れない問題だというこ

とを認識されたのだと思っております。その中

で牛根からは、特に学校のＰＴＡ、保護者の方

になると思いますが、意見の集約を２回ほどお

願いを申し上げましたところ、中学校もさるこ

とながら、小学校を急いでほしいのだという意

見がたくさんございました。この意見をもとに、

牛根の３小学校も統合に向けての議論を進めな

ければならないんだという答申になったわけで

ございますが。

　この「教育的配慮」とこの文言で、その理論

で中学校の統合に関して説明をされたならば、

教育行政と一般行政は全く同格のものでござい

ますが、教育委員会としては議論の必要がある

というような考え方が出てくるべきじゃないの

かと、このように思いますが、教育長いかがで

しょうか、お願いいたします。

〇教育長（肥後昌幸）２回目の御質問にお答

えいたします。

　先ほどもお話し申し上げましたように、今は

中学校の統合に向けて全力を傾注している最中

でございますので、まず、統合してよかったと

言えるような中学校をつくることにまたこれか

らも全力を傾注してまいりたいと思っておりま

す。

　今、議員がおっしゃいましたように、その議

論、お気持ちも十分理解できます。先ほども言

いましたように小学校を、もうこれは中学校を

統合して小学校のことは考えていないというわ

けじゃないわけでございまして、中学校のまず

統合、２つ、中学校の統合と一緒に小学校の統

合もとなると非常に仕事も煩雑になります。で

すから、まずこの中学校の統合に向けて全力を

傾注させていただきたい。

　そしてその後、小学校の統合については考え

ていきますけれども、もちろんその前に地元の

方々のお考えとかそういうのは十分また聞いて

まいりたいと思います。そういうところで今、

各、牛根地区とかあるいは新城、柊原地区でそ

ういう会合をして、こういう考えを持っている

けれども、教育委員会はどうかというようなも

し要請がありましたら、またそちらでもまたお

話をする機会もあるだろうと思いますが、今は

まず中学校の統合に向けて全力を尽くしたいと

思います。

　それから教育的配慮ということは、もう全く

それは同じでございますけれども、ただ、中学

校の複式と小学校の複式とは大分違うわけです

ね。小学校の教員の場合には全教科をほとんど

本来１人でやります。中学校の場合には専門教

科がございますので、これが複式になったとき

には非常にやりにくくなるわけでございます。

そういうことで、小学校の場合の複式と中学校

の場合の複式は大きく違います。

　ですから、小学校の場合であっても複式の場

合は非常に、１人の教員が２学年一緒に授業を

するということは大変なまた苦労もあるわけで

ございますが、そのよさをどう生かすかという
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ことで、今、市でも牛根３小学校あるいは新城、

柊原も含めたこういう複式学級の授業のあり方

というのを今、一生懸命やっております。です

から、牛根地区、五十数名になりますけれども、

これも保護者の方々が満足と言えば語弊があり

ますけれども、子供たちが生き生きと、伸び伸

びと学習していると言えるように、私たちも今

後ともまた努力はしてまいりたいというふうに

思っております。

〇大薗藤幸議員　確かに小学校は、学校という

ものは文化の拠点だと言われておりますが、小

学校は特にその感が強いというふうに思います。

しかしながら、中学校の統合の準備をやりなが

ら、小学校の統合に向けての同時期の議論はい

かがなものかというふうに承ったわけでござい

ますが、やはり２年半前の答申の内容によるわ

けですが、その後、地区の保護者の考え方の動

向も変わっているかもわかりません。先ほども

申し上げましたとおり、薩摩川内市の藤本小学

校の保護者のように、10名でいいんだという考

え方になっていらっしゃるかもわかりません。

　そこで、今お答えいただきましたが、学校単

位での保護者の意見の集約はすべきではないと、

そして、地区から統合に向けて議論をしていた

だきたいという要望が強ければ、仕事量はふえ

ますけれども、やらなければならないのではな

いかと思います。

　それと、ちょっと関連しますけれども、通告

しておりませんが、学校跡地の利用法。あと１

年と３カ月ぐらいで牛根中学校、協和中学校、

南中というのが学校として使われなくなるわけ

でございますけれども、南中に関しましては先

ほど市長の答弁の中でちょっとお伺いいたして

おりますが、宮脇公園の開発に向けて、利用方

法、活用方法を考えていきたいというようなこ

とを前回も商工観光課長からお伺いいたしてお

りますので、さほど心配はしておりませんが、

協和中、牛根中に関しまして、特に協和中学校

跡地をどのようなふうに活用法、利活用される

のか。そして、これは委員会で協議をされてい

らっしゃると思いますけれども、昨年の議会で

も地区の意見を尊重して、財政とも相談をして

決めていきたいというようなふうに伺っており

ます。

　22年の４月には新しい中学校が統合されてで

きるわけですが、その時点で学校跡地を、中学

校跡地をいかなる利活用するのだということを

決めて、同時に、22年の４月にはスタートをし

ていただきたいというふうに申し上げたはずで

ございますので、着々と準備は進んでいようか

と思いますが、現在のところ、特に協和中学校

はどのようなふうに利活用されていくのであろ

うかと、わかっている範囲で十分でございます

ので、御返事をお願いをいたします。

　そして、地区からの地区別協議会での意見も、

重ねてどのような意見が出ているのかをお教え

いただければ幸いに思います。

　これで、３回目の質問を終わります。

〇教委総務課長（北迫睦男）中学校跡地活用

の問題についてお答えいたします。

　これまで、中学校の跡地の活用につきまして

は、各中学校区に統合協議会を設置しておりま

して、そこで調査、検討していただくようにお

願いをしておりました。

　しかしながら、跡地活用は非常に難しい問題

でございまして、アンケート等によります要望、

意見等はもらってはおりますけれども、実現可

能な具体策、具体案は、協和中学校だけでなく

てまだ決まっておりません。決まっていないの

が現状でございます。

　しかしながら、地域活性化のためには跡地の

有効活用は大きな問題でありまして、さまざま

な角度から検討する必要があると思っておりま

す。補助事業の導入や施設の耐震関係等も含め、

財政問題等も絡んでまいりますので、行政側も

情報提供など全庁的な取り組みをし、地域と一
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体となった取り組みが必要ではないかとの市長

の指示を受けまして、関係課のメンバーにより

ます学校跡地有効活用研究ワーキンググループ

会議というのを10月に設置をいたしました。こ

れまで数回会議をしまして問題点等を協議して

いるところでございます。今後は、この組織で

跡地の有効活用について協議し、地域に情報提

供をしながら検討してまいりたいと考えており

ます。（大薗藤幸議員「ありがとうございまし

た」と呼ぶ）

〇議長（徳留邦治）ここで、暫時休憩いたし

ます。

　次は、11時から再開します。

　　　　　午前10時46分休憩

　　　　　午前11時00分開議

〇議長（徳留邦治）休憩前に引き続き会議を

開きます。

　６番田平輝也議員の質問を許可します。

　　　［田平輝也議員登壇］

〇田平輝也議員　おはようございます。

　ことしも残り二十数日となってまいりました。

平成21年度が垂水市にとって災害などのないす

ばらしい年であることを願っております。

　それでは、議長のお許しをいただきましたの

で、さきの通告に従い、一般質問させていただ

きます。

　ことし10月の新聞で、鹿児島県が財政健全化

法に基づく県内46市町村の平成19年度の決算の

財政指標を公表しておりましたが、まず、全国

の地方公共団体の状況はどうだったのか伺いま

す。

　そして、県内市町村の実質収支がすべて黒字

であるが、基金を取り崩し、黒字を確保してい

る自治体が多いとのことです。今回公表されま

した本市の19年度の実質公債費比率は16.3％で

ありました。18年度が16.5％でありましたので、

数字的には0.2％改善されているようです。県内

市町村の平均は19年度が16.5％、18年度が16.9

％で、県内全体では0.4％改善されていると公表

されております。しかし、県内市町村の中には

18年度よりも悪化している市町村が多いという

ことでございます。県内18の市の中で、本市の

19年度実質公債費が16.3％で10番目のようです

が、本市の場合、ほかの指標はどのような内容

なのかお伺いいたします。

　また、将来負担比率についても公表されまし

た。以前、将来負担比率については聞いたこと

もありましたが、再度、将来負担比率とはどの

ようなものなのか、その内容をお伺いいたしま

す。

　次に、桜島降灰営農対策事業についてですが、

本市の基幹産業であります一次産業の中の農業

経営は、高齢化が進み、そしてまた後継者不足

が続いております。そのような中、本市は、農

家の経営の安定を図るため、降灰対策事業を利

用して現在は75％の補助を受けてハウス施設園

芸の普及を図ってきておられ、これまで大きな

効果が出ていると考えております。

　そこで、垂水市の過去５年間の事業費、利用

者数、補助金額、個人負担分などの現在までの

推移をお伺いいたします。

　次に、給食センターについてですが、給食セ

ンターについては議会で、私を含め、今まで何

名かの議員の方が質問されております。行財政

改革を進める中、17年12月の議会の答弁で、「市

民代表の委員会の意見が民間委託をすべきであ

るとのことであり、それに向けて努力する」と

答弁されておりました。そしてその後、経過を

何回か質問いたしますが、そのたびに回答は、

「職種変更などの問題で継続協議となっており

ます。今後も、民営化を視野に置きまして協議

を進めます」との回答などで、既に３年が過ぎ

たようであります。継続協議とのことですので、

９月議会の質問に続き、伺います。

　まず、現在の給食センターの正規職員数、年
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齢構成、そして非正規職員数と過去５年間の推

移を伺います。

　これまで、継続協議中との答弁が続いており

ますが、今まで何回ぐらい団体交渉をされてお

られるのか伺います。

　以上で、１回目の質問を終わります。

〇財政課長（岩元　明）財政健全化法に基づ

く指標のお尋ねに御答弁をいたします。

　示される４つの指標の１つでも判断基準を超

えれば、財政再生あるいは財政健全化が必要な

地方公共団体ということになりますが、全国で

は、一般会計の実質赤字比率が基準以上だった

団体が２団体、それから全会計の連結実質赤字

比率が基準以上だった団体は11団体ございまし

た。また、実質公債費比率が基準以上だった団

体は33団体、将来負担比率が基準以上だった団

体は５団体ございまして、合計で51団体。その

うち夕張市が４指標の基準すべてに該当します

ので、実質48団体が財政健全化以上の措置が必

要な団体となるようでございます。

　本市は、一般会計及び特別会計並びに企業会

計の全会計において赤字はありませんでしたの

で、赤字比率の表示はございません。また、県

内には４つの指標をクリアできなかった団体は

ございません。ただ、マスコミ等は指数の高い

順にランキング形式で公表しますので、県内18

市のうち何番目によいのかあるいは悪いのかと

いうことは非常に気になるところでございます。

実質公債費比率は以前よりそう高い数値ではご

ざいませんでしたので、現在実施している新規

の借金を抑制する政策を堅持していけば、今後

も少しずつ減少していくものと考えております。

　また、余り聞きなれない将来負担比率とはど

のようなものかとのお尋ねでございましたけれ

ども、細かいことは抜きますが、将来負担する

ことがわかっている借金の返済額や退職手当の

見込み額のほか、将来負担することになるかも

しれない土地開発公社への債務保証、それから

両漁協への損失補償などの経費を本市の財政規

模で割った数値でございます。早期健全化の判

断基準値は350％以上ということでございますが、

高いほど将来の負担が重く、財政維持に不安を

残す数値でございます。

〇農林課長（山口親志）田平議員の質問にお

答えいたします。

　桜島降灰対策事業の施設園芸の事業の実績を

平成15年度からお答えいたします。

　平成15年度は、１組合で参加農家５人の事業

費4,347万円、補助金3,260万2,000円、なお、平

成15年度まで市が10％の補助を行っておりまし

たので、市補助金434万7,000円、組合負担652万

1,000円であります。

　平成16年度は、５組合、参加農家20人の事業

費２億732万3,000円、補助金１億5,549万円、組

合負担5,183万3,000円であります。

　平成17年度は、３組合で参加農家13人の事業

費5,863万2,000円、補助金4,397万2,000円、組

合負担金1,466万円。平成18年度は、２組合で参

加農家７人の事業費5,585万9,000円、補助金4,

189万4,000円、組合負担金1,396万5,000円であ

ります。

　平成19年度は、１組合で参加農家４人の事業

費3,273万9,000円、補助金2,455万4,000円、組

合負担金818万5,000円であります。

　本年度平成20年度は、２組合で参加農家９人

の事業費6,517万7,000円、補助金4,888万2,000

円、組合負担金1,629万5,000円であります。

　なお、平成15年度から本年度までの桜島降灰

対策事業の施設園芸の利用農家数は、58名の利

用の農家数であります。

〇総務課長（今井文弘）田平議員の給食セン

ターについての御質問にお答えいたします。

　まず、垂水学校給食センターの人員構成であ

りますが、正規職員は、所長１人、調理主任３

人、給食調理員８人、計12人でございます。年

齢構成は、37歳から55歳までで平均年齢が約50
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歳でございます。

　過去５年間の正規職員と臨時職員の推移であ

りますが、正規職員の調理員につきましては、

平成16年度15人、平成17年度14人、平成18年度

13人、平成19年度12人、平成20年度11人であり

ます。また、臨時職員につきましては、平成16

年度３人、平成17年度４人、平成18年度４人、

平成19年度４人、平成20年度は５人となってお

りまして、正規職員の補充につきましては、こ

れまで臨時職員で対応してきているところであ

ります。

　次に、団体交渉につきましては、これまで８

回ほど行ってきておりますが、交渉の中では、

給食の安全性、食育、地産地消及び職種変更等

を含め、協議をしてきておりますが、進展がな

く、御質問にもありますとおり継続協議となっ

ているところであります。

　以上でございます。

〇田平輝也議員　それでは、２回目の質問に移

りたいと思います。

　先ほど説明を受けました将来負担比率ですが、

垂水市が174.1％でございます。県内46市町村の

中で200％以上は、枕崎市が215.8％、そして天

城町の206.4％だけと公表されておりました。18

市の中で、枕崎市の215.8％に次いで西之表市の

186.4％、そしてその次に垂水市の174.1％とな

っております。

　市民の方々より、よく垂水市の将来負担比率

のことを聞かれたりしますが、本市の将来負担

比率が174.1％になったその原因、内容を伺いま

す。

　次に、降灰対策事業についてですが、営農対

策事業は、国などから御承知のとおり75％の補

助がありまして、農家の経営安定を図るために

すばらしい事業であります。先ほど、ここ６年

間ですか、58名の方々が利用されているようで

ございます。

　農家で、この事業を利用してハウス施設をつ

くりたいけれども、個人負担の今25％の都合が

できずに断念した農家もあると聞いております。

本市の基幹産業であります農業経営の安定を図

るために、以前本市は独自に10％の補助をされ

ておりましたが、せめて５％でも、いや、少し

でも支援の復活は考えられないものか伺います。

　そして、農業で生計を立てたい。しかし、個

人負担の25％が今できない農家の人たちのため

に、国などのいろいろな基準、制約もあります

が、何か今後、検討などされる考えはないのか。

また、農家の高齢化が進む中、対象年齢の制限

の見直し、要望などはないのか伺います。

　次に、給食センターについてですが、今、本

市は行財政改革に取り組んでおります。そして

今、いろんな企業が景気の悪化により人員削減

やいろいろの対策を講じております。民間企業

であれば、社員や従業員に職種変更を通告すれ

ば、普通それに向けて勉強会やいろいろと準備

を当然するはずです。

　そこで伺いますが、職種変更をするための教

育、研修などはどのように検討されておられる

のか。そして、今後の方針を伺います。

　給食センターについては、今までいろいろの

問題で継続協議となっているとの回答が続いて

おります。継続協議であれば、当然その進捗状

況を伺わなければなりません。このままでは全

く進展はないと考えております。

　それと、先ほど正規職員の年齢構成などを聞

きましたが、この職員の方々が一般職などへの

職種変更などを何名ぐらいになるまで待つのか。

全員なのか、考えを伺います。

　また、学校給食センターの年間経費と、その

中の人件費をあわせてお伺いいたします。

　行財政改革を進めるために今後も民営化に向

けてやるのか、それとも今後も現状のままでい

くのか、結論をそろそろ出すべき時期ではない

でしょうか。何のための行財政改革をしなけれ

ばならないのか。今まで徹底した団体交渉をさ
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れておられるのか。今後さらに一歩踏み込んだ

徹底した団体交渉をして、何らかの結論を出す

べきだと思いますが、どうでしょうか。

　２回目の質問を終わります。

〇財政課長（岩元　明）将来負担比率が174.1

％と県内３番目に高い原因は何かという２回目

の質問でございましたが、先ほど答弁しました

ように、将来負担しなければならない金額ある

いは将来負担する可能性のある金額が多いほど、

比率は高くなりますが、そのうち借金返済額と

退職手当負担額は行財政改革を通じて方策を講

じておりますので、同じような財政規模の市と

比較してもそれほど高いわけではございません。

　本市の場合、将来ほかの団体と関連して負債

額の負担が見込まれる額としまして、土地開発

公社への債務保証と、それから両漁協への損失

補償が算定されることが比率を押し上げている

ようでございます。

〇農林課長（山口親志）２回目の田平議員の

質問にお答えいたします。

　先ほど実績で申し上げましたが、御指摘のと

おり、平成15年度まで75％の補助に市単独で10

％の補助を行ってまいりました。支援の復活、

または５％でも、少しでもの質問でありますが、

確かに施設園芸振興を図る上で重要な部分であ

りますが、現在の財政事情及び他の事業との補

助率の整合性を保つためにも非常に厳しいと思

われます。

　ただし、補助残額についての対策は、市が利

子補給を行っております制度資金等での対応を

行っております。

　また、基準の見直しの件でありますが、平成

16年度より懸案でありました実施圃場の集団化、

いわゆる距離の問題を協議し、撤廃しまして、

市内一円を対象にいたしました。先ほど実績で

も申し上げましたとおり、16年度が一気に事業

費が３倍、４倍ふえたのもこの関係だと思いま

す。

　また、年齢制限につきましては、基本的には

60歳でありますが、要望に対応しまして、後継

者がいれば60歳以上でも実施できることで県と

協議し、この事業を推進しております。

　以上で、２回目の質問を終わります。

〇総務課長（今井文弘）２回目の御質問にお

答えいたします。

　まず、第１点目の職種変更するための教育、

研修についてでございますが、給食調理員の方々

は、ある程度の年齢になってからの職種変更に

大きな不安を持っておられます。そのため、会

計制度全般にわたる研修やパソコン研修などを

実施し、一般事務を行う上で基礎知識を身につ

けさせるように計画をしております。

　しかしながら、実際は研修実施を行っており

ません。といいますのは、給食調理員の方々は、

職種変更を前提とした研修を受ける以前に今の

職場の堅持を強く打ち出しておりまして、実施

できていないのが現状であります。今後、計画

を推進していくために継続的に給食調理員への

理解を求めていきたいというふうに考えており

ます。

　２点目の職種変更により職員が何名になるま

で待つのかというようなことでございますが、

給食調理員の方々が何名ということにつきまし

ては、具体的な数値はございません。当局にし

ましては、給食調理員の方々の理解をいただい

てから計画実施というふうに考えているところ

でございます。

　３番目の年間経費、その中の人件費という御

質問ですが、給食センターの年間経費につきま

しては、平成19年度分で申し上げますと、１億

2,458万6,000円、そのうち人件費は9,623万396

円、割合としまして77.2％でございます。

　それから、４点目の団体交渉をして結論を出

すべきではということでございますが、平成16

年10月に策定しました垂水市新行政改革大綱の

策定から既に４年が経過しておりますけれども、
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このままでは打開策が見出せないというふうに

考えております。そういうことで、給食調理員

の方々には社会情勢の厳しい状況を理解してい

ただき、早急に解決できるように今後、団体交

渉に臨んでいきたいというふうに考えておりま

す。

〇田平輝也議員　それでは、３回目になりまし

たので、質問、要望して終わりたいと思います。

　まず、将来負担比率が174.1％になった原因に

ついてはわかりました。仮に損失補償をしてい

なかった場合、その場合の数値は幾らぐらいに

なるのかお聞きします。

　また、市長は、今回損失補償の継続をしない

と決断されたようですが、もし継続した場合の

数値はどれぐらいになるのか伺います。

　そして、損失補償以外の要因もあると思いま

すが、それらの対策は今後どのように講じてい

かれるのかお伺いいたします。

　降灰対策事業についてですが、本市の基幹産

業である農業の経営安定を図るためにはすばら

しい事業であります。以前は施設園芸の建て貸

しリースなども実施された経過もありました。

今後、さらに農家の経営安定を図るために、い

ろいろの方式の事業などの模索、検討をしてい

ただくよう要望いたしたいと思います。

　給食センターの民営化については、徹底した

交渉をされて結論を出すべき時期ではないので

しょうか。民営化にされるのか、しないのかは、

最後にはトップであられる市長の姿勢だと思い

ます。今後の計画など、市長のお考えをお伺い

いたします。

　以上で、私の質問を終わります。

〇財政課長（岩元　明）３回目の質問にお答

えします。

　仮に損失補償がなかった場合の将来負担比率

でございますが、現段階での損失補償額とみな

される両漁協の借入残額が７億円相当ございま

すが、これが加算されての170％台でございます。

この７億円が除外されますと150％台と算定され、

それほど驚くような数値にまでは下がらないわ

けでございます。ただ、これまでのように30億

円の損失補償が更新された場合は、現在、県内

最高値である枕崎市の215％を超える220％台に

なるようでございます。

　また、将来負担比率を押し上げているほかの

要因への対策としましては、先ほども申し上げ

ましたように、新たな借金を抑制して借金残高

を減らすこと、それから職員削減により退職手

当の負担額を縮小すること、それから土地開発

公社が保有する土地を早期処分することなどで

将来の財政不安を解消していかなければならな

いと考えております。

〇市長（水迫順一）田平議員にお答えをした

いと思います。

　給食センター問題ですね、先ほど総務課長の

ほうからも答弁がございましたように、８回ぐ

らいの団体交渉を行ってきましたが、給食調理

員の方々としましては、給食の安全性、食育、

地産地消等の問題点を挙げまして、給食センター

の直営堅持を要望しております。

　これまで、給食調理員の方々の理解を得られ

ないことで計画の実施を先延ばししてきました

が、行財政改革を推進し、市全般にわたり見直

しをしている中、給食センターの業務委託はど

うしてもやらなければならないものと考えてお

ります。具体的には、平成23年の４月から実施

できるように、現在、関係課に協議をさせてい

るところでございます。（田平輝也議員「どう

もありがとうございました」と呼ぶ）

〇議長（徳留邦治）次に、堀添國尚議員の質

問を許可します。

　　　［堀添國尚議員登壇］

〇堀添國尚議員　年の瀬も押し迫り、きれいな

ネオンなどで街はにぎやかになってきました。

海のほうでは、冬の風物詩とも言うべきブリや

カンパチの出荷が盛んになってきました。農家

― 46  ―



では、３月に発生した竜巻で大きな被害を受け

られたその後の農家の再出発が気になっており

ますが、ことしは大きな台風の直撃もなく、天

候に恵まれ、稲作も順調で、そして本市の特産

の１つである露地物のインゲンの値段も昨年と

比べてよいとのことで、農家の喜ぶ姿を思い浮

かべるだけでもうれしくなります。

　この議会がことし最後の議会ですので、私な

りにことし１年を振り返ってみました。

　昨年の年末からことしの年の初めにかけて市

長は体調を崩され、入院を余儀なくされました。

現在は以前の健康を取り戻されたようにお見受

けしておりますが、入院中、死の縁に立たされ、

純粋な心で自分を見詰め、そして市民のために

市政はどうあるべきか問われたことと思います。

天が与えた貴重な時間であって、市長個人にと

っても、また垂水市にとっても、考える時間が

あったことは大きな財産となったのではと考え

ます。「自分が市長である間はどことも合併し

ない。単独で行くんだ」という覚悟をされたこ

とでもわかるような気がします。市長として言

葉は慎重であるべきではありますが、時として

は垂水の進む方向をはっきり示し、市民の心を

１つに束ねることは、行政を行う者として最も

大事な条件であると思っています。おかげで市

民の皆さんもすっきりした気持ちになられたこ

とと思っています。

　３月には牛根大橋が完成し、垂水市全域が一

体化でき、牛根地区にとっては災害による陸の

孤島化から解放されました。大型クレーン船が

橋をつり上げてきて、鹿児島市と垂水市を橋で

つなげたあの壮大な作業を見ていた人たちは、

生涯あの日のことは一生忘れられないことと思

います。

　中学校の統合が決定されました。現在、統合

される地域は閉校式の準備にかかっています。

地域にとってはくしの歯が欠けていくような寂

しさがありますが、この寂しさを超えて余りあ

る結果となるよう今後の取り組みをお願いして

おきます。

　宿泊施設としての国民年金保養センターが民

間の力によって再出発しました。市民の皆さん、

随分心配されておりました。毎日利用するので

もないですが、宿泊施設の顔として存在があり

ました。喜ばしいことでありますので、私たち

もできる限り経営にプラスになるよう協力した

いと思っています。

　「知事と語ろ会」も実現されました。市民の

皆さんの積極的な生の声をじかに聞き、県政に

役立ち、ひいては垂水市の発展につながること

であると思っています。「語ろ会」の実現にこ

ぎつけた執行部の取り組みがやがて花開くこと

と確信しています。

　市制施行50周年事業としてＮＨＫののど自慢

大会や記念式典もありました。垂水をアピール

するよい機会であり、全国に散らばっている垂

水出身の皆さんは、垂水の変わりゆく姿に「垂

水頑張れ」という気持ちで画面に食い入るよう

に見られ、しばし、ふるさとを思われたことと

思います。式典は地味でもなく派手でもなく、

式典らしい式典であったと思います。あの式典

で、垂水を支えてくださった多くの方々によっ

て今があることを思いました。市長を頂点とし

て取り組まれた関係の職員の皆様に敬意を表し

たいと思います。

　議会にあっては、所管事項調査の経過を本会

議において報告することになりました。執行部

の皆さんと一体となった調査を推進し、市政に

役立つ調査になるようお互いに努力しなければ

ならないと思っています。

　世間ではアメリカの住宅産業の失速に端を発

した不景気風が吹きまくっていて、国はその対

策に一生懸命取り組んでいますが、仕事を失う

人や来春卒業する大学生や高校生の就職が心配

されております。そのような中、国は定額給付

金なるものを打ち出しましたが、２兆円という
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巨額の税金をもっと使い道があるのではと、こ

のことには大いに疑問を持っています。

　垂水市は、次の世代へつなぐ事業として、豚

ぷんからメタンガスを抽出してエネルギー化へ

の取り組みがなされています。やがて猿ヶ城開

発も形として姿は見えてくると思います。新城

の宮脇海浜公園の活用も現実化してまいります。

このような事業を成功させながら、桜島架橋が

実現したときにこそ揺るぎない垂水の将来が約

束されるのではと思います。

　将来につなぐこのような事業の成功を希望の

ともしびとして、冬空の寒い中にあって心を温

め、市民ひとしく幸せな新年を迎えることがで

きるよう祈念しながら、質問に入ります。

　１つ目ですが、子育て支援の現状について、

ハード、ソフト面、どのような取り組みがなさ

れているのか。そして、それらは他市より劣っ

てはいないのか。また、医療費、医療助成など、

独自策を打ち出すことは考えていないか、お尋

ねします。

　２点目ですが、旧国鉄の大隅線の整備状況と

今後の対策について伺います。

　３点目ですが、垂高の振興についてでありま

すが、来春の受験状況はどのようであるか、わ

かっていたらよろしくお願いします。

　また、牛根にある島津公の軍艦造船所跡の看

板設置について、垂高の生徒の手で実現させた

らというようなことを前回の議会で提案し、前

向きな答弁でありましたが、その後の進みぐあ

いはどのような状況か、お願いいたします。

　これで１回目を終わりますが、わかりやすい

答弁をよろしくお願いいたします。

〇保健福祉課長（村山満寛）御質問の子育て

支援等についてお答えいたします。

　子育てに対する支援の状況でございますが、

保健福祉課では垂水市次世代育成支援対策行動

計画に掲げた89項目の目標事業量について、そ

の推進に取り組んでおります。

　主なものについて申し上げますと、特別保育

事業としまして、保育所地域活動事業、それか

ら病児・病後児保育事業、障害児保育事業、延

長保育事業、一時保育事業などを実施しており

ます。保育料につきましても、国の基準をベー

スとしておおむね90％程度の利用負担となるよ

う減額助成を行っております。

　放課後児童健全化育成事業は、指導者の確保

や利用児童数確保等の問題から１校のみで実施

しておりますが、１日平均43人、延べ１万2,434

人の利用となっております。

　そのほかに、ひとり親医療費助成、子育てサー

クルのホームページ開設、子育て支援パスポー

ト事業、乳幼児健診、母子相談、生後４カ月戸

別訪問等で不安解消等も行っております。

　以上でございます。

〇市長（水迫順一）堀添議員の１番目の子育

て支援の中で、今、課長のほうから説明をいた

しましたが、今後の取り組みについての観点か

らお答えをしたいと思います。

　まず、妊婦健診につきましては、国におきま

して公費負担を14回までとしました。財政措置

も平成22年度までとしまして、５回目以降の９

回分につきましては２分の１の補助をするとい

たしておりますので、予算については内容等が

決定した段階で取り組みたいと、そのように考

えております。

　また、県知事のマニフェストの中にあります

第３子に対する軽減につきましても２分の１の

補助となっておりますが、県からの補助要綱等

も示されておりませんし、国の予算編成で現行

制度が変わる可能性があることから、これにつ

きましても、内容等が決定した段階で予算につ

いては検討したいと考えております。

　特に堀添議員が指摘されました医療費助成に

つきましては、０歳児から６歳未満についての

助成を行っておりますが、０歳児は全額助成、

１歳から６歳未満につきましては3,000円を超え
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る額を助成しており、非課税世帯は全額助成を

いたしております。この助成につきましては私

自身が就任当初から何とかしたいという気持ち

はずっと持っておりましたので、年齢引き上げ

につきまして関係課と協議をするよう指示をし

ているところでございまして、これもできるだ

け努力をしていきたいと考えておるところでご

ざいます。

　また、高齢者の話し相手や子育ての中の相談

相手として、子育てが終わった主婦の方の協力

をいただきながら、ボランティアとして活躍を

いただければと思い、保健福祉課には指示いた

しておりますが、課長のほうから育児支援の回

答で「傾聴ボランティア育成を」と回答しまし

たので、その方向で今、検討をさせておるとこ

ろでございます。

　以上でございます。

〇農林課長（山口親志）堀添議員の質問の鉄

道跡地について、農林課所管になっております

ので農林課でお答えいたします。

　御質問の鉄道跡地は、牛根境から新城麓まで

約32キロの払い下げを受けまして、転換交付金

で記念公園、駐車場、道路整備等を行い、また

農免農道事業、県単事業、農業基盤整備資金事

業等で整備を行ってまいりました。本年度は海

潟地区の跡地を防災型道路と中山間総合整備事

業で整備を行い、牛根麓地区においては、仏石

川から道の駅前の大迫川までの間を林道として

県執行で平成21年度か22年度には着工整備の予

定であります。

　全体を見ますと、牛根地区の跡地整備が進ん

でいないようでありますが、以前農免農道整備

事業で計画をいたしましたが、国道と並行して

いることから断念した経緯があります。

　鉄道跡地は防災用の役割もありますことから、

維持管理については地域の方々に除草作業等を

お願いしておりましたが、高齢化の関係で農林

課の予算で除草作業も行っております。

　最後に、地域からの要望に対応する必要があ

る場合は、市の単独予算等で検討をして鉄道跡

地の整備をしてまいりたいと思います。

〇学校教育課長（押川和成）垂水高校の平成

21年度の受験状況についてお答えいたします。

　本年７月10日現在の垂水高校受験希望者は、

市内４中学校からのみ、普通科51人、生活デザ

イン科８人でございました。御承知のとおり、

10月に県教育委員会から募集定員の発表があり

ましたが、残念ながら普通科が１学級減になっ

てしまいました。

　そのことを受けて学校教育課では、４人の中

学校長を集めて対策等を検討し、進路指導主任

等研修会でも指導を継続してまいりました。

　また、各中学校では三者面談等を通じて生徒

の受験の意志確認をしていますが、先週の調査

で普通科28人、生活デザイン科11人という状況

でございました。普通科１学級になってしまっ

たことがマイナスに働いたのかもしれませんが、

このことの分析と今後の指導の対策につきまし

ては、今後、各中学校と話し合っていきたいと

思っております。

　以上でございます。

〇社会教育課長（橋口正徳）看板設置につい

てお答えいたします。

　看板の設置につきましては、現在、国土交通

省、県の地域振興局、市の総務課、それと社会

教育課で協議をしながら、桜島爆発時の防災対

策、それと牛根地区の文化財・観光案内などを

一緒にした形の看板が設置できないか検討をし

ているところでございます。

　看板に記載します内容につきましては、今、

市のほうで防災の係や私ども文化係、それと地

元の文化財保護審議委員などの意見を聞きなが

ら取りまとめを行いまして、現在、県の地域振

興局にその内容を送付し、検討をいただいてい

るところでございます。

　看板設置の費用については、国土交通省で負

― 49  ―



担していただく予定でございます。

〇掘添國尚議員　ありがとうございました。

　それでは、子育て支援のことについて課長と

市長から答弁がありましたが、課長にお尋ねし

ます。

　いろいろな制度があるわけですが、垂水市が

他の市に比べて進んでいるものがあったら。そ

れと、他市並みにできているかということと、

もう１点は、これを対象者が制度をよく知って

いるかということですね。

　それと、市長には、今、年寄りの話を聞くみ

たいな傾聴制度ですか、これは非常に年寄りは

望んでいると思いますので、ぜひこのことは実

現化していただきたいということと、医療費助

成の年齢を引き上げるということをおっしゃい

ましたが、どこらあたりまで引き上げて、いつ

ごろから実現されるのか、そこらあたりをお答

えいただきたいと思います。

　それと、鉄道跡地のことですが、内容はよく

わかりました。大迫川以北のところは林道とし

て整備されるように今、計画が進められている

と思いますが、前回の議会で課長は、「要望が

あればおこたえします」というような答弁をさ

れたわけですけど、あの牛根麓から辺田までの

あの沿線は未整備のままでありましたし、ずっ

と前から振興会長あるいは市民の皆さんからの

要望は市には届いているはずだと思っておりま

す。どんな理由があってそういうふうにおくれ

たのかは聞く由もないわけですが、林道として

整備される大迫川以北の分については、もう私

どもがどうこう言わなくても多分実現すると思

っております。

　ただ、南のほう、東小路のところまでが残る

わけですが、そこの整備を私も何回かお願いし

た経緯があると思うんですけど、いっぺんも一

遍にやれとは言っておりませんし、100メートル

ずつでもやってくださいと、計画的にやってく

ださいということを申し上げておりますので、

林道としての整備のほか、残された部分につい

て、それこそ50メートルずつでもいいから前向

きな姿勢で取り組んでいただきたいということ

をお願いをしておきたいと思います。

　それと、垂高の問題ですが、これはもう以前

からずっと問題になっていて、だんだんだんだ

ん後退していくような気がするんですね。何か

市長も、垂水市も、このことは大きな問題と言

いながら前には進んでいない、だんだんだんだ

ん後退していく。非常にもどかしい気持ちがす

るわけですが、これは教育委員会サイドだけの

ことではなくて、垂水市全体でいろいろな方法

をとらないと、生易しいことではこれは難しい

と私は思っております。

　だから、いろいろな方策は同僚議員も今まで

訴えられていると思うので、そういうものを総

合的に実施していくことによって、少しは改善

されていくんじゃなかろうかというふうに思い

ますので、今、前回は商店街の空き看板に、垂

高の美術部の生徒によって垂水をにぎやかに絵

で埋め尽くすような方法も提案いたしましたが、

そういうこと等も含めて、やはり垂高を評価を

上げてやるということも、垂高へ行きたいとい

う１つの条件になりますので、ぜひこのことも

前向きに検討をしていただきたいと思います。

　それと、今、社会教育課長のほうで看板設置

のことがありましたが、これは「知事と語ろ会」

の中で牛根の文化財審議委員である方が訴えら

れて、その後、にわかにこの議場の中でも私も

言うようになったわけですけど、今の私どもが

ここで言うたことだけじゃなくて、それに含め

て、大正爆発の接続の状況とか、そういうもの

も含めてやはり設置していただいたらなという

ふうに思いますし、それに費用がかかるようで

あれば、内外の方々からの寄附をいただくとい

うこともできるんじゃないかというふうに思っ

ております。

　つい先日、これは鹿児島市の方ですけど、牛
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根出身の方ですが、そういう意味で市長の最大

のプロジェクトである、責任であるというよう

な手紙も参っております。ぜひこのことは振興

策と兼ねて、垂高の振興策と兼ねて取り組んで

いただきたいというふうに思っております。

　そこらあたりを教育長、どうですか。教育長

は再任に当たって、市長も特に学力の向上とか

垂高の問題とかいうものをお願いがあったわけ

ですけど、ここでは言いにくいかもしれないけ

ど、このままでは垂高はどうなっていくんだろ

うかと、これがなくなった場合ですよね、なく

なった場合に、保養センターがなくなったとき

に非常に何というのか、垂水市の宿泊施設とし

ての顔というのがなくなって、何か市としての

風格というのか、そこらあたりに非常に寂しさ

を感じたわけですけど、それ以上に、垂高が衰

退していけば、この問題は市全体に大きなマイ

ナス要因を呈するのではないかというふうに考

えますので、教育長の決意と、案としてこうい

うこともあるんじゃなかろうかというようなこ

とがあれば、この場で述べていただきたいと思

います。

　２回目を終わります。

〇保健福祉課長（村山満寛）２回目の御質問

にお答えいたします。

　他市より支援策は進んでいるかということで

ございました。

　他市の状況から申しますと、保育料軽減状況

は、国の基準では１人目が全額、２人目が半額、

３人目が10分の１となっておりますが、阿久根

市、日置市、南さつま市、霧島市が３人目を無

料といたしております。

　それから乳幼児医療に助成では、出水市だけ

が小学校３年生まで助成をしておりまして、他

の市町は６歳未満が10市、垂水市もこの中です。

それから学校就学前が６市となっております。

　また妊婦健診については、県内のほとんどが

公費負担を５回までとしておりまして、志布志

市が７回、霧島市が７回を、１月以降14回とす

るようでございます。

　よって、垂水市は平均的なところにあるとい

うことでございます。

　ただ、先ほど高齢化福祉の進行に伴う認知症

の方、それから独居老人、子育て支援に対しま

して、傾聴ボランティアの育成について考えて

おりますが、これらを進めますと県内では初め

てということになりますので、これが進むんじ

ゃないかというふうに思っております。

　それから対象者の、制度は知っているかとい

う質問でございますが、乳幼児医療関係は償還

払いにした結果、その医療費の助成関係がふえ

たということが、全体的なものを考えましても

認知されているものというふうに考えておりま

す。

〇市長（水迫順一）掘添議員の２回目、私に

振られた部分の今、課長のほうからもございま

したが、傾聴ボランティアですね、これは県内

初だという話もございました。これはどうして

こういうことを考えたかといいますと、電気工

事組合ですか、ここは毎年ボランティアをやっ

てくれております。

　実は今回は柊原地区をやってくれまして、ひ

とりお住まいのお年寄りのところの電気関係を

修復してあげるというようなボランティア、毎

年続いておるんですが、この反省会に出たとき

に、「どうも市長、２人で行かんと仕事になら

んがを」という話。「何ごっな」と聞いたらで

すね、もう独居老人が１人は話しかけて、１人

で行っても仕事にならんと、１人は独居老人と

話をしとかんといかん。そして１人が工事をせ

んといかんという話なんですね。

　どんな話かというと、やはり世間話から個人

的な話までなんでしょうけど、そういう環境に

あるというのは、大体そういう傾向にあるとい

うのは大体わかっておったんですが、そこまで

ひどいのかなということで、これは民生委員の
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方々と連携をとりながら、何とかそういうよう

なことを補助できるシステムはできないかとい

うことで、関係課に投げたわけです。

　そうしたら、県内でも初だけどというこの傾

聴ボランティアがあると。これの特徴は、私は、

お年寄り、もう子育ても終わった女性の方々が

ボランティア精神でそういうような月に１回ぐ

らい、１回か２回か、そういうような方々のと

ころに行ってお話を聞いてあげる、そういうよ

うなことを考えたんですが、この傾聴ボランテ

ィアはそういう話をしに行く人たちを研修をす

るんだと、それで、どういうような話をどうい

うふうにしたほうがいいというような研修を受

けてから、そういうようなお話をする時間をと

って行くということになるわけです。そうなり

ますと、どうしても全体を民生委員が把握して

おられますので、民生委員の方との連携も必要

なんですね。

　そういうことをやりながら、お年寄りとそれ

からもう１つやはり子供、子育てには、本当に

今、なかなか親と一緒に住まない世帯がほとん

どですので、そういう方々が子育てに不安を持

っておられる方々へ、そういうようないろんな

ことを尋ねられての支援はできないかというこ

ともあわせてできないかというふうに考えたわ

けです。

　そういうことを今やろうということで、でき

たら来年４月、来年度からもうこれはやってい

きたいというようなことで、具体的に保健福祉

課で動いてくれております。

　それから医療費の問題ですが、これにつきま

しては、先ほど私も申しましたように、これは

前から考えておったんですが、財政がもうちょ

っとよくならないとなかなか厳しいなという思

いでおりました。

　それと、この医療費だけじゃなくて、来年度

からもうちょっと細かいところまで子育て支援

をやっていこうかと。例えば今まで尾脇議員が

一生懸命になっておられた子育てグループが５

つ団体が、グループがございます。それのサロ

ンが欲しいと、集まって情報交換したり、お互

いにいろんなことを教え合うという場所もほし

いということでございました。そういうものも

今後つくっていきたいと思いますし、あるいは

それに付随したようないろんなことはできない

か、そういうことも考えていきたい。

　そういう子育て全般が、先ほど課長が答えま

したように、当市は県内18市の中でまあ中間だ

よというような評価をしておりましたが、これ

をもうちょっといろんな面で垂水独自の子育て

支援が非常に必要だと、このことが高齢者のい

ろんな施策も必要なんですが、一方で子育ての

ほうはやはり追随しておったんじゃないかとい

うような反省も踏まえて、新たにそういうこと

をやっていきたい。

　そしてお尋ねの医療費については、今、６歳

までなんですが、思い切ってこれを中学生ぐら

いまでできないか、無料化できないか、そのこ

とも検討に入っております。

　以上です。

〇教育長（肥後昌幸）垂水高校の存続問題に

つきましては、非常に危機的状況にあるという

ことは十分認識をしております。

　これまでもこの議会でも何回も出ております

し、また答弁もしておりますけれども、私がこ

れまで申し上げてまいりましたのは、やはりこ

の垂水高校の存続問題については責任転嫁をし

ないことだと申し上げております。いわゆる高

校が悪い、中学校が悪い、教育委員会が悪い、

あるいは議会が悪いとか、同窓会がとか、そう

いうことを他に転嫁するようなことをしておっ

てもこれは解決しない。

　先ほど議員がおっしゃいましたように、これ

は全部で取り組んでいくべきことだというふう

におっしゃっていただきましたけれども、まさ

にそのとおりであるというふうに思っておりま
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す。

　そこで、まだ特効薬というのはないわけでご

ざいますけれども、垂水高校振興対策協議会と

いうのがございます。これは昨年まで１回しか

やっておりませんでしたので、これでは意味が

ないということで、その協議会そのものの見直

しを図りました。出席者の充実とか、あるいは

今まで教育委員会で開催しておりましたのを、

２回目を垂水高校で実施、この前いたしました。

その中で、垂水高校自身あるいは各中学校、市

教育委員会、同窓会、それから市役所、議会、

いろいろあると思いますけれども、それぞれが

何ができるかを話し合ったところでございます。

　先ほど具体的なものがあれば申せとおっしゃ

いましたけれども、具体的なものまでまだいっ

ておりませんけれども、できるだけ早目に具体

的なものを打ち出してやっていかなければなら

ないというふうには思っております。

　鹿児島県が出しております整理統合基準によ

りますと、もし23年度までに全学級が２学級ず

つになったとしますと、在籍者が定員の３分の

２以下が２年続いた場合、募集停止になります。

そして、入学者数がこのままの状況で推移しま

すと、最も早ければ平成25年に募集停止になり、

平成26年度末には閉校ということにもなりかね

ません。これを絶対に阻止していかなければな

りません。そのために、みんなで協力していか

なければいけないわけですけれども、垂水高校

はそのような危機的状況にあるんだということ

をすべての人たちが認識する必要があるという

ふうに考えております。

　以上でございます。

〇掘添國尚議員　市長の御答弁の中で、傾聴ボ

ランティアですか、市長もやがて年をとって１

人になったときに、話し相手が欲しいというこ

とがよくおわかりになると思います。ぜひこの

ことは、地域におってそれが一番大事かなと思

っております。

　何とかサロンというそのことは、大都会の場

合は垂水あたりよりももっと孤独感というのか、

子供をいけなふうに育てていけばいいのかそう

いう悩みは大きいと思いますが、垂水の場合は

まだそういう対象者もそうたくさんはいないと

思うし、牛根あたりに行けばやっぱり隣近所も

あったりして、割と問題はないかもしれません

けど、このことも、１人おってもやっぱり頑張

っていかんといかん問題だから、ぜひこれを実

現していただきたいと思います。

　それと、医療費制度の助成ですが、できたら、

もうインフルエンザも11月のころから全国的に

はやってきているというようなのが、テレビ等

でもその数字をあらわして報道されておりまし

たので、できることならそれに間に合うように

財政当局とよく協議をされて、実施していただ

いたら、本当にその制度に皆さんが感謝される

んじゃなかろうかと思いますので、ぜひそのこ

とも含めて検討をしてみていただきたいと思い

ます。

　垂高の問題ですけど、教育長がおっしゃった

とおり、今後、県との中で、今、恐ろしいよう

なことをおっしゃいましたけど、なくなるかも

しれない、それならいけんすればえとよという

ことですけど、これは教育委員会だけの問題で

もないと思うし、であっても、その限界がある

と思いますので、その協議会あたりで出された

問題が非常に刺激的な問題であってほしいと思

います。

　何かこうきれいな言葉だけを並べ立てて、何

か会をやったというようなことだけで済ませる

ようであれば、垂高の先はもうしれたもんだと、

こういうふうに思いますので、ぜひそういう辛

らつな意見でも勇気を持って採用していただき、

ぜひ実行に取り組んでいただきたいということ

をお願いいたしまして、３回目の質問を終わり

ます。

　ありがとうございました。
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　いいお正月をお迎えください。

〇議長（徳留邦治）ここで、暫時休憩いたし

ます。

　次は、１時15分から再開します。

　　　　　午後０時６分休憩

　　　　　午後１時15分開議

〇副議長（宮迫泰倫）休憩前に引き続き、会

議を開きます。

　議長より、本市議会会議規則第２条による欠

席の届け出がありましたので、地方自治法第106

条第１項の規定により、ただいまから私が議長

の職務を行います。

　御協力のほどよろしくお願いいたします。

　10番持留良一議員の質問を許可します。

　　　［持留良一議員登壇］

〇持留良一議員　それでは、議長の許可をいた

だきましたので、早速質問に入っていきたいと

思います。

　最初に、来年度の予算のあり方について質問

いたします。

　私たちの生活はこの数年間、税制の改悪や社

会保障制度の後退で増税と負担増になり、その

結果、命と健康を守るべき社会保障が生活苦や

将来不安を増大させ、貧困と格差がさらに深刻

な問題になっています。

　また、原油・物価高からアメリカ初の金融危

機は、世界経済の大混乱を引き起こし、日本の

実体経済にも深刻な影響を与えています。この

問題は、単にバブル崩壊ではなく、世界経済と

金融のあり方が根本から問われる問題ですが、

この影響は当然のごとく県内にも及んできてい

ます。こうしたもとで、今、政治はどのような

責任を果たすべきか、さらに今一層厳しく問わ

れてきています。

　そこで、考えなければならないのは、地域の

再生をどのように図っていくのかが当面の命題

であり、そのために雇用を守り、安定した仕事

を構築し、市民の暮らしを支える政策をどのよ

うに政策化していくかが問われているというふ

うに思います。このことは政治の責任であり、

時代の変化の中での政治に求められているもの

であります。

　私はこの１年間、このことを基本にしながら

議会ごとに質問し、建設的な政策提案も行って

きました。その結果、一定の前進は図られまし

たが、市民の要望にこたえた政治は十分に果た

し得ないと考えています。

　そこで伺いますが、前段のような税制改悪や

社会保障費の削減・後退で、市民生活への影響

をどのように認識されているかお聞かせくださ

い。

　また、これらの状況から考えたとき、政治の

責任として市民の暮らしを守る予算及び現状を

打開する支援策が必要です。そこで、来年度の

予算の考え方として、仕事起こし等での雇用の

創出、高齢者や子育て支援など、福祉や教育予

算の充実、減免制度の充実改善での生活支援、

農業・漁業の振興策で基幹産業の再生で地域経

済の活性化、振興を検討していく必要があると

考えますが、見解をお聞かせください。

　次に、原油・物価高、そして金融危機による

国内の景気悪化が地域経済にも深刻な影響を与

え始めています。これらの状況から暮らしと営

業を守る対策の充実が求められていますが、前

議会以降どのような対策を検討されてきたのか

伺います。

　９月議会でも議論しましたが、その後、国の

緊急経済対策が提案されました。ところが、中

小企業の資金繰り対策の中心に掲げられたのは、

信用保証協会の融資保証拡大、原材料高に苦し

む農林水産業の主な対策として盛り込まれたの

は省エネ・省資源経営への転換支援などです。

既に現場の中小企業、農林漁業者からは、幾ら

融資が拡大しても借りることはできない、利用

しづらいなどの声も生まれてきています。そう
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なると、市単独の支援も可能な限り追求してい

くことが責任ではないでしょうか。

　そこで、農業や漁業及び建設業など生産活動

や雇用情勢をどのように把握されているか伺い

ます。

　さらに、農業、漁業及び建設業等への暮らし

と営業を守る施策が求められていますが、どの

ような施策を検討しているのか、具体化はある

のかお聞かせください。

　次に、教育行政について質問をいたします。

　１点目は、教育にゆがみをもたらし、教育の

豊かさを失わせる全国学力テストへの参加の中

止を求めて質問します。

　前文部科学大臣の提唱で始まった学力テスト

は、学力向上に役立たないという批判が相次ぎ、

自民党内からも縮減すべきとの声も出ています。

そればかりか、テストの成績を上げるための類

似問題などをやらせるテスト対策で、ほかの授

業や学校行事がなおざりにされるなどの事態が

各地で起きています。

　本県でも過去の問題で練習するなどの問題も

あり、批判が上がりました。また、ある自治体

では、学力テストの結果を市町村別に公表すべ

きと圧力をかける事態も生まれてきました。文

部科学大臣も「全くのルール違反」と国会で答

弁しています。

　そもそも学力テストの結果に反映されるのは、

さまざまな教育活動の一部にすぎません。これ

らの一連の問題は、成績を上げることだけが教

育委員会や教師の仕事のようです。これではま

すます教育がゆがめられてしまう懸念がありま

す。

　そこでお聞きしますが、結果公表はルール違

反と認識していますが、間違いないでしょうか。

その根拠と本市の考え方についてお示しくださ

い。

　２点目は、今、全国学力テストをめぐる問題

は、先ほど述べたように県や地域間の競争をあ

おり、教師違反や子供の資質を問うなど格差を

広げ、競争教育を一層激化させる状況になって

いると言えます。教育の豊かさを失わせる全国

学力テストには参加すべきでないと考えますが、

見解をお聞かせください。

　次に、子供の暴力問題について質問します。

　文部科学省より、2007年度の児童生徒の問題

調査の結果報告がありました。特徴は、小・中

学校で大幅にこの問題が増加していることです。

学校の自己申告などの実情を反映しているかは

疑問もありますが、暴力行為をしている子供が

相当数いるということです。文部科学省は、大

きな原因として、感情をコントロールすること

ができない子供の変化を挙げています。

　しかし、学力競争や数値目標を掲げた成果主

義、習熟度別授業など、今の学校には競争原理

が徹底されています。また、子供同士が協力・

共同して取り組む時間も削られ、余裕もないと

考えます。家庭においても、経済的に厳しい家

庭がふえてきて、親も余裕がなく、子供たちが

ますます追い詰められ、ストレスをためている

との指摘もあります。

　そんな中、福島県では2005年度から小・中学

校の全学年で少人数学級を実施し、その年から

暴力発生率が全国最低になったと言われていま

す。この結果は、学校の教育環境や条件の整備

が重要であるということを訴えているのではな

いでしょうか。

　そこで伺いますが、本市の状況と特徴、要因

等をお聞かせください。

　２点目は、善後策として教員増や少人数学級

等で子供たちと先生とがよりよい関係ができる

ように、教育環境や条件整備が必要と考えます

が、どのように考えているのか、また今後の方

向について考えをお聞かせください。

　次に、国保の保険証の交付問題について伺い

ます。

　親が国民健康保険税を払えないために保険証
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を取り上げられ、無保険状態になっている子供

が多数いる実態が厚生労働省の調査で浮き彫り

になりました。厚生労働省は、批判が高まる中、

医療が必要な子供のいる世帯などから一律に保

険証を取り上げないように求める通知を出しま

した。しかし、内容は、医療を受ける必要など

の条件がつけられていて、安心して医療を受け

られるものではありません。

　私は、この問題については、先般も市長に改

善を求めるように申し入れもし、議会でも資格

証明証を発行すべきでないと幾度なく求めてき

ました。

　この問題の根本は、日本は国民皆保険制度の

国でありながら、医療を受ける権利が平等に保

障されていない現実がこのようにあるというこ

とです。こういう事態を生んだ大もとには、支

払い能力を超えた高過ぎる国保税の問題がある

と考えます。ゆえに、納税問題と子供が平等に

必要な医療を受けることと保険証の発行とは別

問題です。

　子供たちの命と健康を守るためにも、子供、

障害者（児）、高齢者、ひとり親、公費医療助

成制度対象者に資格証明証を発行すべきでない

し、要綱等で発行の基準等を明確にすべきでは

ないでしょうか。

　そこで、２点について伺います。

　１つは、垂水市の状況はどうなっているのか

お聞かせください。

　２つ目は、市民の医療を受ける権利を奪う資

格証の発行という制裁手段はやめるべきと考え

ますが、見解をお聞かせください。

　さらに、資格証明証を発行しない対象者を要

綱等で明確にすべきと考えますが、見解をお聞

かせください。

　さらに、後期高齢者医療制度も同様の保険証

の取り上げの規定がある問題です。後期高齢者

医療制度の資格証明証の発行は、高齢者の安心

と健康を脅かす懸念があるとされることからも、

保険証を取り上げるべきではないと考えます。

　そこで伺いますが、懸念される実態はあるの

か。

　次に、いわゆる後期高齢者の方が医療が必要

なケースが多いと考えられますが、どのように

対応していく考えかお聞かせください。

　最後に、高峠の観光行政問題について質問を

いたします。

　この問題については、これまでも、また６月

議会でも同僚議員が質問をし、議論が進んでい

ると認識をしています。私は、今、再開発の具

体化が進んで行く中、取り組みの基本的なあり

方を検証し、地域資源を生かした、また住民の

参加・協働による地域づくり、まちづくりにつ

いて、この点について質問をいたします。

　１点目は、コスモス問題と開発についてです。

　６月議会でも、「コスモスがここに適してい

るかどうか検討したい」と回答されています。

これは、生育の問題等があった経過からの問題

意識と考えますが、そこで、適さない内容は、

この地では科学的な問題があるのか伺います。

また、地元の皆さんにとっては、秋の高峠、コ

スモスということで地域振興にとってもこれま

でも大きな役割を果たしてきたと考えます。ま

た地域の住民の皆さんも、かける情熱も大きい

かというふうに思います。地域の皆さんもコス

モスの管理問題や再開発について意見等を述べ

られていますが、把握されているのか伺います。

　２点目は、このような問題を抱える中、時代

の求める方向や自然条件を生かした観光行政が

必要になってきています。再開発を進めるため

には、住民参加や協働で進めていくことを基本

としながら検討されていると思いますが、基本

的な方向についてお聞かせいただければという

ふうに思います。

　以上で、１回目の質問を終わります。

　２回目の再質問は保留をさせていただきます。

〇市長（水迫順一）持留議員にお答えをした
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いと思います。

　来年度予算についての考え方でございます。

　議員の言われるように、昨今の社会情勢はま

ことに厳しく、社会保障の後退感や景気悪化に

加えて、本市は人口減少、高齢化などの課題も

抱えており、これらが地域経済や市民生活に与

える影響は大きいものと認識をしております。

　また、それをどのように責任を果たしていく

かについては、国の政策に訴えるほかには、地

方の一首長では到底届かぬことも多く、歯がゆ

い思いもしております。国の行おうとしている

景気対策も、国民の暮らしを支援することにシ

フトされる施策になることを私も望んでおりま

す。

　本市の新年度予算編成につきましては、議員

の求められる雇用の創出、教育・福祉の予算充

実、農業・漁業の基幹産業の振興などへ重点を

置くことも、私も考えております。

　行方がはっきりしませんが、現在、国で議論

されております道路特定財源の一般財源化や別

途財源などで地方への交付配分がふえることに

なれば、雇用の創出が期待できる公共事業費な

どへ、これまでより投資できるものと考えてお

ります。

　また、教育費や学校の耐震補強、統合中学校

の改修などを予算措置するとともに、福祉費は、

子育て支援の医療費減免や子育てサークルの設

置を検討しております。

　農業・漁業の基幹産業の振興策は、本来の一

次産業としての底上げを図ることはもちろんで

ございますが、道の駅や猿ヶ城、宮脇海浜公園

などで観光とタイアップして販路拡大を図って

まいりたいと考えております。

　あと課長から答弁させます。

〇農林課長（山口親志）持留議員の原油価格

高騰による状況の把握と具体策はということで、

農林課のほうからまず先にお答えさせていただ

きます。

　農業関係においては、原油価格高騰の影響を

懸念し、農家等の対応をとっておりますが、こ

こにきて原油が下がってまいりましたので、今

から重油を使用する施設園芸農家の方は少しほ

っとされていらっしゃるようであります。

　肥料の対応としましては、値上げ前の予約購

入の対策を講じられた農家が多いようでありま

すが、すべての農家の方々ではないですので、

今後、値上がりした肥料購入による農家経営に

影響が出てくるかと思われます。

　資材については、一部分の資材以外は高騰前

に仕入れた在庫があることから、現在のところ

値上がりはしていないとのことであります。

　以上を踏まえまして、景気の冷え込み等によ

る消費者の購入意欲の低下、悪循環による農畜

産物の価格の低下を心配しております。

　そのような中で、国・県の緊急対策事業の活

用での対策を検討してまいりたいと思っており

ます。

〇水産課長（塚田光春）次に、水産業につい

ての生産活動や雇用情勢をどのように把握して

いるかとの御質問ですが、原油の価格高騰によ

り養殖漁業においても、重油価格、生えさの高

騰等が８月ごろまで続いておりましたが、ここ

数カ月の間に急激に下がってまいりました。

　なお、生えさについては、円高の関係で中国

向け輸出が減少したことと、えさとなる漁獲量

が増加したことで、えさ販売業者が在庫を抱え

ており、これからまだ下がる傾向にあると聞き、

少しは安堵しているところでございます。

　しかしながら、全国的に不景気の関係で、ブ

リ・カンパチの需要が昨年に比べ７割から８割

程度と少なく、しかも需要がない分、魚が多い

ことから、魚価安という悪循環が続いておりま

す。

　このようなことから、ことしに入り、数業者

の養殖業者が余儀なく廃業に追い込まれ、従業

員もやめざるを得なくなり、雇用情勢も厳しい
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状況になっています。

　このような中で、養殖漁業を守る施策と、12

月補正予算にその具体化はなかったのかという

御質問ですが、水産課としましては、国の燃油

高騰水産業緊急対策事業をなるべく利用しまし

て支援していきたいと考えているところですが、

あいにく養殖漁業への支援できる制度が見当た

らず、実施できない状況であります。

　ただし、県単の漁業原油価格高騰緊急対策事

業の経費削減対策施設整備事業を利用しまして、

燃油経費削減対策としてダイビング用ボンベに

使用するコンプレッサーの購入に対しての県補

助金を12月補正で計上したところであります。

　次に、魚の需要促進対策につきましては、こ

れは国内の景気の落ち込みによるもので抜本的

な対策は見つかりませんが、現在、漁協も、ブ

リ・カンパチを少しでも原価割れを起こさない

ように消費者へ直接販売する取り組みをしてい

ることから、市も、行政でできる範囲内でブリ・

カンパチのＰＲ、販路の紹介、市職員へのお中

元やお歳暮の依頼などを通じて、少しでも顧客

をふやす方法を漁協と連携しながら、消費拡大

に向けて取り組んでいるところでございます。

　以上が漁業の取り組みでございます。

〇土木課長（川畑信一）続きまして、建設業

の現状と雇用情勢についてお答えいたします。

　垂水の建設業は、公共工事を核として営業さ

れております。近年の公共工事の予算の減少で

大変苦しい営業になっていると耳にいたします。

　そこで、県の大隅地域振興局建設部の事業予

算及び垂水市の事業量で比較しますと、県振興

局は17年度が約229億円に対し、19年度は167億

円、20年度は今のところ116億円となっておりま

す。また、垂水市の事業量が17年度５億8,500万

円、19年度３億3,500万円、20年度は今までの発

注額２億6,400万円で２分の１の事業量となって

おり、厳しい経営であろうと推測いたします。

　雇用情勢についても、正社員を外れ、臨時雇

用になったとの話をよく聞きます。しかし、実

情は把握いたしておりません。

　なお、土木課では17年度は災害関係を入れて

180件あった発注件数が、本年度は60件弱となっ

ておりますので、発注件数が少しでも多くなる

よう分割発注に心がけ、受注機会が多くなるよ

うにいたしております。

　以上です。

〇学校教育課長（押川和成）それでは、全国

学力調査、学習状況調査の結果公表についてお

答えをいたします。

　この結果公表につきましては、文部科学省の

通知の中で、この調査で測定できる学力は特定

の一部分であること、学校における教育活動の

一側面にすぎないことを踏まえるとともに、序

列化や過度な競争につながらないよう十分配慮

して、１番目に、この調査の結果が学力の特定

の一部であることを明示して、その数値の公表

に当たっては、それにより示される調査結果に

ついて読み取り方をあわせて示す。２番目に、

市町村教育委員会は域内の、市内のということ

ですが、学校の状況について、個々の学校名を

明らかにした公表は行わないなどを示しており

ます。

　一部報道されております学校名を示すなど、

このことに反した公表につきましては、議員御

指摘のとおり、配慮事項に反することであると

とらえております。

　本市では、市報でごらんになったと思います

が、この通知に沿った内容で公表してあります。

　来年度の参加につきましては、既にこの調査

への参加を決定しております。

　これまでの２回の調査で明らかになったこと

について、垂水市の子供の実態の変化や各学校

で取り組んでおります改善策の検証、今後の教

育活動の取り組みについて参考になるものだと

とらえております。

　これまで、議員御指摘の教師批判、子供の資
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質の云々、過度の競争などのマイナス面という

のはございませんで、各学校とも、基礎・基本

の定着や活用能力をつけるための授業改善、そ

れから個別指導、垂水家庭学習きらりプランの

実践など、前向きに取り組んでもらっていると

思っております。

　次に、子供の暴力増加の問題につきましてお

答えいたします。

　このことにつきましては、文部科学省の問題

行動調査の昨年度のデータで、暴力行為は５万

6,756件で過去最多だったということでございま

した。

　本市では、この３年間での暴力行為は、生徒

間のトラブルで平成18年度と本年と１件ずつ報

告があるのみでございます。特に増加している

という認識は持っておりません。

　教育環境整備の少人数指導につきましては、

垂小、垂中を除いて市内の学校の児童生徒数は

少なく、個別指導が十分できる状況であるとと

らえております。

　垂小、垂中には定数外の教員が配置されてお

りまして、算数、数学、英語等で少人数指導を

実施しているところでございます。

　以上でございます。

〇市民課長（三浦敬志）持留議員の保険証交

付問題、いわゆる資格証明書の交付に関するお

尋ねにお答えいたします。

　まず、現状についてお答えいたします。

　12月１日現在、資格証明書を交付している世

帯は、55世帯の92名であります。55世帯のうち

15歳以下の子供のいる世帯が３世帯で、うち15

歳以下の子供は８名であります。65歳以上の高

齢者世帯が３世帯の３名となっております。障

害者それから公費医療助成制度対象者世帯につ

いては、個人情報の観点から把握できませんで

した。ひとり親世帯への交付はございません。

　次に、資格証明書の交付はやめるべきではな

いかのお尋ねにお答えいたします。

　資格証明書の交付は、前年度年税額の２分の

１以上の滞納があり、納税相談にも応じていた

だけない世帯に発行しております。

　最近の例で申し上げます。今年度資格証明書

を交付した世帯が、10月１現在において63世帯

ありました。このうち８世帯の方がこの２カ月

間のうち納税相談に来られ、滞納分を全額支払

われたり、分納相談に応じていただき、保険証

もしくは短期保険証を交付しております。滞納

世帯への資格証明書の交付は、納税に対する効

果があると思われます。

　次に、資格証明書を発行しない対象者を要綱

等で明確にすべきではないかのお尋ねにお答え

いたします。

　資格証明書を交付された世帯であっても、真

に医療が必要な場合は、相談に来ていただけれ

ば短期保険証等で対応いたします。資格証明書

の交付を受けている世帯にはさまざまなケース

がございます。これを要綱でうたうことになり

ますと、国も言っております、きめ細やかな対

応が難しくなると思います。

　次に、後期高齢者医療制度の資格証明書に関

するお尋ねにお答えいたします。

　後期高齢者医療制度では、資格証明書を交付

する場合は、前年度の保険料の半分以上を滞納

した場合、３カ月間の短期保険証を交付し、そ

の後の納付状況を見て資格証明書を交付するこ

ととなりますが、きめ細やかな対応が求められ

ており、本市としてはなるべく短期保険証での

対応をとることとしております。

　最後に、高齢者の安心と健康を守るために、

今、国保係としてできますことは、県後期高齢

者医療広域連合との連携を深めたり、長寿健診

等の広報の充実に努めることであると考えてお

ります。

　以上でございます。

〇商工観光課長（倉岡孝昌）５点目の観光行

政に関しての御質問の、まず高峠のコスモス問
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題と開発についてお答えいたします。

　１つ目に、育成に適さないという科学的根拠

はあるのかということでございますが、土壌調

査を行っているほかは科学的データはございま

せん。

　これまでの経過から判断しましたときに、地

形的な事情もあって台風の被害を受けることが

多く、花の状況が悪いという御指摘には管理不

足を否定できない面もこれまでございまして、

きれいに花を咲かせるにはやはりそれなりの手

間と費用を投じなければなりません。その経費

と職員の対応時間が不足している現状も問題点

としてございます。

　また、コスモスの花の取り組みは長い歴史が

ありますが、振り返ってみて、先ほど申しまし

た台風被害など、いろいろな原因で期待される

ような効果を出せなかった時期も多くあります。

このようなことから、コスモスにつきましては、

手間が行き届く範囲に規模を見直すことや他の

品種の花の導入はできないかなど、検討しよう

と考えております。

　次に、地元の声の把握についてでございます

が、大野地区の方々が高峠公園を大事に思って

おられることは聞いております。しかしながら、

これまで地元の方々とコスモスに関して直接お

話をお伺いする機会はありませんでした。

　今回、高峠公園の観光に体験型観光をまじえ

る施策を考えるに当たり、高峠公園整備ワーキ

ングを設置して、今後の観光推進に関する課題

や体験型観光の導入などについて検討いたしま

すが、昨日開催しましたこの会の中で地元の方々

からは、コスモスには一面の花畑というイメー

ジがあって、高峠は分散しているので物足りな

く思うのではないか。高峠公園は降水量が多い

上、畑の土は水はけがよくなく、風の影響も受

けやすい場所なので、品種を耐性の強い原種に

近いものや他の花にかえたらよいのではないか。

また、連作障害の可能性もあるので、一、二年

花の咲く緑肥作物を植えたらどうかなどのよう

な話があって、ツツジはともかくとしてコスモ

スへの強いこだわりは特にないように感じまし

た。

　次に、高峠の観光政策の方向についてでござ

いますが、このことにつきましては、さきの感

王寺議員の御質問にお答えしておりますとおり、

今後の観光の推進のために、これまでの花を主

体とした観光に体験型の観光をまじえ、活性化

に努めたいと考えております。

　この体験型の観光の導入に当たりましては、

さきにも述べましたとおり、大野のＥＳＤ自然

学校や猿ヶ城総合整備事業、鹿児島大学の演習

林での事業なども連携して取り組めるよう検討

してまいりたいと考えております。

〇持留良一議員　再質問をさせていただきたい

と思います。

　まず、来年度の予算の考え方について。これ

は、若干２とも関係していきますので、今後の

質問は市長及び教育長にしていきたいと思いま

す。その答弁をよろしくお願いしたいと思いま

す。

　けさほどから福祉等についてもいろいろ議論

があり、また観光、地元の農漁業についてもい

ろいろ議論があったところです。その中ではっ

きり言えるのは、やはりこのあたりの対策をし

っかりとるということが非常に重要だという認

識は一致できたというふうに思うんですね。

　それで、先ほど福祉の問題が出ましたけれど

も、子育て支援の問題、中学校までできるかど

うかわかりませんが、ぜひ実現していただきた

いんですが、岐阜県の笠松町では中学校３年ま

でやったら地域経済に大きな影響を与えたと。

与えたということは、地域が活性化されたとい

うことなんですけれども、このことは要するに

若い人たちが、子育て中の人たちが安心して生

活できる基盤がそのことでつくられたというこ

とだと思うんですね。

― 60  ―



　今、政府は内需拡大ということを強く訴えて、

外需から内需へと切りかえをしていこうと言っ

ていますけれども、そういう中、当面、国も言

っているとおり３年、この状況というのはなか

なか困難を脱するには難しい状況が続くと、そ

の後に景気の回復も含めてあるだろうと言われ

ているんですけれども、そうなってくると、や

はりこの３年間どういう対策をとっていくのか、

またそういうときに自治体としてどういう政策

を掲げていくのかが問われているというふうに

思うんですね。

　その中で考えたときに私はやはり何よりも、

内需を拡大していくためにはまず働く場所、安

定して仕事をできる場所をどうつくっていくか

ということと、今、午前中議論になった社会保

障、教育、ここらあたりのやっぱり充実をさせ

ていくと、安心して子育てや、高齢者の皆さん

が安心して生活できる状況をつくっていく、こ

のことは市長も認識はお変わりないというふう

に思うんですね。

　要は、先ほど市長が言われたとおり、自分た

ちのところではそれはなかなかできないんだと

言われましたけれども、しかし、福祉等ではそ

ういうことも可能だと。ただ、農業・漁業につ

いてはどうしていくかということももう１点考

えなきゃならないと思うんですね。

　そういう中、先ほど学校耐震化の問題、それ

から生活道路の問題等含めてやっていこうとい

う方向もあって、具体的にしていけばそういう

のもどんどん見えてくると思うんですね。

　ただ、やっぱり大事なのは、どこに投資をし

ていくかということだろうと思うんですね。そ

ういう一定の仕事の中身と、なおかつそういう

仕事を起こしながら、なおかつそういう高齢者、

低所得者の方々、若い人たちをどう支えていく

かというところの点が非常に重要になってくる

だろうと思うんですね。

　やっぱりそこにかけた投資というのが非常に

重要になってくると思うんですが、先ほど福祉

の問題では子育ての問題を言われたんですが、

もう１つ大きな消費の力になっている高齢者の

生活の実態があると思うんですね。

　議長にお願いしたいんですけれども、資料の

配付の許可をお願いしたいんですが、よろしい

でしょうか。

〇副議長（宮迫泰倫）はい。

〇持留良一議員　皆さんのお手元にも資料を届

けていると思うんですが、これは税務課のほう

でお願いして作成をしていただいたものです。

　平成14年度、17年度、20年度とこの負担の割

合が推移をしているんですが、この中で特徴と

いうのは、特に低所得者の方々が大変負担がふ

えていると、当然、高所得者の方々もそれに応

じてふえているんですが、しかし、やはり一番

この中で特徴的なのは、低所得者の方々が約５

倍も６倍も、そういう形でこの間負担がふえて

きているということをこれは読んで取れると思

うんですね。この点は市長もこの数字を見て理

解していただけるんじゃないかなというふうに

思います。

　その中で、この負担割合というのは私の計算

では、毎月の払う支払いと所得との関係で約１

割、こういう実態なんですね。そうなってくる

と、いかに高齢者の生活の中にこれまでの国保

税や介護保険料、また75歳以上の方々は後期高

齢者の医療制度が大きな負担をしているかとい

うことが理解していただけると思うんですが、

私はもう一面、そういう子育てなどの社会福祉

のほかにも、ここの部分の対策をどうとってい

くか。

　先ほど、十分今までとっていらっしゃったと

言われましたけれども、しかし、負担がこれだ

けふえてくると、どうしても消費は高齢者の皆

さんはそうできなくなる。生活の基盤も崩れて

くる。そうすると、ますます貧困と格差が広が

っていくというのが、こういう逆に、社会保障
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制度が助けるのに、逆にそういう形で苦しめて

いるという実態もこの数字でわかると思うんで

す。

　私はこの間、この問題に関しては、介護保険

や国保税の低所得者の減免の問題なんかも強く

訴えてきたんですが、市長、この数字を見て、

やはりこのあたりの支援策の必要性、内需を拡

大し、地域の経済の安定化とか、皆さんの暮ら

しを守っていくためには、やはり先ほど雇用の

問題等含めて、このあたりのことが重要だとい

う認識を示されましたけれども、もっと具体的

に見ていくならば、こういうところの対策が必

要じゃないかというふうに思いますが、市長の

改めてそのあたりの具体的な対策はとれないの

か、認識を１点お伺いしたいということと。

　あとは雇用の問題です。私は、前９月議会で

は住宅改修制度、これはいわゆる耐震化を伴う

ものだということで提案もしたんでしたけれど

も、それでなくても住宅改修というのは全国で

も九州でもやっているという資料もお配りしま

したし、その経済効果というのは大きいという

ことを言ったと思うんですが、今、建設業等が

こういう状況である中、やはりそういう対策と

いうのも必要じゃないかなと、経済対策として。

　お隣の都城市が数年前やりまして、相当規模

の経済効果を出して、一時的な経済対策として

大きな役割を発揮したんですけれども、市長に

ついてもこの点について、改めてそういうとこ

ろの振興策、必要だと思うんですが、見解をお

聞かせいただきたいと思います。

　当然このほかには失業対策として、青年や中

高年の対策もありますけれども、そういうこと

を起こすことによってこういう方々も救済され

ていくのではないかなというふうに思いますが、

この２つに対して政策的な投資をしっかりやっ

ていくと、市でできることもあるわけですから、

そのあたりの対策をやっていくということを、

今の提案等も含めて、また実態のこの税の推移

も含めて、見解をお聞かせいただければという

ふうに思います。

　２点目は学力テスト、いわゆる教育行政につ

いてお伺いしたいんですけれども、２番目の農

業、建設業等については今の１番目の問題とド

ッキングしますので、もうそれでいいと思いま

す。

　学力テストの問題について。今、教育委員会

のほうでも答弁がありましたけれども、参加は

していくんだというようなことを言われました

けれども、12月４日、これは南日本新聞の社説

です。もう読まれたかというふうに思うんです

が、表題が「毎年実施する必要はない」と、こ

ういう見出しで社説を掲げています。

　このことの中身については先ほど言いました

ところ、きっちりとまとめて問題点を指摘し、

そして表題として、毎年実施する必要はもうな

いということを言っているんです。もう全体的

な状況を把握できたと、毎年やる必要性はある

まいと、今後こうした予算、ことしは58億円で

すけれども、少人数学級や教員の増員に振り向

けるべきだと、こんなことも指摘をしています。

　さらに、全員を対象としているのは個々の学

習指導に生かすのが理念だが、教育の場では役

立っているという声は少ないと、むしろ多くの

自治体が既に実施している独自の学力調査のほ

うがより有効との指摘もあると。先ほど言いま

したとおり、自民党の中でもこういう予算は不

要だということも掲げています。

　それで、こういう南日本が指摘しているよう

な実態を、アンケートでも出ているんですね。

これは文科省が出した結果でも、まずは公表の

問題では９割強が教育委員会は公表は望まずと

いうことをはっきりデータで出しています。

　それと、テストの問題ですけれども、小・中

学教員のネット調査ですけれども、これでは「必

要ない」というのが７割、この中で具体的に言

うと、「引き続き行う必要がある」に対しては
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21％、「必要はなく、調査校を一部抽出して行

えばよい」が30％、「必要はなく、各自治体の

調査でよい」が44％、ということは約７割近く

が「必要ない」ということをこの結果はあらわ

しています。

　また、「事前にテスト対策をした」と答えた

教員が13％、「全国テストの結果を授業改善に

活用している」のが44％、「活用していない」

のが44％、こういうデータも出ているわけなん

です。

　そういうことを考えると、やっぱり南日本が

指摘しているとおり、今、何が実際上大事なの

かと、こういうところが振り回されて子供たち

の大事な教育というのが、逆に公表の問題や過

度な競争の問題、序列化と、それからＰＴＡも

含めて、公表せよとかいう形で追いまくられて

いくということを考えたときに、改めてやっぱ

りこの問題は子供たちの立場に立って考える必

要があるなというふうに思います。

　そういうことを考えてみたときに、例えば前

も紹介しましたけれども、犬山市がなぜ参加し

なかったかということを市の広報で出したんで

すけれども、義務教育のねらいはすべての子供

の人格形成と学力保障だと、学力テストは競争

原理を持ち込み、子供や社会、教師に格差を生

むと、最も重要な学力はみずから学ぶ力なんだ

と、少人数学級による学び合いの授業は、豊か

な人間関係のもとで学習や生活態度を好ましい

方向に向かわせると、こういうことで参加をし

ないというふうに言って、この間参加はしてい

ないんですけれども、やはり私はこういう視点

がもう少し大事じゃないかなというふうに思い

ます。

　そうすると、いろんな今起きている問題等に

ついても解決の方向が見えてくるのではないか

なというふうに思うんですが、改めて、こうい

う結果を、データの結果、調査の結果を見られ

て、やはりこれに参加するということについて

考え方を変える意思はないのか、改めてお聞か

せいただきたいというふうに思います。

　それから４番目の問題ですけれども、細かな

対応をして、交付はその状況によって発行して

いくんだということで課長の答弁がありました

けれども、市長にお聞きしたいんですが、けさ

ほどの新聞でも、民主党と自民党も含めて、こ

の問題についてはそういう対応でやっていくと

いうようなことを、中学生以下については出す

ということを言いましたけれども、この間、全

国でも約551の自治体が無条件で発行していると。

それから大隅郡内でも３市２町でしたかね、た

しか私の調査では発行していないという状況が

ありましたけれども、改めて、この問題で大事

な視点は何なのかということだと思うんですね。

子供たちの命の問題と納税の問題を結びつけて

いる問題がやっぱり最大のネックだろうという

ふうに思うんですが。

　ここに、札幌市が交付についてこういう見解

を出しているんですね。厚生労働省からの通知

もあり、また札幌としても、世帯主の納付状況

と子供がひとしく必要な医療を受けられること

は別の問題と判断し、18歳未満の子供に対して

はすべてに出したというようなことを、交付す

るというようなことを指摘しているんですが、

市長もやはり子供の命が大事だと、先ほども午

前中の議論でも子供の医療費のことを言われま

したし、子育て支援のことも言われました。子

供たちはいつ何どき、どうなるかわからない。

そのとき、保険証がないというときに大変な事

態になるわけなんですね。

　この点についても、やはり私はきちっとそう

いう明確な市長自身が判断を出して、18歳未満

もしくは中学生以下に対してはすべて出すと、

無条件で出すというふうにするのが本来の市長

としての仕事じゃないかと、このように認識を

するんですが、市長自身のこの間の全国の状況

や、また垂水の状況、そして今、指摘をしたよ
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うな事例なども含めて、市長自身がどういう見

解をお持ちなのか。本当に子供の命を守るとい

うのであれば、先ほど言いましたとおり、納税

問題と交付問題は別問題と、そういう認識に立

って対応していくというふうに考えるべきじゃ

ないかと思いますが、市長の見解をお聞かせい

ただきたいというふうに思います。

　それから後期高齢者の問題については先ほど

出ましたが、ぜひ細かな対応をしていただいて、

なるべく資格証明書を発行しないように、短期

等も含めて、ぜひ高齢者の立場に立った形で対

応していただきたいと思います。

　この点については、私たち総務文教委員会も

先般視察をした浦添市でも、本当に市民に寄り

添った形で対応されていましたので、このあた

りはやっぱり市民の立場に立った対応というこ

とでしっかりやっていただきたいというふうに

思います。

　最後の点ですけれども、観光行政について質

問したんですが、その結果、先ほど報告し、ま

た午前中の感王寺議員のところで今後の観光行

政については指摘があったんですが、その点に

ついては今後また議論がされると思いますが、

私、ここで大事な点があると思うんですね。

　この点については、やはりこういう問題が起

きたときに何が原因なのか、何が問題なのかと

いうことをしっかりと検証し、その結果を次に

生かすということが大事だと思うんですね。こ

んな問題について、コスモスがもうこういう状

況でだめだから、次に何かを展開するかという

ことだけで事を片づけられない側面があると思

うんですね。

　例えば出水市ではこの間、上場公園でずっと

やってきていますけれども、担当者の方にいろ

いろお話も聞かせてもらいましたけど、本当に

きめ細かな対応をされて、コスモスの育成とか、

１年間通しての管理等も含めてやっていらっし

ゃいましたし、委託も管理組合のほうで受けて

やっていらっしゃって、やっぱり担当者自身も、

イコールコスモス、上場公園、出水という打ち

出しでやっていくためには、これほどのことも

しっかりやっていかなきゃいけないということ

で、年間計画も含めてお聞きをしたんですが。

　やはりこういう問題を考えたときに、例えば

今回新しく観光行政の方向として新規事業、い

ろいろな展開をされるということで、新たな時

代に応じた観光施策をやっていくと言われまし

たけれども、しかし、そういうことをきちっと

やっていかないと、次、今度は適さなかったと

か問題があったとかいうことがあったとき、や

はりまた同じような議論になってくる可能性が

あると思うんですね。

　そういう意味では、しっかりとそういうとこ

ろをどうやっぱり検証し、本当に問題はなかっ

たのか、管理委託も含めて問題はなかったのか、

地元との協議、協働というのをちゃんとやって

きたのか、そこのところが問われると思うんで

すが、その点について、今、指摘したような中

身で本当に問題はないのかどうなのか、お考え

をお聞かせいただければと思います。

　それからあと午前中の感王寺議員の関係でも、

今回補正予算でできたということで私たち議員

もびっくりしているんですけれども、改めてち

ょっとお聞きしたいんですが、ぜひこれについ

ては全議員に資料を配付していただきたいとい

うことと、なぜこの12月議会でなければならな

かったのか、この点についてお聞かせください。

　以上、再質問です。

〇市長（水迫順一）持留議員にお答えをした

いと思います。

　まず、雇用対策の前に、高齢者の問題等も質

問されましたので、ちょっと一部の考え方をお

示しをしたいと思います。

　一口に少子・高齢化と片づけておりますが、

深刻によく考えてみると、本当に大きな問題で

ございますし、いろんなところに波及するとい
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うのはもう議員御承知のとおりですね。

　例えば扶助費の問題にしても、高齢化が進む

中、また少子化が進むから負担する人たちが減

っていくんだと、そういう背景がございます。

ですから、今、約４人で１人の老人を支えてお

りますけど、30年後はこれはもう２人で１人を

支えないといけない。そういう背景があるし、

そして国と地方の大きな借金も抱えておると、

大きなそういう背景がある中でいろんな議論も

していかなければいけない、そういうふうに思

うわけです。

　ですから、これは政府にとっても大きな問題

でございますし、一地方の我々が一生懸命考え

ても果たし得ない財政的な問題も多く抱えてお

るという問題でもあろうと思っております。

　それと、雇用対策。これからこの不景気は３

年続くよと、その３年間にやはり市として考え

るべきことも必要だと、これはもう当然の意見

だと思います。ですから、これから景気が本当

によくなっていくよというのと違いまして、右

肩下がりだよということになれば、精神的にも、

ことしより来年は悪い、来年より再来年なお悪

くなるよというふうに考えがちで、これは人間

の心理なんですね。

　その中で、本当にいろんな施策も縮小してい

かざるを得ないところも出てきましょうし、た

だ、最初１回目にお答えをしたように、限られ

た財政の中で本市の経済をどうしていくのかと

いうことをまず真剣に考えなければならないこ

とは、もう十分承知しております。

　ですから、このような緊急な世界同時的なア

メリカ発の金融危機に始まって、あるいはまた

石油問題に始まって、世界がどこも本当に景気

が悪くなっていく中で、国としても、今、政府

もいろいろ補正で考えておるとおりですね。で

すから、公共工事を2,300億円何とかしようと、

それと地域活性化、生活安定対策で5,000億円を

何とかしようとか、いろんな施策がどんどんど

んどん今、検討されて、一次、二次補正の中に

入ってくる。

　その中で、そういうような例えば身障者の対

策にしても800億円何とかしようとか、それから

フリーターの雇用創出に2,500億円、3,000億円

ですか、何とかしようというようなものも含ま

れておりますし、そういうようなものを見なが

ら、市として何をやるべきかということを考え

ていかなければいけない、私はそのように思っ

ておるところです。

　もちろん定額給付金、２兆円にも及ぶ大きな

お金でございますが、これが経済効果、当市に

とってどういう効果があるのか、そういうこと

等も本当に考えていかなければいけないことだ

ろうというふうに思っております。

　ただ、言えることは、本当に限られた財政状

況の中で、一方では財政をまだまだ立て直して

いかなければいけない中でどれだけできるかと

いうことは、政府あるいはまた県等がやってく

れるものを、施策を見ながらやっていきたい、

そのように思います。

　子供の医療関係については、子供の医療の問

題に先ほどから触れておりますので、これを何

とかやっていけばかなり多くの部分をフォロー

できるんじゃないか、そういうふうに思ってお

ります。ですから、これはやる方向で財政とも

今、詰めておりますので、今後、前の議員にも

お答えをしたとおり、その方向で頑張っていき

たいというふうに思います。

　あと資格証明の件でございますが、これは市

民課長がお答えをしましたように、基本的な姿

勢としましては、きめ細かな対応に心がけると

しております。資格証明の交付を受けている世

帯の滞納ケースを調べてみると、いろんなケー

スがあるように聞いております。これを単に要

綱制定で解消できるかは疑問が残るところだと

いうふうに思っております。ですから、短期の

保険証の交付については検討してみなければい
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けないというふうに思っておるところでござい

ます。

　観光政策についての、感王寺議員にもお答え

をしましたとおり、高峠についてはこれから感

王寺議員にお答えしたとおりのことでやってい

きたいと思っておりますし、これからの協議に

ついては地元との協議をこれから入るわけでご

ざいます。ですから、まず議員の皆さんにもこ

のことを知っていただいた上で、よりよい観光

政策につなげていきたい、そのように思ってお

ります。

〇教育長（肥後昌幸）全国学力調査への参加

の再考の気持ちはないのかという御質問でござ

いますけれども、結論を申し上げますと、その

気持ちはございません。

　この全国学力調査が導入されました経緯はも

う御承知のとおりでございますけれども、ＯＥ

ＣＤによる国際的な学力調査によって、日本の

子供たちの学力が非常に最近落ちてきていると

いうことが引き金になったようでございます。

それを受けて、文科省のほうでは指導要領の改

訂とか、あるいはこの学力調査をやるとか、そ

の一環でございます。

　先ほど私がこれを続けるという理由は、先ほ

ど学校教育課長の申したとおりでございますけ

れども、序列化や過度な競争につながらないよ

うに十分配慮することというのがありますので、

これは私たちも十分配慮しているつもりでござ

います。過度な競争はいけませんけど、適切な

競争というのはあってしかるべきだと私は思っ

ております。

　この全国の学力検査でわかったことでは、い

わゆる基礎・基本、Ａ問題とＢ問題というのが

あるわけですけれども、Ａ問題というのはいわ

ゆる基礎・基本の定着度、それからＢ問題とい

うのは活用能力を見るというやつでございます。

　本市の場合には、基礎定着度のほうはほぼ全

国平均ということが言えると思うんですけれど

も、いわゆる活用能力というところがちょっと

劣っているということが、こういう実態がわか

っております。

　そこで、なぜそういうところが落ち込んでい

るのか、これは毎時間の授業のどこをどう改善

すればいいのかということが非常に大事でござ

いまして、各学校それに向けて一生懸命今、検

討しておりますし、教育委員会もそれと一緒に

なって研究してまいりたいというふうに思って

おります。

　以上でございます。

〇商工観光課長（倉岡孝昌）高峠公園につき

まして、２点御質問がございました。

　まず１点目は、コスモスが育たない原因の究

明はしっかりしているのかということで、管理

に問題はないのかと、管理委託の方法に問題は

ないのかということでございましたけれども、

花の咲かない原因については、その年、都度都

度、何が原因であるかということを検討いたし

ております。そのようなことを踏まえまして、

次年度はその対策ということでこれまで対策を

講じてきたわけでございますけれども、残念な

がら皆さんに喜んでいただけるような成果に結

びついておりません。

　また、このことにつきましては、これまでこ

のコスモスに従事してこられた市の職員にも、

これまでの経緯ということで聞き取り調査をい

たしております。その中で一番被害が多いのは

やっぱり台風被害でございます。この台風被害

につきましてはなかなか抜本的な対策は難しか

ろうと思っております。

　そして、例えばことし花が咲かなかった原因

の１つには、高峠の土壌の問題がございまして、

これはコスモスだけでなくて、高峠、大野地区

の作物についても同様な傾向が見られたという

ことですけれども、土に水分を非常にたくさん

含んでおりまして、高峠コスモスについては根

腐れを起こしているものもございました。
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　そういうことや、またこの管理につきまして

は、今、管理作業をしていただいております高

峠の方々はこれまでもう相当長い期間従事され

ておりまして、現場の状況その他十分把握され

ておると思いますので、そこについては特に問

題ないというふうに思っております。

　次に、２点目のこの苗の購入をなぜ12月議会

に出さなければいけなかったかということでご

ざいますけれども、苗の購入の経緯につきまし

ては、先ほどの感王寺議員の御質問にお答えし

たとおりでございまして、苗の購入を３月まで

に購入し、また、その前段階の準備が必要でご

ざいますことから、12月議会に提案したところ

でございます。

〇持留良一議員　あと数分あるんですけれども、

ちょっともう最終的に絞りますけれども、予算

の考え方なんですけれども、確かに国の政策も

あると思うんです。そして、当然市ができるの

もあると思うんです。だからこそ、私は先ほど

市ができるものはこういうものがあるんじゃな

いかということも提案もし、具体的なことも訴

えてきたんですけれども、それについては十分

な回答はなかったんですが。

　ちょっと絞りますけれども、先ほどの高齢者

の件なんですけれども、そうすると、やっぱり

高齢者の生活を支える上では、私はこれ以上の

負担はもう当然大変だし、根本的な国の制度で

すから、国がもう少し考えるような形で市長会

も出されているんですが、市独自としてもやっ

ぱりそのあたりの負担を軽減するような、介護

保険料とか国保税とかやっぱりこのあたりの政

策は必要じゃないかと思うんですが、このあた

りについて来年度予算のところで検討する考え

はないのか、再度お聞かせいただきたいと思い

ます。

　それと、あと学力の問題ですけれども、先ほ

ど言いましたとおり、今、当然過度な競争、序

列化も始まっています。教育長が否定されても、

実際上いろんな形で始まっています。大阪府な

んかはもう特に予算との関係でこれは位置づけ

てやっているという現状があります。これがこ

こでとどまるとは思いません。さらに一層広が

っていく可能性は大だと思います。

　だからこそ、最後に南日本新聞はどんなこと

を言っているかというと、学力の底上げを図る

ためには行政支援の充実が欠かせないと、今後

はこうした課題での解決を急ぐべきだと。先ほ

ど言いましたとおり、少人数学級、教員の増、

垂水小学校でも小学校４年生以下はまだ40人近

い学級です。これを少人数にするとか、そうい

う形での対策が必要だというふうに思います。

ここはもう改めて指摘だけしておきたいと思い

ます。

　ぜひ今後そういうことも含めて、子供たちの

本当に何が学力なのか、子供たちにとって何が

今、必要なのか、そのことをお考えいただいて、

なおかつ、この全国学力テストが訴えている現

状、問題点、これをぜひ酌み取っていただいて、

もう少し自主的な対応というのも検討していた

だければというふうに思います。

　最後になりますけれども、保険証の問題です。

　これもやっぱり南日本新聞に最後に書いてい

るんですけれども、子供が病気になっても医療

費が払えないからと受診をためらえば、取り返

しのつかないことになりかねないと、子供たち

を救済する手だてを早急に講じるべきだと言っ

ているんですが、市長、これは市長が本当に、

例えばもう中学生以下は出しなさいとなればす

ぐ発行できるんです。

　ところが、今言われたとおり、細かな対応と

言いますけれども、それは窓口に来るとか納税

相談とかいろいろ出てくるんです。確かに大事

ですけれども、やっぱりそれを区別して考えな

きゃいけないと思いますが、市長に改めて、す

べての中学生以下には出すと、無条件に出すと

いうことを言えないのか、断言できないのか、
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そのことを最後に訴えまして、これがやっぱり

自治体の首長の責任だと思いますので、そのこ

との再度見解を求めて、私の質問を終わります。

〇市長（水迫順一）今まで答弁した中でおよ

そおわかりいただいておると思うんですけど、

ただ、議員の言われるように、これもやれ、こ

れもやれ、こっちにこういういい例があると、

全国のいい例を引っ張り出して当市に当てると

いうのは、それは参考にはなると思うんですよ。

（「私はただ２点しか言ってないです。あれも

これもは言ってないです」と呼ぶ者あり）ちょ

っと聞きなさい。だけど、うちの財政状況の中

で重要度、緊急度、本当に効率度、そういうも

のを勘案しながらやっていかなければ財政は持

たないんです。そういう背景があるということ

を再度認識していただきたい。

　それと、介護保険については、本当に介護従

事者に1,500億円ぐらいちょっと補てんしようと、

このままじゃいけないというような国の政策も

出ております。そうすると、我々が本当にそう

いういろんなものが出た中でうちに足らないも

のをどうするかと、さっきの答えと一緒なんで

すね、ということをやっていきたい。

　それから、中学校までの医療費問題がさっき

から出ておりますが、これについては今、検討

しておると。（「いや違う、保険証の問題です。

医療費の問題じゃないですよ。保険証交付の問

題です」と呼ぶ者あり）保険証交付については

さっきお答えをしたとおりでございます。（持

留良一議員「はい、ありがとうございました」

と呼ぶ）

〇副議長（宮迫泰倫）次に、16番川畑三郎議

員の質問を許可します。

　　　［川畑三郎議員登壇］

〇川畑三郎議員　ことしも残すところ20日余り、

ＮＨＫのど自慢を初めとする市制50周年事業も

順調に進んでいるようであります。

　国内では、昨年安倍政権から引き継いだ福田

政権も１年で崩壊、後を引き継いだ麻生政権も、

解散を迫る野党との争いで苦難の道を進んでい

る状況であります。国民からかけ離れた争いを

やっているようであり、政治の安定が必要な気

がいたします。

　市長も再選後２年を経過しようとしておりま

す。合併できなく一部の方々の批判を受けまし

たが、その後、市長のリーダーシップによって

現在まで垂水市も順調に進んできていると私は

考えます。今後も体に留意され、垂水市を引っ

張っていってもらいたいと考えます。

　それでは、先日通告いたしておりました案件

について質問いたしますので、明快なる御答弁

をよろしくお願いいたします。

　子育て支援事業について。

　11月中旬、石川県志賀町に産業厚生委員の所

管事項調査に行きました。調査の内容について

は、先日の本会議において堀添委員長が報告さ

れたとおりであります。また、午前中、子育て

支援の現状と今後の取り組みについて堀添議員

が質問されました。第４次垂水市総合計画の平

成20年度から平成22年度までの３カ年の１期計

画で示された子育て支援事業について、それぞ

れの現状と１期計画の内容をお知らせください。

　施設整備について。

　学校や公民館の施設整備については、それぞ

れから要望があると考えます。現在どういった

内容の要望が上がってきているのか。また、そ

れに対する措置についての対応について。

　農道、市道の整備について。

　財政の少ない中、農道、市道の整備等の要望

が多いのではないかと考えます。現在、海潟地

区の鉄道跡地の整備が今年度から始まり、来年

度に終了すると思われます。入り口となる国道

の農地の買収も国道拡幅工事として始まりまし

た。地域住民には大変ありがたいことでありま

す。工事の過程で危険と思われる箇所のガード

レール等の設置も必要と考えますが、いかがで
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しょうか。

　海潟林道は中俣浦谷から海潟福岡原に通ずる

市道であります。先日車で走ってみましたが、

一部整備しなければならない箇所もあるかと考

えます。地域の恒例の歩こう会も予定されてい

ます。整備の予定はあるのかをお尋ねして、１

回目の質問を終わります。

〇保健福祉課長（村山満寛）川畑議員の子育

て支援事業についてお答えいたします。

　ただ、質問の通告の中で、現在の事業と今後

の取り組みについてと通告を受けておりました。

今、質問の中では、総合計画の中身をという話

でございましたが、通告の中で池之上議員から

この問題については質問がございますので、池

之上議員のほうにお答えをしたいと思うんです

が、よろしいですか。答えてよろしいですか。

（発言する者あり）

　今回の４次総合計画の策定に当たりましても、

整合性を図る必要性から、現状の事業継続とし

た計画となっておりまして、第４次総合計画の

実施計画に掲げております子育てに関する事業

でありますと、乳幼児医療費の助成事業、それ

からひとり親医療費助成事業、重度心身障害者

医療費助成事業、児童手当、児童扶養手当、特

別児童扶養手当、それから母子家庭高等技能訓

練促進事業、母子福祉資金貸付事業の８事業に

要する経費でございます。

　今申し上げました事業の中での市独自の単独

事業は、乳幼児医療事業のみでございます。

　それ以外に、母子保健事業の妊婦健診の公費

負担や特別保育対策事業も経済的支援事業に当

たる事業であるというふうに考えております。

　以上でございます。

〇学校教育課長（押川和成）子育て支援事業

に入っておりますスクールガード事業について

お答えいたします。

　スクールガードは、昨今の小・中学校への不

審者侵入事案や登下校時の声かけ事案等の多発

を受けて、平成18年度に文部科学省委託の地域

ぐるみ学校安全体制整備推進事業を実施した際

に、各小学校で地域住民の方からボランティア

を募り、登下校時の通学路の見回りや子供の見

守りをお願いしているところでございまして、

市内８小学校で27人の方々がおられます。

　今後も、子供が安心して登下校できるように、

スクールガードの研修の機会や横の連携を図る

機会を設けるなどして充実を図ってまいりたい

と考えているところでございます。

　以上です。

〇社会教育課長（橋口正徳）子育て支援事業

についての社会教育課関係でございます、ＰＴ

Ａ、子ども会等の活動支援事業、青少年健全育

成事業についてお答えいたします。

　ＰＴＡ、子ども会等の活動支援、青少年健全

育成につきましての現在取り組んでおります内

容は、子ども会の育成、家庭教育学級の充実、

ボランティア少年団の活動、高校生クラブの育

成、文化財少年団の活動支援、錦江湾子ども調

査隊、これは漁業体験事業でございます。

　それと、各地区公民館で実施しております事

業への支援、例えば牛根３地区の公民館で実施

しております牛根っ子文化財探険隊、柊原地区

で行っております漁業体験事業といった事業に

取り組んでおりますが、今後の取り組みについ

ては、これらの事業の一層の充実、強化に取り

組んでまいりたいと考えているところでござい

ます。

〇教委総務課長（北迫睦男）学校施設関係に

ついてお答えします。

　学校の施設整備につきましては、例年11月初

旬、新年度予算要求時に各学校より出されまし

た要望事項の取りまとめを行い、土木課建築係

の協力をもらいながら学校現場での調査を行い、

安全面や機能面等を考慮しまして優先順位をつ

けて、財政課ヒアリングに臨んでいるところで

ございます。
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　要望の内容としましては、各学校とも建築さ

れましてから相当の年数がたっておりまして老

朽化しておりますが、修繕等の要望が多い現状

でございます。

　今年度の要望は、天井や床の張りかえ補修、

非常階段の手すり取りかえ修繕、遊具施設の補

修、水飲み場の増設などと多岐にわたっており

ます。しかし、本市の財政状況から、これまで

も要望に対応できず先送りにしているものが多

数ございます。さらに、本年度から校舎や体育

館の耐震化に取りかかっておりまして、児童生

徒等の安全対策を最優先としている状況でござ

います。

　また、中学校は平成22年４月１日の統合を控

えておりまして、統合後は現垂水中学校の校舎

を使用するために、平成21年度予算におきまし

てある程度の整備が必要でございます。数年後

に建築計画がございますので過大な投資はでき

ないと考えておるところでございますが、生徒

の安全面、機能面等を勘案しながら整備したい

と考えております。

　また、その他のプール改修工事や管理職の教

職員住宅の整備などの要望につきましては、第

４次総合計画の実施計画に掲げて年次的な整備

を進めてまいります。

〇社会教育課長（橋口正徳）施設整備の公民

館関係の整備についてお答えいたします。

　御承知のとおり、市内には９地区公民館があ

りますが、松ヶ崎地区公民館を除き、いずれも

昭和40年から50年代に建設された施設で、特に

柊原、水之上、協和の３地区公民館は昭和40年

代の後半に建設された施設で、降灰などで壁面

が黒くなったり、雨漏り、モルタルの落下のお

それなどがあり、老朽化の激しい施設でありま

す。

　ほかの施設についても同じような状況で、現

在、各地区公民館より、壁面塗装、空調施設改

修、屋根の防水修繕、調理室の改修、じゅうた

ん張りかえ、畳表がえ、非常用発電機の購入な

ど、多くの要望が上がってきております。

　本年度は、新城地区公民館の雨漏り防止工事、

柊原公民館の階段修復、協和公民館の手すり工

事、牛根公民館の空調工事などを実施いたしま

した。要望が上がってきている件については優

先順位をつけて、できるだけ早く実施できるよ

う予算の要求を行ってまいりたいと考えており

ます。

〇農林課長（山口親志）川畑議員の農道整備

についての質問にお答えいたします。

　議員指摘の事業は、中山間ＫＡＭ大隅西部地

区総合整備事業で海潟農道として整備を行って

いるところでありますが、ガードレール設置に

ついては、畑との高低差の関係及び取りつけ道

路部分の広さ等を考慮してガードレールを設置

するようであります。安全面に不安があるよう

ですと、ガードレール設置については県と協議

を行ってまいりたいと思います。

　以上です。

〇土木課長（川畑信一）続きまして、川畑議

員の御指摘の市道福岡浦谷線は、協和小学校の

裏から林道牛根麓への入り口前を経由して浦谷

集落までの７キロ弱の市道でございますが、平

成17年の災害により被災し、一応の復旧をいた

しましたが、その後の豪雨等により、土砂崩壊、

路面洗掘により通行に支障を来す状態になって

おります。

　現在、垂水市には362路線、約215キロメート

ルの市道がありますが、これらの道路の維持管

理は、職員及び道路維持班により点検を行い、

異常があった場合には補修の対応をするように

いたしております。

　御指摘の市道は、交通量も少ないと思われる

ことから目が届きにくく、私どもの補修がおく

れております。早急に路面の補修を行い、今後

は管理をしっかりと行い、除草作業等も実施し、

通行に支障のないように努めてまりいたいと考
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えます。

〇川畑三郎議員　きょうは大変緊張しておった

んですけれども、副議長が議長席に着いたとい

うことで何かこうゆっくりできるようになりま

した。たまには間違ったほうがいいですから、

気分的にゆっくりして何かしゃべれるような気

がしますけど、続いてさせていただきたいと思

います。

　子育て支援事業について、さきの本会議で堀

添委員長が報告したわけですけれども、その件

について堀添委員もまたきょうは質問されてお

りました。内容は大体似たり寄ったりなんです

けれども、今、課長との協議がちょっとずれて

おったのかなと、もうちょっとしっかりすれば

よかったんでしょうけれども。

　私は、第４次の１期計画の件について、これ

を見て、この件についてもちょっと、保健福祉

課もですけれども、学校教育課、社会教育課の

ほうにも答弁を求めたわけですけれども、研修

に行って、今さっき市長が持留議員に、何もか

んもというような話でしたけれども、そういう

ことではなくて、いいのは参考にして取り入れ

ていただきたいなと思ったわけです。

　特に乳幼児医療の面ですけれども、６歳未満

までが医療費の補助があるということで、志賀

町のほうは15歳未満まで、乳幼児・児童医療費

助成事業というのがあるわけですけれども、こ

こは財政的にも志賀原発の原子力の発電所があ

りまして、財政的には大変いい地域だなと思っ

ているわけですけれども。

　午前中の質問の中で、市長も前向きに取り組

んでいきたいというようなことであったようで

すが、ぜひ時代の先取りをして、子育て支援と

しては大事な私は１つの事業じゃないかと思い

ます。財政的にも苦しいこの垂水市ですけれど

も、いろいろ知恵を絞っていけば、財政も絞れ

るところは絞れるし、こういった面はやっぱり

目玉として私は早目に取り組んで、この事業を

していただきたいなと、私はこれが主力なんで

すけれども、市長のお考えをもう１回お願いい

たしたいと思います。

　志賀町のほうはたくさん助成事業がありまし

た。結婚祝い金とか定住促進事業などいろいろ、

保健福祉課長も資料は見られたと思うんですけ

れども、このようにはなかなかでしょうねとい

う話もしたわけですけれども、なるべくいいと

ころは取り入れて私はやっていただきたいと、

そう思っているところです。

　いろいろ話もしたいわけですけど、そういう

ことで、この４次計画の前期３年間ですけれど

も、ここに支援事業として列記してあるわけで

すけれども、これに沿ってなるべくいい方向に

頑張っていただきたいと。学校教育課、社会教

育課ですね、教育委員会総務課、これに関する

学校関係のほうも、大変子供を支援するために

は大事な事業かと思いますので、どうかこれに

沿って計画どおり達成できるようにこの分につ

いてはお願いしていきたいと思います。

　次に、施設整備についてですけど、これも学

校関係と公民館の分を質問したわけですけれど

も、それぞれいろんな要望事項が上がってきて

いるようです。私たちがＰＴＡをする時代も、

いつも教育委員会のほうに学校の施設整備につ

いてお願いしてきたわけですけれども、100％で

きるというのはなかなか難しかったわけですけ

れども、今後もそういうことで順番をつけて、

なるべくそれに沿って施設整備ができるように

いろいろ頑張っていってもらいたいなと思って

いるところです。そういうことで、それは要望

にしておきますけれども。

　１つ、先日私たちは、10月24日でしたけれど

も、垂水市の食生活改善推進員の方々のほうか

ら一緒に料理をつくろうということで行ったわ

けですけれども、議員の方が私を含めて５名だ

ったかなと思っております。大変有意義な料理

教室だったのかなと私は思っております。
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　その中で最後に、副議長も出席されておりま

したけれども、「調理室の施設がちょっと悪い

ので、どうにかしてもらえないでしょうか」と

いう大きな要望がございました。それの行った

議員の方々がその課にはお願いされたと思いま

すけれども、今度の質問の中で入っていません

でしたので、私が代表してお願いするところで

す。

　網戸もないし、ベニヤ板もちょっと崩れてい

るというようなことでしたので、市長、またそ

こら辺も課長やら相談して、もう私はお金は要

らないと思うんですけれども、そういう方面も

もうちょっと話を聞いて、していただければな

と。小さい１つのことですけれども、この場で

言わせていただきたいと思います。どうですか、

それをちょっと課長でも答弁ください。

　それから農道、市道の件ですけれども、市道

については、海潟林道についてはもうよく御承

知だと思います。先日同僚議員とも行ったわけ

ですけれども、通れない状況じゃないですけれ

ども、毎年整備されていられるようですので、

また引き続きよろしくお願いいたしたいと思い

ます。

　農道の整備ですけれども、鉄道跡地が今、始

まりまして、大変ありがたいことですけれども、

陸橋があったあたりがやっぱりちょっと危ない

のかなと思ったりもしております。課長の答弁

ではいろいろ対応していきたいということであ

りますので、２カ年事業ですのでよろしくお願

いいたしたいと思いますが、それに引き続き、

残った鉄道跡地なんですけれども、ここもどう

しても整備していかんと、一部だけ残すわけに

いかないと私は思います。それにはお金も相当

要るでしょうけれども、そこはもとの海潟の土

地改良区内に残った部分がありますので、そこ

も今、中山間の直接支払事業の中にも入ってお

りますので、そこら辺を利用してすればと思う

んですけれども、相当お金もかかるような気も

しますので、地元の皆さんはどうしてもそこも

せないかんがという要望でありますので、そこ

ら辺を踏まえて、今後、現地を見たりして検討

していただきたいなと思うんですけれども、そ

こら辺はどうでしょうか、ちょっと御答弁をい

ただきたいんですが。

　これで、２回目を終わります。

〇社会教育課長（橋口正徳）市民館の調理室

の改修についてでございますが、網戸の新設あ

るいは水回り部分の戸棚の改修などについては、

生活改善グループや市民の利用者の方々から改

善の要望が寄せられております。

　今年度は、急遽冷蔵庫が故障しまして買いか

える必要が出てきたために実施できませんでし

たが、これについては市長のほうからも指示を

受けております。また５人も議員の皆さんが参

加されたというようなことでございますので、

優先順位第１位で実施してまいりたいと思って

おります。

〇農林課長（山口親志）農道の残った部分の

後の整備の関係で質問でしたので、お答えいた

します。

　議員指摘の中山間直接支払等の事業の中でも、

今度この事業の中で皆さんが交付金の中を支出

していただきまして、自分たちで整備を行って

いただいたりしているところで、非常に感謝申

し上げているところであります。

　また、残った部分は陸橋、橋を、鶴田川を渡

り、陸橋等が残っておりまして、相当条件的に

は厳しいところでありまして、この中山間総合

整備事業の中ではもう実施できない箇所になっ

ておりますので、先ほども御提案いただきまし

た中山間直接支払等事業やら、それからまた農

地・水・環境保全対策向上事業等、そういった

事業等もいろいろ検討しながら、またあわせま

して、整備をする段階で原材料費等のことも考

えながら、またいい知恵を出しながら、利用者

の方々と一緒に整備をしていきたいと思います。
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今のその部分は十分検討をしてまいりたいと思

いますので。

　以上で終わります。

〇市長（水迫順一）子育てについて再度お聞

きになりましたので、お答えをしたいと思いま

すが。

　堀添議員、それから持留議員にも申しました

ように、来年度、新年度予算の１つの目玉とし

て、子育て環境に十分配慮しようという予算を

組む予定にしております。その中で細かいいろ

んなものを申し上げました。

　いずれにしましても、これは子育て環境を整

えるということは、垂水市に非常に子育てをで

きる人たちが住みやすいと定住促進にもつなが

ってまいりますし、垂水は本当に環境が逆にい

いと思っているのは、垂水に住んで鹿屋でも就

職ができるよと、鹿児島、霧島もできるよと。

ですから、環境さえ整えば若い方々が垂水に住

んで通勤ができるということも考えられると思

うんですね。

　それには、やはり18市の中で子育てについて

は本当に中間ぐらいの政策しかとれなかったと

いう話をけさもしました。これを何とか来年の

予算でしっかりしたものにしようと。その中の

幾つか言った中の１つが医療の無料化問題でご

ざいますので、これはまだ中学校までというの

は全国でも少ないわけでございますから、財政

とも今、十分協議しております。

　３人が質問されたし、あしたも何か池之上議

員の質問があるようでございます。これだけ同

じことの質問があるということは、市民の方の

大きな要望が背景にあるんだというような考え

だろうというふうに思っておりますので、しっ

かりと前向きに検討することを申し添えておき

ます。

〇川畑三郎議員　子育て支援事業について前向

きに御答弁いただきました。

　あすの予定の、池之上議員がする予定でした

けど、私とちょっとこう何か重なったみたいで、

私はそこら辺はそういうことでしたわけじゃな

いから、それは本当であればもうそれは言わん

でもよかったんだけど、緊張しておってからも

う言わせましたけど、そういうことではないか

ら。あとは、あしたこの分については池之上議

員がしっかりとすると思いますから、実現する

ようにさせてくださいよ。よろしく。（「割愛

します」と呼ぶ者あり）いや、割愛じゃなくて、

割愛しちゃいかん。もうそれで詰めて、しっか

りと池之上議員のことを聞いて前向きにすると、

よろしくお願いします。そこだけは言っておき

ますからね、お願いします。

　あとについてはいろいろ本当にありがとうご

ざいます。前向きに頑張っていただきたいと思

いますが、すぐやろうという課長の答弁、大変

うれしいわけですけれども、何せ財政課長がい

ますので、やっぱりそこら辺を話をしてからね、

もう話は済んでいると思いますけど、そこら辺

もやっぱり財政課長と詰めてからよろしく。ま

あできると思いますけど、よろしくそこはお願

いして、これで終わります。

〇副議長（宮迫泰倫）ここで、暫時休憩しま

す。

　次は、３時ちょうどから再開します。

　　　　　午後２時45分休憩

　　　　　午後３時　　開議

〇副議長（宮迫泰倫）休憩前に引き続き会議

を開きます。

　９番森正勝議員の質問を許可します。

　　　［森　正勝議員登壇］

〇森　正勝議員　皆さん、お疲れさんです。

　少し前語りが長くなるかもしれません。御了

解いただきたいと思います。

　この国の金持ち総理は、日本が世界一の借金

国であることなどまるでわかっていないようだ。

「給付金なんて要らないというプライドのある
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人もいっぱいいる」、そう語ってみずから打ち

出した２兆円の定額給付金を貧乏人への施しだ

と考えていることを露呈したかと思うと、次は

金融サミットではＩＭＦへの10兆円融資を表明

して、世界を相手に施しを始めました。

　11月18日の衆議院本会議である政党の議員が、

10兆円あれば国民のために何ができるかを列挙

し、なぜ日本だけがＩＭＦに出資しなければな

らないのかと追及しました。１、２兆円あれば

全国の公立小・中学校の耐震補強工事ができる、

２、１兆9,000億円で医師不足に苦しむ全国公立

病院の累積赤字の解消、３、１兆1,000億円で低

所得者に基礎年金を全額公費支給、４、1,500億

円で未就学児の医療費保険の自己負担の無料化、

５、１兆4,000億円で農家への所得別補償の実施、

これだけ国民のために使ってもまだ７兆円にも

満たないわけです。アメリカは国内の危機対策

に100兆円程度使うから他の国まで手が回らない。

その分、日本が肩がわりさせられている。恐ら

くＩＭＦへの10兆円融資は戻ってこないでしょ

う。しかし、日本の状況を考えると、国内対策

に10兆円で海外に２兆円ならまだしも、使う金

が逆ですよと語っている。

　また、元行革相兼金融相である渡辺喜美氏は、

「100年に一度の金融危機と言う割には空振り規

制のような小手先の対策しかとっていない株式

市場では、日本企業の体力は実態以上に低く評

価されており、このまま手をこまねいていれば

デフレが進み、企業倒産はもっとふえます。1960

年代、証券不況のとき大蔵大臣だった田中角栄

は、日銀資金と民間資金でダブついていた株を

買い上げるという思い切った政策をとった。今

は日本だけでなく世界的な危機なのだから、政

府が公的資金を投入して東証の時価総額の３割

ぐらいを買い上げて株価を支えるぐらいの決断

が必要だ。そうすれば、世界にも金融危機を食

いとめるという日本政府の強い意志を出すこと

ができる」と語っております。

　ちなみに、田中角栄氏は約4,200億円で株を買

い上げ、２つの株買い上げ会社はそれぞれ280億

円と297億円の利益を上げて、７年後と４年後に

解散しているそうです。公的資金で株価を支え

る政策は「株価ＰＫＯ」と言われております。

現在の東証の時価総額は272兆円、その３割を公

的資金で買うには80兆円必要となるそうですが、

仮に株価が１万5,000円ぐらいまで戻ってから売

却すれば、100兆円規模の利益が国庫に入ること

になるそうです。消費税の引き上げは必要なく

なることになります。

　麻生首相は２年後の景気回復に自信があるの

なら、国民に２兆円、海外に10兆円をばらまき、

その尻ぬぐいで国民に増税を押しつけるのでは

なく、金融市場の混乱で不当に低い株価を押し

つけられている日本企業の潜在力を正しく評価

して、先物買いする株価ＰＫＯをしてみてはど

うでしょうか。政府が直接財政資金で買う場合

には特別立法が必要になるそうですけれども、

「２兆円のばらまきやＩＭＦへの10兆円よりも

はるかに効果が高い」と、真壁昭夫信州大学教

授は言われているそうです。いずれにしまして

も、二次補正予算を早急に通して解散し、国民

の信を問うことが筋ではないでしょうか。

　少し長くなりましたけれども、本論に入りま

す。

　まず、原材料価格高騰対応緊急保証制度につ

いてでございますけれども、申し込みが10月31

日より始まっておりますが、この内容について

説明していただきたいと思います。

　次に、簡易水道でございますけれども、先日

地域振興局による簡易水道の立入検査が行われ

ました。その検査結果について、内容を教えて

いただきたいと思います。

　これで、最初の質問を終わります。

〇商工観光課長（倉岡孝昌）原材料価格高騰

対策等緊急保証制度についての御質問にお答え

いたします。
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　まず、制度の概要を御説明しますと、原材料

価格や仕入れ価格の高騰により、売り上げの減

少や収益が圧迫される中小企業者の資金繰りを

支援するためのもので、資金借り入れの際の保

証制度であります。

　対象者は、影響を強く受けている618業種に属

する事業を行い、市町村の認定を受けた中小企

業者になります。

　保証内容は、無担保保証で8,000万円、担保の

ある場合は２億円まで、信用保証協会の100％保

証を受けることができることになっております。

　なお、該当要件として、１つ目に、最近３カ

月間の平均売上高等が前年同期比マイナス３％

以上の中小企業者、２つ目に、製品等原価のう

ち20％以上を占める原油等の仕入れ価格が上昇

しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁で

きていない中小企業者、３つ目に、最近３カ月

間の売上総利益率または平均営業利益率が前年

同期比マイナス３％以上の中小企業者の３点が

あり、そのいずれかに該当することとなってお

ります。

　このことは、借り入れ申請に必要な書類とし

て申請書を提出してもらい、市が審査し、認定

書を発行することになっております。

　次に、現在の認定申請の状況でございますが、

12月８日現在で相談受付件数14件、申請書受理

件数13件、認定書発行件数13件でございます。

〇生活環境課長（太崎　勤）２番目の簡易水

道についてお答えいたします。

　先月３日間、本市の非公営簡易水道を県大隅

地域振興局衛生環境課、いわゆる鹿屋保健所が

立入検査を実施いたしました。本市の生活環境

課職員も同行し、助言、指導等を行ったところ

です。

　調査対象は、牛根麓簡易水道から浮津簡易水

道までの牛根地区６カ所と、上市木、下市木及

び大野原簡易水道、以上９カ所をそれぞれの簡

易水道管理者または振興会長立ち会いのもとで

行いました。

　立ち入り内容は、施設の水源、配水池、消毒

施設等の調査で、主に、水質検査や水道技術管

理者に関すること及び衛生上の措置等について

の調査でありました。

　検査結果につきましては、今のところ県から

の正式な報告書を受けておりませんが、現地で

の口頭指導では、特に滅菌装置の未設置や故障

等のふぐあいによる適正な水質管理がなされて

いないことが主体でありました。また、水質検

査の回数をふやすようにとの指示もございまし

た。

　以上です。

〇森　正勝議員　再質問をいたします。

　緊急保証制度でございますけれども、618業種、

それから該当要件として、原油の高騰の影響、

売り上げの減少、売上純利益の減少、営業利益

の減少、それから期間が10月31日より22年３月

１日まで、保証の内容は、無担保で8,000万円、

それから担保のある方は２億円まで100％の保証

を受けることができますというふうにあるんで

すけれども、現在、借り入れがある場合、認定

は得られても金融機関の判断でどうなるかわか

らないというようなことだろうと思うんですけ

れども、ほかに借り入れがあっても貸し渋りは

ないのか、その辺のところを教えていただきた

いというふうに思います。

　それから簡易水道の件ですけれども、滅菌装

置のない集落と、あっても使われていないとい

うか、整備されていないというような集落があ

ったとのことですけれども、どうしてもその滅

菌装置が必要ということになればやらなければ

いけないわけですけれども、当然、各集落で負

担するのであれば、非常に負担が大き過ぎるの

じゃないかと思うんですが、今の条例では３分

の１しか負担が得られないということになると、

非常に各集落の負担が大きいと思うので、せめ

て３分の２ぐらいまで補助率を上げられないか。
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　それから、ことしの６月の議会で川議員の

質問に課長は、維持管理されている方々の高齢

化も懸念されてきているようだと、「市による

管理の手助けがますます重要となってきます。

これから水質検査も含めた維持管理につきまし

て何らかの形で少しずつでもお手伝いできない

か、早急に検討し、実施するように市長から指

示されている」というふうに答えておられます。

　そこで、各集落が行っている管理を、非常に

私どもも苦労しているわけですけれども、管工

事組合等に委託はできないかどうか、お聞きし

ます。

　これで、再質問を終わります。

〇商工観光課長（倉岡孝昌）原材料価格高騰

対策等緊急保証制度についての２回目の御質問

にお答えいたします。

　基本的には、この制度は限度額の範囲内なら

利用できることになります。御質問にありまし

た貸し渋りのことにつきまして、担当の職員と

某銀行に参りまして、率直にその辺の心配ない

のかというふうな質問をいたしましたところ、

相談があったら保証協会にそのままおつなぎす

るというようなことで、銀行のほうでそれに待

ったをかけるようなことはないというようなこ

とを答えており、また、今回の保証につきまし

ては、従来のセーフティネットが80％ほどでご

ざいまして、銀行側にもリスクがあるわけです

けれども、今回の保証に関しましては100％保証

ということで、特に銀行のほうでとめるような

ことはないというようなことはおっしゃってお

りました。

　そこで、今回の保証が借入額に対して100％の

保証を受けるということでございますので、利

用者の方には利用しやすいものと思っておりま

す。従来のセーフティネット保証の拡大版のよ

うな制度でありますが、これまでのセーフティ

ネット保証による認定申請が年に数件でありま

したことを考えますと、今回の申請件数が非常

に多く、なるべく短期間で審査し、認定書を早

く発行できるように商工観光課では努めている

ところでございます。

〇生活環境課長（太崎　勤）簡易水道につい

てのまず１点目の非公営簡易水道と、ほかの小

規模な集落水道を含めての水道施設改良事業等

に対する市の補助率の引き上げについてでござ

いますが、市民の方々に衛生的に安全な水の安

定供給を推進することは行政サービスの一環で

あり、集落水道の飲料水の適正な管理に対する

指導、助言をしております観点からしますと、

新たな滅菌装置の設置等の施設整備の推進を図

ることは重要であります。しかしながら、現在、

財政改革の推進を図る中、他の補助金制度との

関連など厳しい財政状況を勘案して、補助率の

改正につきましては今後、関係課とも協議して

まいりたいと考えます。

　次に、２点目の各集落水道施設の管理委託に

ついての御質問でございますが、さきの６月議

会の川議員の御質問で答弁いたしましたが、

市長の指示に基づきまして行政の積極的関与を

推進するため、年数回の水質検査の実施、また

施設の維持管理につきましても、市管工事組合

とも協議し、新年度での予算要求をしていると

ころでございます。

　以上でございます。

〇森　正勝議員　再々質問をいたします。

　貸し渋りはないということでありますので、

ぜひ商工業者の方にはこの制度を利用していた

だくように私のほうからも、商工会のほうから

も、推進するように商工会のほうにも連絡して

おきたいというふうに思っております。

　そこで、今の緊急保証制度の業種の中に入ら

なかった、例えば一本釣りとか養殖業者の方は

どうなのかということで、この制度の中に「対

象業種以外の方も業種を問わず一般保証やセー

フティネット貸し付けを利用することができる」

とあります。一本釣りとか養殖業者の方々のこ
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ういったセーフティネットは何か考えられない

のか、教えていただきたいというふうに思いま

す。

　それから、今ここに「全国商工新聞」という

のがあるんですけれども、これの12月１日付の

新聞に、この緊急保証制度は年末に向けて大い

に活用してくださいというようなことが書いて

ございます。ぜひこの周知を、市民の皆さんに

周知していただきたいと思うんですけれども、

この周知という徹底させるということでどのよ

うな方法があるのか、ちょっと教えていただき

たいというふうに思います。

　それから簡易水道につきましては、維持管理

を委託された場合、その業務内容をどのくらい

まで委託できるのか、その業務内容を少し、ど

の程度なのか教えていただきたいと思います。

　それから財政課長、ぜひそこら辺の予算につ

いては御高配を、配慮を、御高配じゃなくて配

慮をよろしくお願いしたいんですが、一言、財

政課長のほうからもお答えをいただきたいと思

います。

　これで、３回目の質問を終わりたいと思いま

す。

〇商工観光課長（倉岡孝昌）原材料価格高騰

対策等緊急保証制度についての３回目の質問に

お答えいたします。

　水産業に関しましては、水産物の加工・製造

業など適用業種になっておりますが、御質問の

一本釣り漁業や養殖漁業は適用になっておりま

せん。

　他の支援制度として、水産業につきましては

国の燃料高騰水産業緊急対策事業という制度が

ございまして、一本釣りの漁船漁業には適用で

きるようで、先般漁業者への説明会もあったそ

うですが、採択要件が厳しく、実現には至って

いないようです。

　なお、これは水産課長も先ほど答弁しており

ますけれども、養殖業にあってはこのような制

度も適用されなく、特に支援制度など現時点で

はないように聞いております。

　また、この制度の周知につきましては、垂水

市のホームページに制度の概要や認定手続の方

法等を紹介しておりますので、御利用いただき

たいと思っております。

〇生活環境課長（太崎　勤）市が行う各集落

水道の維持管理業務としましては、人力の範囲

ではございますが、毎月、取水口及び貯水槽周

辺の簡易な清掃と異常の有無確認、それらの点

検報告と現場写真の提出をお願いしようかと思

っております。

〇財政課長（岩元　明）私も10年ぐらい前に

生活環境課におりまして、ある程度集落水道の

ことについては理解しているつもりでございま

す。その当時と比べますと確かに高齢化率も上

がっておりましょうし、当時もそうでしたけれ

ども、大変集落水道の管理には集落民の方々が

難儀なさっていたという実態はよく存じ上げて

おります。

　当時から、補助率の件についても先ほど御質

問がありましたけれども、補助率の引き上げと

いうことについては検討課題でありまして、そ

の当時と比べて一段とそういった厳しさが増し

てきたのかなというふうには考えているところ

でございます。

　それから、そういった業務を委託するという

ようなことは今回初めて承りましたので、担当

課がどのように対処するかは定かでございませ

んけれども、できるだけそういった実態を踏ま

えた予算措置というのは考えていかなければな

らないというふうに思っているところでござい

ます。（森　正勝議員「ありがとうございまし

た。終わります」と呼ぶ）

〇副議長（宮迫泰倫）次に、８番池山節夫議

員の質問を許可します。

　　　［池山節夫議員登壇］

〇池山節夫議員　お疲れさまです。私の原稿で
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は「おはようございます」になっておったんで

すが、予定外に早く回ってまいりまして。

　麻生政権は、発足２カ月で支持率は21％に落

ち込みまして、早くも政権末期の様相を呈して

おります。麻生政権発足以降の新聞記事から順

番に幾つかを拾い上げて、ちょっと読んでみま

す。

　文部科学省の調べでは、家計の困窮から授業

料が減免された公立高校の生徒は2006年度に全

国で22万4,385人、生徒総数の9.4％、10年前の

２倍になりました。

　次に、全国の公立小・中・高校で校長や教頭、

主幹教諭などの管理職が一般教員に自主的に降

格する希望降任制度を2007年度に利用した方が

106人、教頭から一般教員へが70人、校長から教

頭へが１人、教員へ行かれた方が４人と。

　2007年に出産費の未収金があった医療機関が

全国で977施設あり、総額は12億4,500万円。

　2008年版犯罪白書によると、交通関係を除く

一般刑法犯で07年に検挙された65歳以上の高齢

者は前年比４％増の４万8,605人で、この10年間

で高齢者の犯罪は４倍になった。

　2007年度にうつ病やストレス反応などの精神

疾患を理由に７日以上の療養休暇をとったのは、

県職員が55人、教職員は85人、県警はこれは30

日以上の療養休暇で25人、これは全休職者の約

40％に上るそうであります。

　全国の小・中・高校生を対象とする2007年度

問題行動調査の結果によると、小・中・高校生

の暴力は前年度の４万4,621件から５万2,756件

に急増していると。

　保護者が国民健康保険の保険料を滞納して無

保険状態になった中学生以下の子供が全国で３

万人以上いると。

　全国の公立小・中学校でやめたいと思ったこ

とのある教員は60％に上る。

　そして、今、大学生は内定を取り消されたり

して就職戦線大変ですが、トヨタ自動車3,000人、

日産自動車1,500人、東芝380人、キャノンが1,

177人、すかいらーく500人など、大手の企業に

広がる人員削減の波はとまらない。2002年の失

業率5.5％を上回る失業率６％の時代に突入しそ

うな予想であります。

　いろいろと同僚議員の質問の中でもあったん

ですが、政治がしっかりしないと、こういうの

は国政レベルでしっかりしてもらわないとなか

なか、我々市町村の執行部とか議会ではなかな

かそう解決できる問題ではありません。景気対

策を早くとってもらいたいと、これは前段で。

　それでは、議長に発言の許可をいただきまし

たので、ことし最後の議会の一般質問をさせて

いただきます。市長並びに関係課長の御答弁を

よろしくお願い申し上げます。

　垂水市第４次総合計画の第１期実施計画につ

いて。

　実施計画は、基本計画で定めた政策目標に対

して各課が目標達成のために取り組む事業とし

て定め、実施計画期間内に見込まれる重点事業

であるということですが、第４次総合計画の実

質的初年度となる平成21年度から事業費が予定

されている事業、指定文化財、埋蔵文化財事業、

指定避難所環境整備事業、農村災害対策整備事

業、消防本部施設設備整備事業、都市計画マス

タープランの策定、種子島周辺漁業整備事業、

道の駅整備事業の概要について教えてください。

　次に、第４次総合計画の実施計画から「水清

く優しさわき出る温泉の町」の実現に向けて、

平成21年度予算編成に当たっての水迫市長の基

本的な考え方をお聞かせください。

　地方自治体財政健全化法について。

　指定管理者制度については、コスモス苑や道

の駅の指定管理者選定の方法について、今後の

検討課題について伺います。

　滞納整理室については、税務課に移ってから

の実績と今後の取り組みについてお聞かせくだ

さい。
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　実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債

費比率、将来負担比率の４指標の公表を自治体

に義務づけた地方自治体財政健全化法では、平

成20年度決算から財務諸表の作成が義務づけら

れると伺いましたが、このことについてもお教

えください。

　以上で、１回目の質問を終わります。

〇社会教育課長（橋口正徳）第１期実施計画

の指定文化財、埋蔵文化財事業の事業内容につ

いてお答えいたします。

　これは、ことし垂水市に寄贈され、市の指定

文化財に指定されました島津墓地の墓石や六地

蔵塔が風化したり、倒壊のおそれがあるため、

これを修復するための事業でございます。

〇総務課長（今井文弘）２番目の総務課所管

の指定避難所環境整備事業でありますが、本市

は現在、災害時の指定避難所を15カ所指定し、

「早目の避難で犠牲者ゼロ」を呼びかけてきて

いることから、最近は早目に避難される方が多

くなり、避難所での生活がこれまで以上長くな

る傾向があります。そのようなことから、高齢

者等の災害時要援護者が多い地域の各避難所に

おきましては、トイレの洋式化への要望が強く、

緊急に避難所の環境整備が必要となっていると

ころであります。

　そこで、平成21年度から22年度にかけまして

県の地域振興推進事業を活用しての指定避難所

のトイレの整備について計画をしたところであ

ります。

　整備内容について申し上げますと、指定避難

所15カ所中、洋式トイレのない７カ所を和式か

ら洋式に整備し、平成22年度は境小体育館のほ

うでございますけれども、これは、これまでの

場所にかえて多目的トイレを設置することとし

ております。

　以上でございます。

〇農林課長（山口親志）農村災害対策整備事

業について御説明申し上げます。

　垂水市は、台風等による甚大な災害を受けて

おり、復旧工事に取り組んできたわけですが、

この事業は、昨年農水省が新設した災害を未然

に防止するという事業でございますので、県内

で一番に手を挙げまして、これまで県の理解と

協力により事務手続を進めております。

　本年にその実施要綱が制定されましたが、要

綱に基づき採択要件を整理し、九州農政局との

協議を終え、21年度の補助事業により農村災害

対策整備計画を策定することが決定しておりま

す。

　今後のスケジュールを申しますと、21年度に

農村災害対策整備計画を策定し、事業の採択申

請を行うことになります。本年度に事業の実施

箇所を選定いたしましたが、山腹崩壊や水路の

決壊が多発する上野台地を含む柊原地区と新城

の一部を計画区域とし、現地調査により計画概

要を策定しております。さらに、21年度に詳細

に調査しまして、事業内容や優先順位を決め、

事業計画を策定することになります。

　したがいまして、21年度の調査計画事業策定

により全体事業費が確定することになりますが、

１億円以上が最低要件であり、５年計画で実施

可能な事業あるいは投資効果により事業内容を

確定することになります。

　県営事業で実施することになりますが、国の

補助が50％、県の負担については今後、県議会

での議決を要するということでございますので、

市の負担については確定しておりませんが、20

％になることを期待しているところであります。

　22年度には実施設計を行い、23年度から本格

的に災害対策整備工事に着工することになりま

す。農地及び農村の災害を未然に防止すること

により、農業経営の安定と安心して暮らせるま

ちづくりを進める事業として実施してまいりた

いと思います。

　以上が、第１期実施計画の農村災害対策整備

事業での取り組みでございます。
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〇消防長（町田昭典）４番目の消防本部所管

についてお答えをいたします。

　21年度は６事業を計画しております。

　消防本部車両整備事業といたしまして、老朽

化車両の更新を目的とし、牛根分遣所の水槽付

消防ポンプ自動車、水積載2,500リットル１台の

購入を計画しております。

　次に、消防団車両整備事業といたしまして、

老朽化車両の更新を目的とし、第４分団、これ

は水之上でございます、及び第９分団、牛根境

の消防ポンプ自動車ＣＤ－Ⅰ型２台の購入を計

画しております。

　次に、消防団庁舎等の整備事業といたしまし

て、第６分団、新城でございますが、大浜小型

動力ポンプの廃止に伴う機材倉庫の解体撤去工

事及び同じく新城分団の旧サイレン台、ホース

干し台の基礎部分の撤去工事を計画しておりま

す。

　次に、消防本部施設設備整備事業といたしま

して、消防気象業務の遂行に必要な牛根分遣所

の気象観測装置一式、これは気圧、温度、湿度、

風向、風速、雨量の設置及び老朽化いたしまし

た消防本部の救助資機材の更新を目的とし、油

圧式救助資機材の購入を計画しております。

　次に、消防団施設設備整備事業といたしまし

て、老朽化の第５分団垂桜小型動力ポンプ１台

の更新を計画しております。

　最後に、老朽化の更新を目的とし、消防本部、

消防団の消防用ホースを年次的に購入するもの

で、市単独事業によるもの20本、石油貯蔵施設

立地対策等交付金交付事業によるもの10本、計

30本の購入を計画しております。

　以上でございます。

〇土木課長（川畑信一）議員質問の中で土木

課関係の都市計画マスタープランの策定につい

てお答えいたします。

　都市計画マスタープランは、都市計画法にお

いて「市町村は、議会の議決を経て定められた

当該市町村の建設に関する基本構想並びに都市

計画区域の整備及び保全の方針に即し、当該市

町村の都市計画に関する基本的な方針を定める

ものとする」とありますが、これまで垂水市は

マスタープランの策定を行っておりません。

　土木課では、第４次総合計画の策定に伴い、

計画の中の快適な都市基盤の整備を進めるに当

たり、垂水市の都市計画を見直し、新しい都市

計画の基本方針を定める都市計画マスタープラ

ンを策定し、総合計画を補完していきたいと考

えております。

　また、マスタープランを策定していく中で、

これまでの都市計画で位置決定はしているが、

事業の実施のされていない計画道路の見直し及

び使用を停止しているごみ焼却場の位置決定の

見直し等も検討していきたいと思います。あわ

せて、潮彩町の用途地域の指定も計画しており

ます。

〇水産課長（塚田光春）次に、水産課所管の

種子島周辺漁業整備事業についてお答えいたし

ます。

　この事業は、垂水市漁協が現在、海潟沖合に

ある養殖生けすを新城地区の沖合へ100台移転設

置する事業でございます。事業期間は平成21年

度から22年度の２カ年の事業で、平成21年度に

40台移転し、22年度に60台移転するものでござ

いまして、21年度はその40台分の養殖生けす設

置費用でございます。

　これは国の補助事業で実施するもので、漁協

が事業主体で、財源内訳としましては、国が70

％、県が10％以内で、残りを漁協が負担するこ

とになっております。

　なお、漁業権は本年度が５年に一度の切りか

え年であることから、本年度の９月に漁業権の

免許は取得しております。

　以上で説明を終わります。

〇商工観光課長（倉岡孝昌）次に、道の駅事

業についての御質問にお答えいたします。
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　今回の第１期実施計画に計上しております道

の駅整備事業の平成21年度の事業費は、温泉施

設の泉源管理に関する費用でございます。

　具体的には、ボーリング掘削坑内の全面的な

スケールの除去の工事費用で、これまで温泉施

設の維持管理についてのほとんどを道の駅交流

施設管理組合で負担しておりましたが、今回の

管理費用は通常行われている管理に要している

費用でもなく、これまでの費用負担が大きくな

っている実情もあり、協定書による負担区分か

らも判断しまして、市の負担分として計上した

ものでございます。

〇市長（水迫順一）池山議員の21年度の予算編

成についての市長の考えはという問いにお答え

をしたいと思います。

　来年度は第４次総合計画の実質的な初年度に

なりますので、予算編成は、その実現に向けて

積極的に取り組み、計画との整合性を図らなけ

ればなりません。現在、各課から、実施計画に

基づき予算要求がされているようです。予算要

求には、実施計画の事務事業だけでなく経常的

な経費も含まれておりますので、現在のところ、

用意できる財源を７億円近くオーバーしている

と財政課から報告を受けております。これから

各課のヒアリングを通して精査していくことに

なりますが、財源確保を図りながら、その計画

の実現に近づけたいと考えております。

　一方、行財政改革、財政改革プログラムの最

終年度でもあり、改革の仕上げを図るとともに、

その成果も得なければなりません。来年度は総

合計画の実現を図ることと行財政改革を仕上げ

るということの相反するような計画が重なる年

度でありますので、その折り合いをつける大変

難しい予算編成になると考えております。

〇保健福祉課長（村山満寛）指定管理者制度

についての老健施設の今後の検討課題について

という質問でございました。

　肝属医師会が指定管理者であることで職員の

代替等も臨機応変に対応できますし、感染症発

生時にも対応策が共有できるなどの利点や、こ

れまで培われたノウハウも有効活用ができるこ

とから、公募によらない指定管理者となってお

ります。

　また、土曜日と祝祭日にデイケアを受け入れ

るなどの努力をしておりますし、当然、建設時

の償還金もコスモス苑の収入で支払っておりま

す。今後、検討すべき課題は、現状ではないと

いうふうに考えているところです。

〇商工観光課長（倉岡孝昌）３点目の自治体

健全化法についての１つ目の指定管理者の道の

駅についての今後の検討課題についての御質問

でございますが、道の駅の今後の検討課題とし

まして、道の駅の利用者数、売り上げが当初３

年間に比べまして鈍化、横ばいの傾向にござい

ます。このことで収支のバランスをとるのに非

常に苦戦いたしておりますので、今後、売り上

げを伸ばすための努力をしていく必要がござい

ます。ほかに、温泉等の施設点検の問題もござ

いますけど、一番大きなのは運営に関する問題

だというふうに認識しております。

〇税務課長（川井田志郎）３番目の自治体健

全化法について、２番目の滞納整理室について

お答えいたしたいと思います。

　平成17年４月１日滞納整理室が設置されまし

て、当初は市が保有するあらゆる債権について

一元的に処理できないか検討されていましたが、

滞納処分できる債権とできない債権との区分が

あり、それを並行して行うには事務量も大きく、

負担のため、現体制ではできないと判断し、か

つ、いろいろな公課がある中で、地方税法上、

地方税の優先の原則もありまして、重複滞納者

の場合、一元化することで他の公課とのバラン

スが難しくなると想定されたことなどにより、

平成19年４月１日から税務課所管となりまして、

地方税の滞納整理のみを行っている現状でござ

います。
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　また、差し押さえなどの法的理論が整備され

たことに伴いまして、差し押さえ処分による歳

入の現状は平成14年度以前はほとんどなかった

ものが、平成15年度が14万円、平成16年度が368

万円、平成17年度が395万円、平成18年度が766

万円、平成19年度が2,111万円と飛躍的に差し押

さえが実施され、厳しい処分が行われている現

状となっております。これらを背景に、分割納

付の開始など滞納整理業務は大きな伸びを見せ

ております。

　また、平成20年度からは県税事務所と合同研

修などを行い、さらに平成21年度は処分を強化

してまいりたいと考えているところでございま

す。

　また、自治体健全化法との関係としましては、

４指標チェックの中で、実質４項目の中で毎年

度の収入に占める割合という条項がありますこ

とから、収入の確保を今後とも図ってまいりた

いと思っております。

　以上です。

〇財政課長（岩元　明）財務諸表の作成につ

いてのお尋ねにお答えします。

　地方公共団体の財務書類を整備して、財政状

況の透明性の向上や住民にわかりやすい内容で

の公表、開示に取り組むために、これまでの単

式簿記に加えまして複式簿記を併用する新しい

会計方式が導入されることになります。人口３

万人以上の市町村は平成20年度決算から、３万

人未満の市町村は平成22年度の決算から適用に

なります。

　求められる諸表は、貸借対照表、資金収支計

算書、行政コスト計算書、それから純資産変動

計算書の４表でございます。

　これらの諸表を作成するために、来年度より

基礎資料の整備や職員の研修に入りたいと考え

ているところでございます。

〇池山節夫議員　総合計画の実施計画について、

来年から事業費が計画されているようなものに

ついて聞いたんですけど、国の事業とか、市の

負担になるのも何％かとかいうようなもので、

これに関しては次の機会にまた個別に質問をし

ていこうと思います。

　これを聞いたのは、この２番目の市長の予算

編成についての考え方で、来年度からの事業費

の計画があるものについて聞いたんですけど、

きょう先ほど持留議員の質問の中の答弁で、い

ろいろと予算編成についての答弁ありましたの

で、もう今回は大体納得したということで、ち

ょっとだけですね、じゃ。

　市長、来年度予算の編成は、もう市長になら

れて７年目になるわけですよね。そこで、市長

の公約、いろんな公約や行政に対する思いとか

いうのが、来年度あれもこれもできないと、厳

しい予算ですからね。で、国の動向を見ながら

やっていくと。それと、今ありましたように行

財政改革を仕上げるその年度でもあって、確か

に相反するんですよね。

　そういう中で、やはり市民に対する公約、そ

れと自分の行政に対する思いをどの程度実現さ

れるような予算編成ができるのか。それは財政

との、財政課長とのいろんなあれもあるんでし

ょうけど、その辺について、来年度予算編成に

対する御自分のお気持ちだけでいいです、その

辺のことをちょっとお聞かせください。

　それから、実施計画ができて来年から初年度、

実質的には初年度なんですけど、いろんな積み

残しの事業とかあると思うんですよ。そういう

ことに関してはいろいろ精査されたのか。それ

で、どんなふうにやっていこうと思われるのか、

その辺について答えられる範囲でいいです。

　それと、指定管理者なんですけど、今回これ

財政健全化法とひっかけてちょっと聞いたのは、

中央病院に関しては赤字の場合は中央病院のほ

うで医師会がやると、コスモス苑に関しては赤

字になったら市が補てんすると、こういう契約

ですね。道の駅に関してもそういう契約になっ
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ている。

　ただ、先ほどありましたから、コスモス苑に

関してはよしとしましょうということなんです

けど、道の駅に関して商工観光課長、今、収支

のほうでちょっと苦戦していると、横ばいだか

らというのがあったんですけど、今後も公募し

ながら、いろんな結構魅力のある施設だとは思

うんですよ、私。だから、今のままの指定管理

者のやり方でいいのか、もっと検討する。それ

と、道の駅に関しては赤字になったら市が補て

んするというのになっていますよね。だから、

その辺に関してもうちょっと何か考え方はない

のかということをお伺いします。

　それが例えば、今、苦戦している状態だから

ということで、例えば以前から、川議員はこ

れつくるときからずっと言われていたんですけ

ど、赤字になったらどうするんだと。現在いい

ですよ。だけど、今の指定管理者との契約の中

でその条項があるということは、やっぱり赤字

になったら市が補てんすると。このままでいい

のか、それと自治体の財政健全化法についても

絡めてこのままでいいのかということをお伺い

します。

　滞納整理については、総務文教でちょっと浦

添とか那覇とか行ったんですけどね、那覇市だ

ったですかね、県の徴収の専門官を嘱託で雇っ

ていて、浦添だったかな、やっているんですよ、

滞納整理にですね。専門だからいろんなノウハ

ウも持っていると。

　だから、その辺に関しては税務課長、市長、

そういう方を例えば嘱託で頼んで、今の２人い

らっしゃるけど、やはり市の職員が差し押さえ、

いろんな面でやっぱり恨まれないかと聞いたこ

とがあるんですけど、やっぱりやりにくい面あ

ると思うんですよね。だから、その辺に関して、

嘱託のそういう方を頼んでやっていくようなそ

んな考えはないのか。そうしたら、例えば市の

職員でなかなか難しいところもとれて、嘱託の

方に支払いするような給料を補てんできないか。

できるのであれば、もうそのほうがいいんじゃ

ないかというのも考えも成り立つんじゃないか

と、その辺について質問をしますので、お伺い

します。

〇市長（水迫順一）私あての質問の中で、マ

ニフェストにかかわる事業がどうなのかという

ことをお聞きになったと思いますが、確かに厳

しい経済状況でございました。市民の大変な協

力、それから役所職員の大変な努力によって財

政も上向いてきておるのは御存じのとおりです。

　ですから、このことはしっかり来年度、特に

財政計画、プログラムは来年度が最終年度でご

ざいますし、第２期の行革の計画も来年度が最

終年度でございます。ですから、その辺との絡

みはしっかりとやっていきたいと思いますし。

　ただ、今考えますことは、夕張に見られたよ

うに非常に地方の自治体の運営が厳しくなって

きておる。年々年々厳しくなって、夕張に匹敵

するようなところがもう四、五十カ所出てきて

おると。このままいくと第２の夕張がどんどん

どんどん出てくるという現状はもう御存じのと

おりなんですね。そうすると、政府のほうもこ

のままではいけないということで、地方に対し

ての今までのやり方を反省しながら新年度予算

編成に当たっておるのは当然のことだと思いま

すし、その方向で地方財政を考えながらの施策

というのは出てくると思います。ですから、そ

ういうものを勘案をしながら、市として整合性

を図っていくと、本当に市としてやらなければ

ならないことをやっていくということにしてい

きたいと思います。

　私自身のマニフェストについてはおおむね、

厳しい財政状況の中ではございますが、おおむ

ね順調のほうに動いてきておるというふうに私

自身は考えております。これは本当にいろんな、

わずか１万8,000人の市民ですから、合併をした

ところの市に比べて一体化をとりやすいと、そ
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してその中でまた市役所の職員がリーダーを発

揮してくれておると、そういう意味では今後非

常に、合併できなかったことが逆にそういう面

ではいい効果を発揮できておるというふうに思

っておりますし、いろんなことをほかの合併市

町村に比べてやりやすい環境にあるというのは

もう間違いないと思っております。

　それから差し押さえ、今先ほどから課長が言

いましたように、平成16年度からですかね、15

年度から考えて16年度から実施しました。それ

まで差し押さえを一切やっていませんでしたの

で、そういう意味では最初、もう大変な抵抗が

私にもありました。それで年々年々金額が上が

っておるのは、先ほど紹介したとおり成果が上

がってきておるというふうに思っております。

だけど、払える人が払わないで済むということ

ではいけない。払えない人についてはいろんな

方策を考えていかなければいけませんが、払え

る人に対しては徹底してお願いをしていかなけ

ればいけないというふうに思っております。

　県職の専門家、これも確かにこちらにも来て

いただいて、そういう一緒にやったことがござ

います。確かに県の立場で物を言いますから、

私どもの市役所の職員が日ごろ接触しておる市

民との間でのそういう実施の難しさは確かにご

ざいます。だけど、役所、税務課の職員も仕事

は仕事としてしっかり頑張ってくれております

ので、これは県職のそういうような人たちの指

導をいただく機会があればとっていきたいと思

いますし、また、人事の交流等も今後、県との

人事の交流とかいろんなのが出てくると思いま

す。そういうのには積極的に対応していきたい、

そのように思います。

〇商工観光課長（倉岡孝昌）２回目の御質問

の道の駅交流施設に係る御質問で、道の駅の指

定管理の現在の状況と考え方について、ちょっ

と先に御説明したいと思います。

　道の駅の指定管理料でございますが、市と道

の駅交流施設管理組合とは年度協定の中で平成

20年度の指定管理料については支払わない旨の

協定を結んでおりますが、本協定の中には、こ

れは年度協定でございますけれども、年度協定

の上の本協定がございます、その本協定の中で

は、「指定管理の期間中に物価水準の変動など

やむを得ない理由で当初合意された指定管理料

が不適当となったときは、指定管理者の申し出

により指定管理料の変更の協議に応ずる」とい

う旨の条項がございます。例えば今年度のよう

な燃料高騰による影響などが該当すると思いま

すが、燃料高騰により経費負担が重荷になって

いるとの報告は受けておりますものの、現段階

では協議の申し出には至っておりません。

　なお、道の駅交流施設の指定管理料は、当初

３年間は管理運営経費として、年次経営は安定

していくだろうという想定のもと、年度ごとに

減額する形での支払いを予定しており、実質的

赤字補てんという意味合いがございました。

　ただ、赤字補てんと申しましても、単に運営

に赤字が出たから補てんとするという考え方で

なく、例えば国土交通省に設置してもらったト

イレ、休憩所を含んだ駐車場の管理や、当初運

営が厳しいと思われた温浴施設の管理費用の一

部など、市が支払ってもよいであろうと思われ

る管理費用も含んで指定管理者に管理してもら

っておりますので、そのような費用が通常で考

えますところの赤字補てんの範囲であろうとい

うふうに考えております。

　それと、御質問の指定管理者の今後のあり方

はこれでよいのかと、また自治体健全化法に照

らしてこのままでよいのかという御質問、関連

がございますので、あわせてお答えさせていた

だきますと、自治体財政健全化法に照らして道

の駅が負担になるようなことがあってはいけな

いというふうには考えます。

　そこで、指定管理者の今後のあり方でござい

ますけれども、現在の運営の、収入の主体は物
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販施設で出荷者の方々の構成で運営されており

まして、その方々が本来運営していく形という

のが本当に理想的な形であろうというふうに思

います。

　ただ、今後の推移の中でやっぱり経営が不安

定、苦しくなるという状況が発生しました場合

には、やはりほかの指定管理の、ほかの団体へ

の指定というのも考慮に入れなければいけない

のじゃないかというふうに考えております。

　以上でございます。

〇税務課長（川井田志郎）ただいまの御質問

の滞納整理指導官につきましては、あすの池之

上議員の質問の中にその項目が出てきますので、

重複しますので、あすの……。

〇池山節夫議員　もうあしたでいいということ

で、私は今回はちょっと質問が甘くなりました

けど、宮迫議員、それから川議員、そして水

迫市長、鹿児島高校の先輩であるということを

これまで忘れて非礼の数々ということで、今回

はこの程度にして、質問を終わります。

〇副議長（宮迫泰倫）本日は、以上で終了し

ます。

　　　△日程報告

〇副議長（宮迫泰倫）次は、明日午前９時30

分から本会議を開き、質問を続行します。

　　　△散　　会

〇副議長（宮迫泰倫）本日は、これにて散会

します。

　　　　　午後４時散会
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平成20年12月10日午前９時30分開議

　　　△開　　議

〇議長（徳留邦治）定刻、定足数に達してお

りますので、ただいまから本日の会議を開きま

す。

　本日の議事日程は、昨日に引き続き一般質問

であります。

　　　△一般質問

〇議長（徳留邦治）それでは、通告に従って

順次質問を許可します。

　最初に、５番池之上誠議員の質問を許可しま

す。

　　　[池之上　誠議員登壇]

〇池之上　誠議員　皆さん、おはようござい

ます。

　お昼まであと２時間半、残すところあと２人

でございます。ゆっくりとやらせていただきた

いと思います。おつき合いのほどよろしくお願

いいたします。

　さて、小泉、安倍、福田氏と４代続きまして

二世議員の麻生太郎氏が圧倒的な人気で自民党

総裁に選出され，臨時国会冒頭の解散総選挙の

顔として期待されました。しかし、アメリカの

サブプライムローン問題を発祥とする世界的な

金融不安、景気低迷の中で、政局よりも政策だ

として解散総選挙を引き延ばし、国内の景気回

復のために総額２兆円を超える定額給付金も所

得制限の問題等で結局、各自治体にその裁量を

丸投げするなど、政策決定は迷走を続けており

ます。カップヌードル、ホテルのバーなど庶民

感覚との差異も顕著となり、ＫＹや失言等の総

理の言動が原因となり、今では支持率21％、不

支持率58％となり、首相にふさわしい人物も、

麻生氏19％、小沢氏21％と初めて逆転をされて

おります。日本国の先行きが思いやられるとこ

ろでございます。

　バブル崩壊後のいざなぎ景気を超える好景気

の恩恵を実感することなく、世界の経済不況と

ともに埋没しかねない地方のあえぎが師走に入

ってから急激に大きく聞こえ、目に入ってくる

ようになりました。小泉内閣の骨太の方針、財

政再建を３年間凍結して景気回復策への財政出

動が自民党から求められております。金融危機

による世界同時不況の中、財政出動は共通課題

ともなっております。けさの新聞でも伊藤県知

事が同様の見解を述べられておりました。地方

にも目を向けた政策を期待するところでありま

す。

　それでは、議長より許可をいただいておりま

す。日本国もそうですが、何よりも身近な垂水

市を思いますので、通告に従い、順次質問して

いきます。

　今回の質問は、夢物語であった第４次垂水市

総合計画にやっと具体的な第１次実施計画書が

提示されましたので、それらについて、実施で

きる、する計画として純粋に無垢な気持ちで質

問をしてまいります。

　質問が多岐にわたりますが、昨日の同僚議員

の問答で理解できたものは割愛しながら、また、

重複するものも別の角度から質問していきます

ので、市長並びに関係課長の簡潔な答弁をお願

いいたします。

　最初に、子育て支援対策の充実についてお伺

いいたします。

　子育てに関する経済的支援事業において、内

容について詳しく説明を伺いたいと思いました

が、昨日の堀添議員、川畑議員の質問、答弁で

理解できましたので割愛いたします。

　また、子育て支援については、各自治体がそ

れぞれの特徴を出して取り組まれておりますが、

垂水市独自の支援策も、傾聴ボランティア、中

学生までの医療費無料化などが盛り込まれてい

るようです。これについては後ほど総括的に質

問をいたしたいと思います。
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　次に、学校教育の充実についてお伺いいたし

ます。

　まず、垂水高校の振興対策事業についてお伺

いいたします。

　21年度は普通科が１学級40名の募集減となっ

ております。県教委の決定ですのでいたし方な

いのかと思いますが、その決定に至る背景につ

いてと今後の存続に与える影響について、まず

お伺いいたします。

　この事態に至れば垂水高校存続の問題は火急

を要します。具体的対策を起こさなければなら

ない時期にあることは明白でございます。これ

までも、振興対策協議会で危機的状況の確認は

しても、行動に移れない事態が続いております。

協議会では、学校サイドの努力、とりわけ校長

等の中学校訪問、そして垂水中央中学校の22年

統合を機会として、一貫教育、あるいはそれが

無理でも緊密な連携をとった中高の教育環境整

備等の声が上がっております。それにはまず予

算が必要となります。しかしながら、垂水高校

の存続及び振興発展を支援する事業費は相変わ

らず年間10万円です。この中で何をするのか、

まず伺います。

　さらに、垂水市の教育行政の担当として、垂

水高校の存続の旗振り役になるべきだと考えま

すが、なぜ実施計画に事業費等の予算が反映さ

れないのか、お伺いいたします。

　次に、セカンドスクール事業についてお伺い

いたします。

　これは、市内小学校の複式学級の５、６年生

を対象に１週間の集団宿泊を体験する事業です

が、この取り組みは大変に評価いたします。本

市は少子・高齢化が進み、複式学級が増加の傾

向にあると思いますが、小学校複式学級の現況

と将来見通しを聞き、その教育環境面の問題点、

あるいは学校運営上の問題点についてお伺いい

たします。

　３番目に、快適な都市基盤の整備についてお

伺いいたします。

　公営住宅維持管理事業について、20年度から

22年度まで右肩上がりの事業費が計上してあり

ますが、その内容をお伺いいたします。

　次に、水之上定住促進住宅の現状については

過去の質問等もあり、ＰＲに努める旨の答弁を

されておりますが、最新の現況についてお伺い

いたします。

　また、入居率の低さの要因として、家賃の問

題、水之上小学校、垂水小学校の小学校校区の

問題、さまざまにあろうかと思いますが、どの

ように分析されているのか、お伺いいたします。

　４番目に、循環型社会の構築についてお伺い

いたします。

　地域バイオマス事業について、平成21年度の

事業費が突出して大きくなっておりますが、そ

の内容を説明いただきたいと思います。

　現在、ＮＥＤＯによる家畜ふん尿を利用した

バイオマス実証実験が行われておりますが、畜

産県鹿児島、中でも大隅半島における期待度は

大きいものがあります。実証実験後の検証次第

では垂水市が購入・運営する方向性が示されて

おりますが、来年度予算で実行するのであれば、

その検証はしっかりとなされているのか、購入

までどのようなプロセスを踏むのか、お伺いい

たします。

　５番目に、行政改革の推進についてお伺いい

たします。

　個別の計画については詳細がありませんが、

行政改革関連事業として垂水市新行政改革大綱

推進計画の進行管理ということがうたわれてお

ります。その中で、給食センターと情報センター

の業務委託についてお伺いいたします。

　給食センターについては、田平議員の９月、

そしてきのうの質問で当局の考え方がわかり、

質問も重複することから割愛といたします。後

で要望だけ述べさせていただきたいと思います。

　次の情報センターの業務委託は、推進計画で
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は「財政改革プログラムにのっとり、図書館と

の一体的な運営を目指す」と目的が明記されて

おります。今回、情報センターの指定管理者の

条例改定案が上程されておりますが、図書館運

営との整合性及び情報センター設置目的の達成

評価について十分な検証がなされたのか、まず

お伺いいたします。

　さらに、指定管理者制度の目的は、施設運営

管理の費用対効果の向上、経営の効率化、住民

サービスの向上などが挙げられますが、指定管

理者にしても経費削減は見込めないという本議

会初日の課長答弁の真意を伺いたいと思います。

　最後になりますが、６番目に、財政運営の健

全化についてお伺いいたします。

　徴収率の改善や自主財源の確保の面から徴収

対策事業が計画されております。19年度決算で

も現年度徴収率96.8％、繰り越しを含めた徴収

率も17年度86.8％、18年度87.3％、19年度88.7

％と着実にその実績を伸ばしていることは大い

に評価できるものです。差し押さえ等について

も確実に件数、金額とも大幅に増加しており、

職員の努力に敬意を表するところです。

　また、行革推進計画では19年度より滞納整理

指導官の設置が盛り込まれておりますが、設置

どころか職員も削減されている現状だと聞いて

おります。職員の人事異動に関しても、差し押

さえ業務という特異性から専門性が要求されま

す。また、職員の感じるプレッシャーも相当に

大きいものがあろうかと思います。

　意欲を感じて職務を遂行できる職員の育成も

大事かと思いますが、経験にたけた専門家が滞

納整理指導官として嘱託でも同じ職場にいるこ

とは、費用対効果の面からもぜひ必要なことだ

と思います。実施計画を見ますと、事業費が３

カ年ともゼロとなっております。滞納整理指導

官について考慮されなかったのか、あるいは考

慮された結果としての事業費ゼロの内容なのか、

また、現在の取り組みと実績を見ますと、現在

の体制で十分であると考えておられる結果なの

か、昨日の池山議員への答弁も含めまして詳し

くお伺いいたします。

　以上で、１回目の質問を終わります。

〇教委総務課長（北迫睦男）垂水高校振興対

策の御質問にお答えします。

　募集減の背景についてでございますが、きの

うの堀添議員の御質問で来春の入学希望者数の

減について学校教育課長が答弁いたしました。

　さらに、５年間の普通科の入学者数の状況を

申し上げますと、平成16年度が64人、平成17年

度が57人、平成18年度が59人、平成19年度が40

人、平成20年度が49人となっておりまして、定

員に満たない状況で、平成19年度には１学級に

なってしまったこと、また昨年７月の入学希望

者の調査では六十数名希望していたものの、実

際の入学者数は49名であったこと、これらが県

教委の判断材料になったものと考えられます。

　次に、垂水高校振興対策協議会への補助金で

ございますが、平成17年度よりカットもござい

まして、現在、年額10万円でございます。会議

の開催や高校だよりの発行等の経費に使ってお

ります。

　また、実施計画の予算についての御質問です

が、昨日堀添議員の御質問に教育長がお答えし

ましたように、本年度は、振興対策協議会の体

制の見直しを図り、出席者の充実、また高山高

校の視察や垂水高校での会合を開き、高校の現

状を見るなど、対策を練ってまいりました。本

年度２回目の会議を垂水高校で開催しまして、

会議の中で、垂水高校自身の努力、各中学校、

市教育委員会、同窓会、市役所、議会のそれぞ

れが何ができるかを真剣に話し合いましたが、

いまだ具体的な解決策が見出せないところでご

ざいます。できるだけ早目に具体策を決定し、

必要な予算措置をしてまいりたいと思っており

ます。これからも垂水高校存続のために精いっ

ぱいの努力を続けてまいりたいと思います。

― 90  ―



〇学校教育課長（押川和成）次に、セカンド

スクール事業、複式学級の現状と推移について

お答えいたします。

　複式学級は、小学校では１、２年生の場合、

合わせて８人以下、３、４年、５、６年生は16

人以下の場合に複式１学級になります。本年度

は、牛根小、松ヶ崎小、境小、新城小、柊原小

の５校に９つの複式学級がございます。今後は、

21年度この５校で10学級、22年度から24年度ま

でやはりこの５校で11学級、25年度は同じくこ

の５校で13学級になることが予想されます。児

童数の減少で複式学級はふえていく傾向にござ

います。

　複式のメリット、デメリットでございますが、

まずデメリットのほうから申し上げますと、国

語や算数など、それぞれの学年がそれぞれの計

画に基づいた学習をいたしますが、教師が半分

の時間しか指導につけないことが挙げられます。

教師も教材研究や教材の準備等、１時間の授業

に２学年分の準備が必要で負担は大きくなりま

す。教科によりましては、２学年分の単元を２

年間で学習するように計画しますが、発達段階

への対応や転入・転出への対応など難しい面も

ございます。

　逆にメリットとして、もともと児童数が少な

いので個別指導ができやすいこと。教師のつか

ない時間は自分たちで学習を進めるので自学学

習の習慣が身につくこと。それから上学年と下

学年を交互に経験いたしますので、リーダーと

フォローする立場が両方経験できることなどが

挙げられます。市内の各小学校では複式への対

応について大変努力をしておりまして、学力に

格差があるとかあるいは小規模校にありがちな

表現力がないとか、そういうことは全くなく、

逆に好結果を出しております。

　今後は、少子化傾向の中で先ほど名前の挙が

らなかった学校も児童数が減少して、複式学級

の編制をせざるを得なくなってくることが予想

されております。

　以上でございます。

〇教育長（肥後昌幸）垂水高校の校長から連

絡がありましたのでお知らせしておきますが、

公立大学である北九州市立北九州大学に１名合

格したという報告を受けまして、大変喜んでい

るところでございます。まだ国立大学の発表は

ないところですけど、期待できる生徒もいると

いうふうなことでございます。

〇土木課長（川畑信一）池之上議員の土木課

に関する質問にお答えいたします。

　快適な都市基盤の整備の中で、土木課では御

質問のように公営住宅の維持管理事業を掲げて

ございます。

　公営住宅としましては、昨年７月に雇用促進

住宅の譲渡を受け、定住促進住宅として供用開

始しております。定住促進住宅は、現在、全体

では当初計画の戸数の入居者に達しております

が、まだ70戸を超える空き家がございます。そ

のため当分の間は公営住宅の新規の建設は望め

ないところでございます。そこで、既存の住宅

の維持管理に努めてまいりたいと思っておりま

す。

　整備の実施計画といたしましては、新しい入

居申込者は水洗トイレの住宅を希望されます。

そこで、２階建ての住宅を中心に現在の入居者

の同意が得られる団地から水洗化の改良工事の

計画、それと４階建て住宅の耐震診断の実施、

定住促進住宅では浴室の改造の要望があり、シ

ャワーのある浴室としてほしいとのことであり

ますので、そのことに対応していくなどの実施

計画を持っております。

　次に、水之上定住促進住宅についてでありま

すが、定住促進住宅の入居者は全体では当初の

計画に達しましたが、水之上定住促進住宅だけ

では計画に達しておりません。水之上の入居が

伸びない要因としましては、買い物に不便であ

ることや医療機関が遠いこと、小学校区のこと
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があるようでございます。住宅申し込みの際、

水之上、錦江町住宅の両方を案内しますが、そ

れらのことを理由に錦江町の住宅に入居される

方が多くなっているようでございます。現在の

水之上定住の入居者は80戸中25戸、31％の入居

となっているようでございます。

〇商工観光課長（倉岡孝昌）４点目の循環型

社会の構築に関する地域バイオマス事業につい

ての御質問にお答えいたします。

　第４次垂水市総合計画の第１期実施計画に計

上しております地域バイオマス事業の平成21年

度事業費でございますが、これは、現在実証実

験を行っておりますバイオガスシステムのプラ

ント等施設の購入費用と維持管理費用でござい

ます。

　平成18年度から取り組んでおります地域バイ

オマスフィールドテスト事業は、今年度が３年

間の最終の実証実験期間になります。先日開催

されました事業の評価委員会では、前回指摘の

あった精製濃度も改善され、ガスの発生過程、

精製過程、運搬過程ともにテストは順調に推移

しているとの評価であったと報告を受けており

ます。この施設の購入に関しましては、これま

での議会でも御説明しましたとおり、現在の実

証実験の結果が良好であることや維持管理に協

力がもらえること、維持管理費はガスの販売等

により捻出できるような工程が考えられること

などの条件と、さらに購入財源として起債の充

当が可能であることを前提条件に施設の購入を

予定いたしております。

　次に、購入までのプロセスでございますが、

事業は平成20年度に終わるわけでございますが、

実際の購入はＮＥＤＯの事務の整理期間が必要

なこと、また起債の準備が必要なこと等を考え

ますと、６月以降になろうと考えております。

〇企画課長（迫田裕司）５点目の情報センター

の業務委託についての御質問にお答えします。

　まず、新行革推進計画と条例改正の整合性に

ついての御質問ですが、担当課としましては、

推進計画に基づき、これまで教育委員会社会教

育課と図書館との一体的な運営について協議し

てまいりましたが、情報センターの来館者がパ

ソコンについての専門的な質問をされることか

ら図書館の職員では対応できないなどの理由に

より、協議は進んでおりません。行革推進計画

では、運営を一体化した後、その業務が委託可

能かどうか検討することとなっておりましたが、

この件に関しては今後さらに協議してまいりた

いと思っています。

　今回の条例改正案は、情報センターを指定管

理者へ委託可能とするためには条例改正が必要

なことから、改正案を提案しておりますが、当

然、進行計画に沿って進めていると考えておる

ところでございます。

　次に、今回の条例改正案で指定管理者制度を

導入することになったが、これまで十分な検証

を行ったのかという御質問にお答えします。

　情報センターの開設当初は一般家庭ではパソ

コン及びインターネットがまだ十分に普及して

おらず、パソコンなどに接する機会が限られて

おり、必然的に情報センターの役割は操作講習

を中心とする、パソコンになれてもらうことが

目的でございました。しかしながら、昨今の情

報化の波は想像をできないほど急速な進歩を遂

げ、学校、職場、家庭にパソコン、インターネ

ットが普及し、生活になくてはならないものと

なっております。今、市民の皆さんはインター

ネットを通じて手軽にあらゆる情報を、自宅に

いながら24時間いつでも取得することができる

環境が整っております。また、開館当初と比較

しますと、情報センターへの来館者やパソコン

講座への参加者数もかなり減少しております。

　このような状況のもとに、この情報化社会に

対して当然、情報センターの目的、役割も変化

しており、今は人と情報が集まる場所、市民の

方が自由に情報発信できる場所となることが求
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められていると認識しているところでございま

す。

　次に、指定管理者とすることでの経費削減が

余り発生しないという私の発言についてでござ

いますが、議員御承知のとおり、公の施設を指

定管理者へする目的の１つに経費削減があるこ

とは御指摘のとおりでございます。

　この経費削減の基本的な考え方は、垂水市が

情報センターに正規職員を配置して直営で行っ

た場合と指定管理者にした場合の経費比較でご

ざいまして、情報センターのように既に正規職

員を引き揚げて臨時職員のみで対応している施

設、また施設収入が多くを望めないような公の

施設は、大幅な経費削減は望めないということ

でございます。

　したがいまして、今回指定管理者制度を導入

する大きな目的は、情報センターの有効利用を

図ることであり、具体的には、平日午後からの

開館時間を午前中からとし、利用者の利便性、

市民の皆さんの情報発信拠点の充実を図ること

などとしているところでございます。

　以上でございます。

〇税務課長（川井田志郎）６番目の財政運営

の健全化、徴収対策事業、滞納整理指導官につ

きまして答弁いたします。

　このことにつきましては、昨年度予算編成時

に国保連合会より、このような事業があるとの

情報から調査いたしましたが、本県では実施さ

れておらず、九州管内では宮崎県で実施したと

のことでありました。単独で実施した場合、指

導官の東京からの旅費、日当、10万円程度の予

算が必要とのことで、課内協議の結果、他の方

法で対応するとの判断をしまして予算計上はい

たしませんでした。

　業務内容としましては、資産調査及び捜索、

差し押さえ、競売、換価の一連の作業を税務署

ＯＢの専門官に指導・助言をいただくとのこと

でした。そこで、今年から市県民税を中心とし

た滞納整理を県地域振興局と併任事務の協定を

結び、実施しているところでございます。先月

鹿屋市で地域振興局のタイヤロック実施に同行

いたしまして実地研修をいたしたところでござ

います。早速タイヤロック一式３台分を新年度

予算に要求いたしまして、来年度より本市にお

きましても実施する予定となっております。今

後も積極的にいろいろな方策を講じてまいりた

いと思いますので、御協力をよろしくお願いい

たします。

　以上です。

〇副市長（水迫恒美）徴収対策につきまして、

全庁的な取り組み等を少し申し上げてみたいと

思います。

　差し押さえによる歳入の状況、きのう池山議

員にも申し上げましたが、平成14年度ゼロでご

ざいました。平成18年度1,000万円を超えており

ます。そして19年度は2,111万円と飛躍的伸びて

いるところでございます。これは県下市の中で

３番目の滞納徴収率の上昇率でございます。特

にこの差し押さえの関係、市長のほうからも強

く進めてくれとこういった指示のもとで、そう

いった意味で成果が上がっているところでござ

います。

　それと、こういった関係、徴収対策につきま

しては、ことしの８月から10月にかけまして県

のほうから私どものところに職員を派遣しても

らっておりまして、その中で預金差し押さえな

ど、取り組んできたところでございます。滞納

対策に係るノウハウを幾らかなりとも学んだと

ころでございます。

　それと、ことしの10月から来年の５月にかけ

まして、滞納整理強化期間を定めております。

これは例年２月か３月にこういった期間を定め

ておりましたが、今年度は早期にこれらを設け

まして、全庁体制で取り組みたいというもので

ございます。この趣旨は、税収等の収納率に対

して地方交付税の配分の影響があります。そう
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いったこともございます。それと財政健全化、

こういった施行によります各会計間の連結決算

への影響、こういったものを懸念してのものも

ございます。それと、各課のほうでそれぞれマ

ニフェストの中で徴収率、収納率の確保の問題

をうたっております。そういったことも図る意

味。あるいは今後一番懸念される景気への沈滞、

そのことによって所得そういったものが減るで

あろうと。そうした場合に当然、税収にもはね

返るのではないかと。そういったことを踏まえ

てのこういう滞納整備強化期間の早期の設定を

したところでございます。やはり大事なことは、

滞納者の訪問による納税の相談、状況把握、そ

してやはり徹底した滞納者の資産調査を行う必

要があるということで、これらを特に強くして

いるところでございます。

　それと、来年度から県のほうへ１年間特別滞

納整理班への職員を派遣を予定しているところ

でございます。そういったことで、これらを踏

まえながら、今後、議員御指摘の滞納整理指導

官委託、こういったものも検討してまいりたい

と思っているところでございます。

　以上でございます。

〇池之上　誠議員　２回目に移ります。

　それぞれ前向きな答弁をいただいたと思って

おります。

　子育てに関しては質問は割愛したわけですが、

先日、傾聴ボランティアとか、あと市長が中学

生までの医療無料化を考えているんだというこ

とをこの議場でおっしゃったと思います。この

ことも、人を集めるんだと、垂水市に人が住ん

でほしいと、そのためには何か近隣のところと

はちょっと違った政策をやっているんだよと、

やるんだよという意味合いでは本当にこれは、

あれもこれもの政策じゃなくて、あれかこれか

の政策だと私は思うわけです。これが実現した

場合、あといろんな学校教育の問題も言ってお

りますが、そういうのにも絡んでくるんだろう

と私は思っております。ぜひこれは、あいかこ

いかというか、これなんだという政策だと私は

思っておりますので、ぜひ実現するようにいろ

んな面で知恵を絞ってやっていただきたいと思

っております。

　この件については、後で申し上げます学校教

育の充実、すなわち少子化傾向にあるのを、子

供たちが住めるような、住んでいただく、住む

ような垂水市をつくるためにもぜひ必要ですの

で、その辺の観点も含めて、２回目市長に答弁

求めるんですが、そこ辺も含めて答弁をいただ

けたらと思います。

　次に、学校教育の充実に移りますけれども、

垂水高校の振興対策事業ですね。私が言いまし

たように、垂高のほうでもこうやって垂高の現

状というのを説明をいただきましたけれども、

中高連携もですね、夏休みの中学生の垂高での

一日体験学習とか公開授業への参加とかいろい

ろやっております。そしてまた中学校の訪問も

鹿児島市内まで含んでやっております。こうい

うのにも結構お金はかかるんだろうと、垂高の

校長先生が１人でしやんせというわけにはいか

んだろうということで、10万円ですけれども、

何がしかのもうちょっとした予算を計上して、

垂高を振興しないといけないという思いから言

っているわけですので、これも、あれかこれか、

本当に必要な政策だと思っておりますので、ぜ

ひやっていただきたいなと思っております。

　その中で、22年度中学校が統合するわけです。

私は、垂水の４校の中学校が１校になるという

ことは、県の教育委員会にとっては本当にあり

がたい決定を垂水市はしたんじゃないかと思っ

ているわけです。一番考えられるのが、先生方

が要らないと。垂中にはその分、満足できる先

生たちがもう本当に各教科１人、２人、３人の

先生たちが寄っていただくということですが、

それにしても、人件費削減あるいはそういう教

育面でのいろんな予算にしても削られていくん
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だと、本当にありがたいことではないかと、県

の教育委員会は言わんでもそう思っているんじ

ゃないかなと思っておるんですが、そこで、そ

ういう決定をしているんだという垂水市は、県

の教育委員会と何か交渉術というか外交ですよ

ね、外交、国と国の問題であれば外交です。そ

の点で何か交渉術がちょっと目に見えてこない

なと思うわけですね。

　垂高の存続にいたしましても、学級は減りま

した。今のさきの説明では年々志願者が減って

きて入学者も減ってきたと。だから県教委が、

少子化も伴いますけれども、その面で１学級減

りましたということです。ことしの入学者も五

十何名から、先週でしたかね、きのうの話では

28名、生活デザインが11名、もうこれじゃ６割

どころじゃないというような本当に危機的状況

に陥っていると思うんですよね。であれば、垂

水はそういう中学校の統合をして４校を１校に

するそれだけの決断をしたんだったら、垂校は

そのままにして、ほかの鹿屋とかそこ辺を減ら

してくれというぐらいの交渉をしていただきた

いなという点が１点。

　鹿屋だけを、鹿屋だけというか、その学区だ

けで動いても多分生徒も集まらないでしょうか

ら、私は、23年から、23年度入学する子供たち

から学区制が12学区から７学区になるというこ

とですよね。そうした場合に肝属は曽於と一緒

になって大隅学区ということになります。今、

牛根中学校は姶良ですかね、姶良東学区にも行

けるという学区制になっておりますが、垂水中

央中が１校だけになった場合、当然、牛根の方

も来られるかもしれない。来てほしいんですが、

そうなったときに、垂中からある生徒はそっち、

ほかの学区も受けられる、ある生徒は受けられ

ないということも出てくるんじゃないかと思っ

ております。多分居住地で判断されるかもしれ

ませんけれども。

　そこで、ずっと前、まだ川井田稔教育長がお

ったころ、学区はもし変わるならどこがいいか

と聞いたことがあります。即座に鹿児島学区と

おっしゃったことを覚えておりますけれども、

私は、持論なんですけれども、垂水を、中学校

の統合もなんですけれども、垂水をどこにでも

行ける。そしてどこからでも入れる学区にすれ

ば、私はこの垂高の存続も結構いけるんじゃな

いかと思っているわけです。鹿児島から通学す

る子供たちも結構います。その中で今度は40名

の中で５％の一定枠をつくった場合、幾らです

か、２名ですか、しか鹿児島から来れんという

ことになってしまう。本当に自分で自分たちの

首を絞めていく現状に今あると思うわけです。

　だから、さっき言いましたように、中学校ま

で医療費を無料にするんだと、子供たちはいら

っしゃいという政策をとるんであれば、県の教

育委員会にも子供たちを寄こしてくださいよと

いうことであれば、もう垂水は学区は全県区と

いうか、もうどこでもいいですよというような

交渉をできれば、必ず子育て中の親御さん、保

護者は垂水を見ると思うわけです。住みよいま

ちなんですから、そこ辺の新しいそういう政策

をするのであれば、そこ辺まで考えて交渉して

ほしいと。この交渉は教育長かと思っていまし

たら、市長が管轄だということで市長が答えて

もらうんですけれども、市長が教育長にこうい

うことをしてくれと言えば、またそれで済むか

もしれない問題ですので、そこ辺をまた含めて、

いろいろと今度、２回目はちょっと答弁が多い

ですけれども、そういうところで２回目、答え

ていただきたい。

　そしてまた複式学級ですね。デメリット、メ

リットいろいろ言われました。半分の時間しか

教えられない、先生たちも倍の準備が要ると、

大変だろうと思います。現況を見ますと垂水市

内の学校は恐らくそういうふうになっていくだ

ろうと。今、水之上、協和、複式になっていま

せんけれども、26年からは水之上は複式のおそ
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れがあると。非常に私も今、最後のＰＴＡ会長

を務めさせていただきますが、危機感を持って

おります。

　そこで一番の改善策は、子供たちがその地域

に住むことが一番いいんですけれども、なかな

か現状のままでは無理だろうということはわか

っております。そこで、市長にまたお願いなん

ですけれども、今、水之上の定住促進のことを

聞きました。31％ですか、まだまだ余裕がある

わけですが、私も市民の声として水之上は安い

ですよと、いいですよと言うんだけれども、や

はり子育ての人たちは「学校が」と言うわけで

すね、学校がと。結構垂小を卒業された親御さ

んにはそういう意識が強いというところなんで

すけれども、それでも何らか定住促進の31％の

入居率をもうちょっと上げるためには、何らか

の方策をせんないかんと、そのまま置いても宝

の持ち腐れだというふうに思うわけです。

　そこで、市長も運動会とかいろいろ来られて

ちょこちょこと話をされましたけれども、いい

発想をも持っていらっしゃいました。私はその

こともぜひやってほしいなと思っているわけで

す。というのは、子育ての人たちに対して安く

で入ってもらうと、そうして入ってもらう子供

がいればそこの地域もまた活性化していくと。

だんだんだんだん輪が広がっていくような政策

を語っていただきましたので、ぜひそれも中学

生までの医療費無料化とともに水之上の定住促

進、水之上小学校に入る方たちは安くしますよ

というぐらいの政策を打ち出してもらえば、複

式もなくなるだろうし、地域も活性化するし、

本当にいろいろ子供たちが、人が集うことによ

って、その家賃は少なくてもいろいろと市も活

性化するだろうというふうに思っておりますの

で、その辺もひとつ子育て支援という意味合い

と複式の学級の防止というモデルケースを水之

上定住促進を使ってやってみていただきたいと。

　あと、それがもしよければ海潟にもできるし、

新城、柊原にもできるし、牛根にもできるだろ

うと、そういう政策を広めていけば子供たちも

寄ってくるんじゃないかと、親御さんも寄って

くるんじゃないかというふうに思っております

ので、ぜひその辺の夢の夢かもしれませんけれ

ども、実現可能な政策ではないかと。そうした

ら70戸空いている市営住宅が足らんごっなった

と、そんなら市営住宅をつくらないかんという

景気対策にもまたつながっていくかもしれない。

夢が大きいですけれども、ぜひその辺の話を２

回目、市長に答弁をいただきたいと思っており

ます。

　あと快適な都市基盤の整備、右肩上がりの事

業費ですけれども、財政課長を見ますと、自信

があるのかないのかですね、余り目を見てくれ

ないんですけれども、多分実施可能なと思いま

すが、夢は夢でもその実現に向けて頑張ってい

けばなと思っております。

　あとバイオマスの実証実験ですが、可能性は

あるということで、テストも順調だということ

で購入の方向に動いておると思いますが、ぜひ

ですね、いい事業だと、夢のある事業だと思い

ます。検証をしっかりして、そして引き継いで

ほしいという思いであります。

　そしてあと行革ですね。給食センターはきの

う市長が23年４月を言明されました。きょうの

新聞にも2011年という方向で載っておりました。

センターの皆さんが言われる食の安全性、食育、

地産地消ですね、これは本当に大事だと思うわ

けです。これがないと給食の意味がない。その

ためにはその辺の食材の購入というところには

ぜひ心を配ってやっていただきたい。そこまで

民営化したら私はだめだと、壊れると思います

ので、私が初日、行政視察の所管事項の報告を

しましたけれども、那覇市でその給食センター

の見聞をしてきたわけですが、そこには行政の

主体的な責任の確保、必要な行政サービス、水

準の維持向上、いろいろ５原則を設定して取り
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組んでいると。そして給食センターの対象業務

は調理、配膳、洗浄、清掃に限って委託をする

んだというふうに決められている。そしてまた

食材購入は食の安全・安心の面から考えられな

いという担保をとって決定されているわけです。

ぜひそのことは確実にしていただきたいという

ふうに思います。

　あと情報センターはわかりました。そういう

ところで、これも業務委託ですので、民営化で

すので推進していただきたいと思います。

　あと徴収対策、今、副市長まで言われまして、

積極的な前向きな対策だなと思っておりますの

で、なかなかすばらしいのができるんじゃない

かと。そしてまたあと指導官についても、後で

できれば考えていきたいというような意向だっ

たと思いますが、ぜひ頑張っていただきたいと

思います。

　市長、子育てを含めて、水之上の定住促進ま

で、そこ辺までちょっと２回目、答弁をお願い

します。

〇市長（水迫順一）まず子育て、それから垂

高問題、２つだったと思いますが、垂高問題か

ら入らせていただきたいと思います。

　これにつきましては、垂高の振興対策協議会、

実は私、会長を仰せつかりまして、今回からで

すね、今２回、毎年１回会議を開いておったん

ですが、もう既に２回開きました。池之上議員

も委員としていろいろ意見をいただいたわけで

すが、この問題は非常に大きな問題でございま

すし、本当にすぐ特効薬が見つかるわけでもご

ざいませんので、１回、２回の会議におきまし

ては、いろんな考え方をお互いに言い合おうと

いう雰囲気づくりをしたつもりでございます。

　ですから、垂高自体も出口をひっくるめて相

当な努力をしていただかなければいけませんし、

また、垂高関係者もまた側面から大変な努力を

していただかなければいけません。行政も行政

としての役割をしっかりと果たさなければいけ

ない。市民全体もまた意識を変えていただく中

で、垂高の存続問題が将来に及ぼす影響等もし

っかりと意識をしていただかなければいけない。

みんながそういう意味では垂高問題に本当に注

意を払いながら、自分ができるところを一生懸

命やっていただくということが大事でございま

すので、また近々、今後のやり方をひっくるめ

て、その後の状況等も考えながら会議を開いて、

具体的な対策に向けての動き方もしていかなく

てはいけないと思っております。

　高山高校のいい事例もございますから、いい

ところは参考にしていかなければいけませんが、

ただただ垂水は本当に統合する相手がない地域

ですので、ここがもし存続ができなかったとな

りますと、大きな空白地帯ができます。高校教

育の機会均等を奪われると。そしてその結果、

父兄に大きな経済的な負担を与えるし、そして

また地域にも文化的にも非常に乏しい方向へな

ってしまうという意味ではしっかりやらなけれ

ばいけないと思っております。

　そしてまた、鹿屋高校の定員その他の話も出

ました。確かに中学校の統合は県教委にとって

はありがたいことだろうと思うんですが、ただ、

ほかの市にある高校の定員云々をこっちから言

うわけにはいきませんし、このことは学区もあ

わせて県教委が全体的な中で考えることでござ

いましょうから、我々とすれば本当に垂高の存

続に向けてを大きな一本の柱として、県教委の

ほうにもいろんな申し出は引き続き努力をして

いかなければいけないと思っておりますので、

議会初め、関係者の皆さんもこのことをまた今

まで以上に御協力、御理解をいただきますよう

お願いをしたいと思います。

　あと子育て支援につきましては、おっしゃっ

たように、私は年度初めに申し上げましたよう

に、非常に財政が厳しくなる中、本当にあれも

これもから、あれかこれかというのは議員おっ

しゃったとおり申し上げたことでございます。
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これは来年度予算にとってはまさしくこれであ

るというふうに思っておりまして、その１つが

中学生までの医療問題、それから本当に子供た

ちを育てやすい環境づくり、このことが非常に

大事だと思っておりますから、細かい幾つかの

こともやっていきますが、この中でまた今、議

員おっしゃる水之上の定住促進住宅につきまし

ては、もう１年が経過したんですけど、なかな

か31％、25戸ですか、からふえないという環境

にございます。

　これはいろいろ問題があると思うんですが、

錦江町のほうがかなり埋まってきましたので、

あとは本当に水之上もだんだんだんだんその埋

める努力はしていかなきゃいけないんですけど、

一方において災害対策用に幾つかはとっておか

んといかんだろうと。だけど、やはり２階とか

３階とか４階とかこの辺はほとんど、３階、４

階なんか特に入る人たちが少ないんですね。で

すから、水之上の小学校の話も、校長先生あた

りや議員に聞きますと、かなり減ってくるとい

うのがはっきりしておるということでございま

すので、その対策もしなければいけないと。

　そういう意味では、子供を持った家庭にもう

思い切った料金で提供することを考えなさいと

いうことで指示しております。もう思い切った

金額というのは２万円ぐらいでどうかというよ

うなことを今、考えさせておりまして、そうし

たらかなり減額した形になりますので、特に小

学校、中学校、高校を持つ家庭というのは経済

的な負担が非常に厳しい時期なんですね。です

から、そういうようなことをやるということは、

市外におる方々の定住促進にもつながるんじゃ

ないかと、そして活性化をより促進できるんじ

ゃないかと、そういうふうに思っておりますの

で、これはもう前向きにやっていくということ

で御了承いただきたいと思います。

〇池之上　誠議員　３回目入ります。

　今、市長からすべて含めた答弁いただきまし

た。

　本当にあれかこれかの政策だと思います。ぜ

ひ前向きに取り組んでいっていただきたいと。

水之上定住促進については、私も本当に協力し

ていきたいと思っておりますので、どうかひと

つよろしくお願いします。

　学区制の問題については県教委の問題という

ことでした。確かにそうだろうと思います。私

の１人の考えなんですけれども、本当にフェリー

があって、もう45分で寝ていても鹿児島に着く

と。あと県庁はそこにある。あと二、三分歩け

ば県庁に行けると。そういう本当にベッドタウ

ンとして一番いい環境にある垂水市なわけです

から、スーパーを呼ぶのもいいだろうけれども、

そういう１つの点で何か打開できれば、若い子

供を持った親御さんたちが来るんだろうという

夢を捨て切れないわけです。どうかその辺もど

っか気持ちの頭の片隅にでも置いてやっていた

だきたいなと思っております。

　今回の質問は、市長のその政策については随

分と共感できるところがありましたので、非常

にいい質問をこの12月はできたかなと、ここま

ではそう思っております。

　それで、もう一番最後になりました。最初に

言おうかと思ったんですけれどもね、時間がど

うかなと思いましたので、今まではさわやかだ

ったんですけど、ちょっと苦言をまた一言、二

言言って終わりたいと思っております。今ずい

はよかったんですけどね。

　この実施計画ですね、これをいただきました。

企画課さんのほうからですね。多分政策は企画

課だろうと思います。まずその表紙に「公表用」

と書いてある。非公表用をちょっと見せてくだ

さいと言いたいぐらい。書く必要があるもんか

なと私は思うんですけれども、答弁は要りませ

んよ、そういうところです。

　これは、その後もう１つ、第１章の「実施計

画の策定に当たり」の第３節、「実施計画の対
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象事業中」、末尾の一文ですね、「掲載されて

いる事業の実施を保障するものではありません」

というくだりですね。ここも９月議会でも各課

マニフェストの公約の文面で苦言を呈したんで

すけれども、何か最初から逃げ口上を打ってい

るなと、責任回避を図っているなと、官僚では

ないかもしらんけど、官僚、役人のつくった文

面だなという気がしてならないわけですね。

　本当に財政状況が厳しいのはわかっておりま

す。また、あれかこれかの事業の選択もしない

といけないのはわかっております。しかし、こ

の総合計画、基本計画、ずっと長い時間かけて

やってきているわけです。各課の政策を調整し

た上で、できると判断してその実施計画に載せ

たんだろうと思っております。いい加減な政策

をただ上げただけと、財政的な裏づけがあって

のことだろうと思いますが、今回はこれでいい

としましても、次回もまだいろいろありますの

で、いろいろ見直していかれるだろうと思いま

すが、ほかの課の方も予算請求をどんどんして、

いい政策には皆さんの力でやっていただきたい

と思います。

　垂水市も地方ですが、生き延びていかないと

いけないというふうに思います。そのために今、

行財政改革を断行しておるわけですね。市役所

だけでなくて、垂水市民にも大きな負担を強い

ているわけです。この行財政改革というのは市

役所の生き残りだけが目的ではないはずです。

まだ民営化、定員適正化、勧奨退職と、いまだ

行財政改革の道半ばのはずだと思います。その

中で米沢藩主、江戸時代ですね、米沢藩主第９

代の上杉鷹山という方がおられます。課長、市

長、皆さんもう十二分に御存じのことと思いま

すが、その方は藩政改革、本当の今の壊れかけ

た財政を立て直した方です。いろんなことをや

ってこられました。時には厳しく家老を処分し

たり、いろんなことをやってこられましたが、

その思いは民のためにあると、その１点だろう

と思っております。

　市長はそういうつもりでやっておられるでし

ょう。課長の皆さんもその辺のことを思って、

行財政改革取り組んでいただきたい。市民のた

めに市職員の皆さんが本当に奉仕の精神を発揮

されまして、行財政改革の目的、完遂のために

先陣を切られることを心から切望して、今回の

質問を終わります。

〇議長（徳留邦治）ここで、暫時休憩いたし

ます。

　次は、10時45分から再開します。

　　　　　午前10時33分休憩

　　　　　午前10時45分開議

〇議長（徳留邦治）休憩前に引き続き会議を

開きます。

　12番川議員の質問を許可します。

　　　［川達志議員登壇］

〇川達志議員　質問に入る前に、苦言を呈し

たいと思います。

　先ほどの池之上議員の最後の中で、この総合

計画、公表用と、この話。今回も差しかえがあ

ったように思います。二、三回前の議会で指摘

をしたはずであり、緊張感が全然ないんじゃな

いのかな。非常に残念であります。

　それでは質問に入りますが、実は先般「私は

貝になりたい」という映画を見ました。戦争は

しちゃいけないと思いました。犠牲になるのは

女性であり、子供であり、年寄り、さらには兵

隊さんと呼ばれる若い人たちであります。つく

づく思いました。一方で、前航空幕僚長田母神

氏の自虐史観かれこれの話を聞いておりまして、

何が問題だったのか。現役の自衛官だったから

ではないのか。あの発言、一々聞いてみますと、

なるほどという部分もかなり多いように思いま

す。なぜあの大東亜戦争が起きたのか。そうい

う議論もしていかないといけないんじゃないか。

「私は貝になりたい」という映画の中で司令官
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が、ハーグ条約というのがあって民間人を殺し

ちゃいけないと。にもかかわらず絨毯爆撃、原

爆を使ったという話も我々はしていかなきゃな

らないんじゃないか。本当にそう思います。

　そもそもなぜあの戦争だったのか。引き金は

ペリーの来航であるはずです。鎖国を続けてき

て。当時アメリカは日本の近海でマッコウクジ

ラをとっております。これは脂をとるためだけ

です。船いっぱい脂を満載して帰らなければな

りません。そのとき必要なのが燃料であったり、

水であったり、食糧なんです。それを求めて日

本にペリーが武力をちらつかせながら開港を迫

ったというのが真相であるはずであります。そ

のときに窓から世間を見てみると、インド、シ

ンガポールはイギリスの植民地、インドネシア

はオランダ、ベトナムはフランスです。おまけ

に中国はアヘン戦争でしたたかに簒奪をされて

おります。そういった世界を見たときの指導者

は、多分植民地にせんがために我が国を、富国

強兵、その後に続いたのが朝鮮の併合とかしち

ゃいけないこともしておりますけれども、これ

は世の流れだったんだろうと思います。

　なぜこういうことを言いたいかといいますと、

なぜ戦争が起きたのかという原点をもう一回見

直していただきたい、国民の皆さん方が。年間

５兆円の国防予算、はっきり申し上げて今の自

衛隊は張り子のトラであります。領空侵犯、領

海侵犯をしても抗議する鉄砲の一発も撃てない。

これでは現職の自衛官がやる気がなくなるのは

当たり前。何が悪いのか、政治が悪いのであり

ます。北朝鮮に拉致をされ、今、北朝鮮から「日

本を相手にしない」と言われて、何なの？と、

非常に悔しい思いであります。高級官僚は天下

りかれこれ、今のこの政治を、日本を変えるた

めに田母神さんのあの発言を心に秘めながら、

改革をしていかなければならないんだろうと思

います。

　毅然とした外交、そして凛とした日本をつく

るために、今、私たちはこの問題にもしっかり

と目を向けていく必要があるんだろうと思いま

す。

　それでは、通告に従い質問をさせていただき

ます。

　まず、学力テストの公表問題でありますけれ

ども、きのう持留議員が質問をされました。多

分回答は同じだろうと思います。立場の違う質

問になりますけれども、あえて質問はいたしま

せん。

　１点だけ、学力テストをなぜしたか。きのう

教育長がおっしゃったとおりであります。我が

国の学力の低下に歯どめをかけようとして始ま

ったこと。けさのニュースでも言っておりまし

たが、４年に１回行われるんだそうであります。

そして、つい２回目がごく最近出たと、けさニ

ュースで言っておりました。大体４番目か５番

目ぐらい、歯どめはかかったという内容でした

けれども。ただ、この情報公開の世の中で国税

を使ってしたテスト、何で公表できないような

システムにしているのか。国民から要望があれ

ば、市民から要望があれば公表するのかしない

のか。いろんな話、疑問があります。

　なぜかといいますと、競争がおかしいような

発言も見られます。なぜ悪いんだ。勝ち抜く人

はそれでいいんですよ、負けた人をどうやって

伸ばしてやるかという教育、順番をつけなけれ

ばそこではわからないはずであります。さらに

は教師批判が出る。教師批判が出たらその教師

はやめればいいんです。もしくは再教育の制度

もあるはずであります。

　教育長に１点だけお願いがあります。そうい

う正面から子供たちを導いていくために、ぜひ

県の教育長会等の席で、垂水でこういう意見が

あったということを申し上げていただきたい。

そのことを１点だけお伺いをして、この問題に

ついては終わります。

　それから、本市の基幹産業の保護育成という
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ことでありますけれども、これは第４次の総合

計画の中で、最初で苦情を申し上げましたけれ

ども、10年後も１万8,000の人口なのかというこ

とを申し上げております。その10年後に1万8,000

を維持するための政策であると、そういうふう

に理解をいたしておりますが、その中で何が一

番大事なのか。働く場所をしっかりと確保して

いく政策が一番の眼目であると思います。すべ

ての政策がそうなのかもしれませんが、働く場

所ということは産業の保護育成であります、地

場産業の。そうしたときに、農林業、水産業、

そしてジャパンファーム、大隅ミートを中心と

する大企業というんですか、ここいらの保護育

成をどうやっていくか。このことが来年度予算

の中でどのように反映されているのかというこ

とをまずお伺いをしたいと思います。農林課、

水産課、それに商工観光。

　それと３点目、本市の医療の現状と今後の対

策について。

　まず消防の今、業務の中で、救急医療がその

ほとんどを占めていると思います。その救急医

療のまず実態をできるだけ詳しくまずお伺いを

したい。

　それと、ＡＥＤがあちこちに設置をされてお

りますが、ＡＥＤの指導とかそういうことはど

のような過程を経て指導されておるのかという

こと。

　３点目、病院の現状についてということであ

りますけれども、今、全国で医師不足が大変な

問題になっております。都会ですらそういう状

況であります。地方の病院はまだまだこれから

悲惨な状況になっていくんだろうと思います。

そういった観点から、本市の病院の現状等につ

いてお伺いをしたいと思います。病院の数、診

療科目、医師の数。

　とりあえず１回目、終わります。

〇教育長（肥後昌幸）川議員の御質問にお

答えいたします。

　全国学力調査につきましては、昨日の持留議

員の御質問にお答えしたとおりでございます。

議員おっしゃるように、私も適度な競争という

のはこれは必要であるということは当然のこと

であるというふうに思っております。

　この全国学力調査についての考え方、これに

ついては垂水市議会では相対する考え方がある

ということは、県教委のほうにもまた県の教育

長会でも、いい機会にそういうことがあったと

いうことは申し上げておきたいと思います。

　以上です。

〇農林課長（山口親志）川議員の本市基幹

産業の保護育成について、まず農林課の方から

お答えさせていただきます。

　本市の農業についてですが、専業農家、兼業

農家ある中で、確かに専業農家が少なくなって

いる状況にはありますが、畜産においても後継

者も育ち、園芸も温暖な気候を生かし盛んであ

りますが、一番の保護育成は収益を上げること

だと思っております。

　園芸、果樹農家においては高齢化が進み、安

心・安全の観点から残留濃度の問題、輸入問題

と大変ではありますが、食を支えているという

気持ちは十分感じております。今後は、新規の

作物導入、仲買を通さない流通、価格安定のた

めの相対取引等を考慮しながら、優良農家育成

に努め、また今まで農業発展に努められた方々

の思いを感じて、対農家を意識し、元気ある農

業振興を行っていきたいと思っております。

　ただし、本市だけでは保護育成はできません

ので、国の農業振興も十分に検討してまいりた

いと思います。

　そのような中で平成21年度予算への反映であ

りますが、スクラップ・アンド・ビルドの観点

から、新規事業の予算要求は難しくなってきて

おりますが、予算ヒアリングでは消化液の対応、

畜産の保護、またハード面では農村災害対策整

備事業、中山間総合整備事業等を要求してまい
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りたいと思います。

　それから企業育成についてでありますが、確

かにジャパンファームについても、大隅ミート

さんについても市がタッチするような、市がタ

ッチしないで育成できている企業になっており

ますが、いろんな問題で相談事があったときに

その企業のために対応をしているような状況で

あります。

　以上で、農林課の回答を終わります。

〇水産課長（塚田光春）次に、水産業の保護

育成についてお答えいたします。

　市の水産業、特に養殖漁業はここ数年、魚価

低迷やことしに入ってからの原油価格の高騰の

影響を受け、えさや飼料、資材の高騰で大変厳

しい状況にあります。しかしながら、最近では

原油価格も下がり、また円高等の影響を受けて

中国への需要も減り、生えさの価格も下がって

いるものの、不景気による魚離れ等により消費

が伸び悩み、魚価が下がり、原価割れを起こす

など、依然として厳しい状況にあります。この

ような中で新年度予算では、昨年度に引き続き

漁協への経営安定のための支援策として水産振

興資金の短期貸付金１億円の予算要求をしてい

るところです。

　次に、漁業者が漁業経営に必要な資金を金融

機関から融資を受けやすくするために、昨年度

に引き続き今年度も鹿児島県漁業信用基金協会

への出資を行い、漁業経営の安定化に努めます。

　次に、垂水市漁協がこの補助事業により、新

城沖へ21年度から22年度にかけて養殖生けす100

台を移転設置しますが、そのうち21年度は40台

の設置をする予定であり、これからの魚の成長

を期待しながら、事業の推進を図ってまいりた

いと考えているところでございます。

　次に、来年度も引き続きカンパチ、ブリの販

売促進に努め、販路拡大、地産地消を推進し、

養殖漁業の振興に努めてまいります。

　なお、水産基盤整備としては、昨年度に引き

続き、垂水南、海潟、牛根麓の３漁港の整備促

進を図る必要があることから、これらの事業の

予算要求もしてまいります。

　以上が水産業の取り組みでございます。

〇商工観光課長（倉岡孝昌）基幹産業の保護

育成についての商工観光課に関する御質問にお

答えいたします。

　基幹産業、つまり既存の企業を対象にした御

質問であったと思います。既存の企業の皆さん

とは商工観光課としてはイベントなどを通じて

お話をする機会がございます。また、市長は企

業訪問などして景況などを聞いております。市

内の企業の皆さんは、日本の非常に厳しい経済

環境の中で大変苦労されているようではありま

すが、事業計画に沿った展開を進められている

ようであります。

　ただ、雇用の状況は、女性のパート雇用など

が多く、事業所間の移動があり、人員の確保に

苦労をされている状況にあると聞いております。

市としての現状での支援は、雇用確保のための

ＰＲなどが可能な範囲であろうと考えます。

　このようなことで,特に新年度においてこのこ

とに対する事業費の予算要求をする予定にはし

ておりませんが、メディアを通じて日に日に厳

しい社会情勢が伝わってまいりますので、今後

の状況で必要が生じましたら早急な対応をした

いと考えております。

　なお、企業の皆さんの会社ＰＲのための機会

として、今年の秋の産業祭に出店参加をお願い

しましたところ、３社に参加していただいたと

ころですが、今後も企業の皆さんと接触できる

機会をふやそうと考えております。

〇消防長（町田昭典）川議員の質問にお答

えをいたします。

　本市の救急業務の現状、市内各施設等のＡＥ

Ｄの設置状況及びＡＥＤの取り扱い状況等につ

いてということでございますが、１点目の救急

業務の現状についてでございますが、平成19年

― 102  ―



中の出場件数は947件、搬送人員927人、うち65

歳以上の高齢者の搬送人員は616人で搬送人員の

66．4％となっております。

　なお、平成19年中の軽症患者の搬送人員は272

人で、総搬送人員の29．3％となっております。

また、市内・市外別への搬送人員につきまして

は、927人中、市内の病院へ714人、77％、市外

へ213人、23％を搬送をしております。

　２点目のＡＥＤの設置状況及びその取り扱い

指導等についてでございますが、消防本部把握

のＡＥＤの市内の設置状況は、本年５月１日現

在28基が設置され、その内訳は、市体育館１基、

介護老人保健施設１基、市立の小・中学校に12

基、県立垂水高等学校１基、大野ＥＳＤ自然学

校１基、垂水中央病院４基、民間医療施設１基、

市役所１基、大隅フェリー４基、鹿児島大学農

学部演習林１基、市中央公民館１基でございま

す。

　また、消防本部におきますＡＥＤに係る取り

扱い指導、講習等でございますが、平成19年度

は30回、826人に対して実施しております。その

内訳は、普通救命講習１回、33人、応急処置指

導29回、793人となっております。平成20年度に

おきましては、現在まで22回、856人に対して実

施しております。その内訳は、普通救命講習３

回、60名、応急処置指導19回、796人となってお

ります。

　以上でございます。

〇保健福祉課長（村山満寛）御質問の市内の

病院の現状についてお答えいたします。

　桑畑診療所の病床９床の廃止、それから平成

23年度までの療養病床の再編問題につきまして

は、介護療養病床48床のうち42床については特

別養護老人ホーム、グループホームへの転換が

予定されております。中央病院では退職者があ

りましたが、非常勤医師を確保し、救急医療体

制に若干の支障はあるものの、13診療科目の診

療体制は維持されております。

　それから後継者問題でございますが、地元の

病院には後継者となり得る子供さんはおられる

ようでありますが、新たに開設された病院等の

情報は確認できませんでした。

　病院の医師数でございますが、常勤は24名、

非常勤が９名、病床数は392というふうになって

おります。

　以上でございます。

〇川達志議員　基幹産業のところであります

けれども、特に農政、農林課あたりで今いろい

ろ、農家が少なくなり高齢化が進む中で非常に

苦慮されておることは承知をしております。そ

ういった中、市長が農業公社の設立を言われ、

懸命の努力をされておることも承知をしており

ます。

　まず、この農業公社の件でありますが、なか

なか見通しが立たない。政策としてまじめに取

り組んだ結果、目通しが立たない。これはやは

り勇気ある撤退をすべきじゃないのか。そして

新たな農政の転換を図るべきじゃないのか。前

向きな撤退はこれはすばらしい決断であります。

　それときのう以来、農政で新規作物の話も出

ておるようでありますが、はっきり申し上げて

新規作物をつくるには何年、何十年のスパンが

かかるんだろうと思います。今あるインゲン、

キヌサヤ、これの品種改良なり抑制栽培、促成

栽培、鹿児島大学と連携をしているわけであり

ます。ここいらについての予算措置等も図って

いくべきじゃないのか。そんなに金はかからな

い。鹿大の知恵を引き出すのであります。現実

に即応できる政策を打っていただきたい。

　今、原油価格は下がってはおりますけれども、

これからあと40年と言われる原油の中で必ず上

がっていくんだろうと思います。そうしたとき

に、今あちこちでやっているビニールハウスの

三重構造とか、いろんな省エネの方策も探って

いくことによって、本市の基幹産業、農業は伸

びていくんじゃないのか。農家が少なくなると
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するならば、企業農業ということも頭に入れて

やっていくべきじゃないのか。その道も探るべ

きじゃないのか。そういったことを来年度予算

でやっていただけたらありがたいのかな、そう

いうふうに思います。

　次に、水産課でありますけれども、養殖漁業、

これは大変な時期であるということは目に見え

ております。いつまで続くのかなという心配も

してもいい時期だろうと思います。人間は、マ

イナス50度からプラス50度まで耐えられます。

多分魚は１度違うことによって、水温が、大変

な打撃を受けるんだということを聞いておりま

す。錦江湾の魚が本当に今の状態で生き残れる

のか。これも鹿大の水産学部がある。そういっ

た情報を漁協と一緒になりながら進めていくん

だ。

　今、農林課、水産課おっしゃるとおり、ほと

んど補助金絡みの事業だけおっしゃっていた。

これじゃ知恵がないでしょう。知恵がない。金

をかけずにやる方法。将来の見通しを立てる。

鹿大を使いましょうよ。まだいろんな知恵が鹿

大にはあるんだろうと思います。ぜひそこいら

についても、まず水温の調査から、どういう魚

種が適するのか、将来はどの魚が錦江湾に入っ

てくるのか、とんとこのエビの話もある。本当

に持つのか。そういう心配もしてもいい時期だ

ろうと思います。

　それから商工観光課、きのうから出ておるん

ですが、垂水高校の活性化の話であります。き

のうから聞いていて、市長が先ほどおっしゃい

ましたけれども、出口の話なんだろうと思いま

す。卒業して大学進学もある。あと就職の話で

すよ。これは地場の企業に垂高の卒業を採って

くれないか、そういう取り組みをしていくべき

だろうと思います。そのことが垂水に人が残る

んですよ。水産にしても、農林にしても、働く

職場、これを探すことが１万8,000人を維持して

いく、10年後に、その方策だろうと思います。

　先般ジャパンファームの社長に行革講演会を

いただいた。私もＯＢですから後ろの方で聞い

ておりました。その後どういう展開があったの

か知りませんけれども、聞く話によると、ジャ

パンファームが市長のたってのお願いで人を採

ってくれるやに聞いております。こういったこ

とを市長じゃなく、あなたたちがやっていくべ

きじゃないのかということを申し上げたいと思

います。

　それと、市長はよく御存じだろうと思うんで

すが、企業はもうけなきゃだめなの、幾らいい

品物をつくろうが、売って金にしなきゃだめな

の。そこで１つ提案があります。お中元とかお

歳暮とかあります。地場の買いそうなやつを買

っていけば、それをお歳暮、お中元として出し

ていく。ただそれだけじゃ芸がないのでありま

す。例えば3,000円でも5,000円でもいい、一部

負担をしてあげる。5,000円のカンパチがありま

す。1,000円は行政で見てあげましょう。例えば

1,000万円コストがかかるとします。１万個出れ

ば5,000万円の金が回るんですよ。そのことによ

って企業はもうけが出ます。そのことがまた雇

用にもつながっていくんだろう。売るための手

助けもしていただきたい、市長。

　それから救急医療の話でありますけれども、

先ほど来、子育て支援の話が出ておりますが、

それはそれで大変な英断だと私も評価をしたい

と思う。が、一方でお年寄りであります。なぜ

この問題を私が言ったかといいますと、あすは

我が身、年をとって一番心配なのは健康であり

ます。子供たちもいいんでしょうけれども、年

寄りにも、特に救急、病院、医師の確保、大い

にまだまだ目を向けていただきたいという質問

であります。

　それで、消防の救急業務、66％がお年寄りと

言われた。これから消防は多分広域の話も出て

くるんだろうと思います。その中で、救急業務

という中で今、消防本部が抱えている問題点が
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あるんだろうと思います。ぜひそこいらをつま

びらかにしていただきたいと思います。

　それから垂水の個人病院があります。今おっ

しゃったとおりです、数については。それらの

病院に後継者がいるのか。年をとって、聞いた

話ですが、桑波田かどっちだったですかね、入

院ができなくなったという話を聞いた。中央病

院ですら午後からの診療はなかなか受け付けて

くれません。そういったときにどうしていくか

ということであります。まず垂水の個人病院で

後継者が本当にいるのかいないのか、そこらの

確認はされているのかいないのか。されていた

ら、わかる範囲で結構であります。そのほかに

垂水の病院が抱えている問題あれば、これもつ

まびらかにしていただきたい。

　それと、出水の病院だったですか、医者に年

間200万円ぐらい、勉強をせよという名目だった

と思うんですが、支給をしておるようでありま

す。既にそういう動きがあちこちで出ているは

ずであります。今のところ中央病院は、市長の

懸命の努力で院長を確保、それから医師の確保

についても何とか今のところいいんだろうと思

います。ただ、全国的な医師不足の話、いろん

なことを総合しますと、中央病院の本市の中核

病院としての機能を果たせない時期が目の前に

あるのかなという気がしております。ぜひそう

いったことにならないようにしていただきたい。

市長、答弁をお願いしたいと思います。

　市長には農業公社の話とかいろいろあります

けれども、市長が答弁できる範囲でいいです。

ぜひ私のほうも意を酌んでいただいて、市長の

生の声をお聞かせをいただきたいと思います。

〇市長（水迫順一）多面にわたっております

ので、ちょっと１つ、２つ取り上げて、議員の

提案その他にもお答えをしたいと思います。

　農業公社、農業振興のための農業公社につき

ましては、つくる方向でいろんな努力をしてま

いりました。議員おっしゃるとおりなんですね。

ただ、今、本当にネックになっているのは、JＡ

を加入させないと、今後公社としての機能を果

たせないということになってしまいました。JＡ

自体がいろんなところへ撤退ぎみなんですね。

そういう中で垂水の公社への参加、参画、これ

にちょっと時間をとっておるというのもそうな

んですが、いろんな計算もやってきました。約

1,000万円ぐらいの一般持ち出しをやってまで今

やるべき、公社の仕事としてやるべきかという

問題ももう１つあります。

　それから、ＪＡのトップとのそういう要請を

正月までにやろうと思っておりましたが、なか

なか時間的に会えない、アポがとれないような

状況でございましたので、年明けましたらこの

辺からまず片づけて。

　それから、本当に財源持ち出しの中での公社

のあり方というのをもう一回検証してみたいな

と思います。いろんな節約をしながらやってい

ってもそのくらいの持ち出しが出るのであれば、

公社にかわる何かやるべき方法があるのかもひ

っくるめて、これは検討しないといけないと思

うんですが、ただ、公社も県内に14ですかね、

ある中で、合併したところもございます。なか

なかうまくいっていないところもございます。

ですから、その辺も今まで検証はさせてきてお

ります。

　だから、新たな垂水に合った公社としての設

立に向けて努力はしてきたつもりですが、そう

いうネックがございますので、これはそう慌て

てやるべきではないんじゃないかというような

ことを私自身考えておりますので、ただ、あき

らめたわけじゃございません。もうちょっと時

間をかけて、関係団体との折衝もひっくるめて

やっていきたいと、そのように思っております。

　新規作物云々で鹿大との提携、これはもう議

員言われるとおりだと思うんですね。鹿児島大

学とは第４次の総合計画で大変いい関係になっ

てまいりました。それと、大野ＥＳＤ自然学校
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との兼ね合いもございますので、今後は、来年

明けましたら鹿児島大学と新たな包括協定を結

んでいこうと。そしてその中心になるのは、大

野ＥＳＤ自然学校も入れたいと思うんですが、

中心として。ただ、そのほかに農業、水産業、

それから自然災害やらまちづくりやらいろんな

面で鹿大等の知恵をいただきながらの包括協定

にしていきたいな、そういうふうに思っており

ます。

　ですから、新規の作物云々も当然その包括協

定の中で提案をしていかなければいけないでし

ょうし、それから流通についても、鹿児島大学

の持っておるノウハウというのはやはり生かす

べきだろうと思いますし、いろんな面で農産物、

水産物について流通にかかわる、つくったもの

は一流なんだけど、それを本当にうまく売れる

かという面がなかなか農業者も水産業者も今ま

でここがネックだったんですね。

　ですから、これはもういつも申しております

ように、うちの水産課長にしても農林課長にし

ても、今そこを一生懸命頑張ってくれています。

ですから、いろんなイベントにもＰＲにも出か

け、本当に商談にも仲介をとったりして、ほか

の本当に役所でないことをうちでは始めておる

と、私自身はそんなふうに思っておりますし、

農林課、水産課、それから商工観光課がそうい

う果たす役割がほかの市町村より一歩先んじて

おるんだということは私自身思っておりますが、

さらにそれを充実していきたいというふうに思

っております。

　垂高の卒業生採用云々、垂高の存続にかかわ

ることでジャパンファーム、おっしゃるとおり

ですね、今後採用するよというお話を社長から

いただきましたので、これはそういう出口の問

題も、いい公立学校とか、私立大学のいいとこ

ろへ通っていく、そういうのも必要だし、一方、

就職が非常に大事だと。おっしゃるとおり、就

職してくれますと、近くの職場ですと本当にそ

のままよそに出ずに、人口減にもつながりませ

んので、そういう意味ではありがたいと思って

おります。鹿農のほうも、財宝のほうも去年か

ら１人ずつ採ってくれているんですが、これも

引き続いて採ってくれるということにはなって

おりますので、あと大手の企業に回りまして、

垂高の卒業生の就職、これは私が行ったほうが

いいだろうと思っております。これは力を入れ

たいと、そういうふうに思います。

　それからお歳暮で一次産業の産品を手助けす

べきじゃないかと。非常にいい提案だと思いま

すね。ですから、このことはまず市役所の職員

が一生懸命お歳暮、お中元でカンパチ、ブリを

買ってくれておりますし、それから商店街のた

めのスタンプ会の商品券あたりもやはり１回に

200万円ぐらい買ってくれておるんですね。これ

は商店街にとっては非常にありがたいことだと

思っております。ブリ、カンパチはたしか五、

六十万円になっておると思いますが、役所だけ

ではこれはいけないと思います。ですから、一

般の市民の方々もやはり地域の産品をお歳暮、

お中元でどんどん使っていただくような雰囲気

づくりというのは、まず役所の職員が始めて、

それから市民の皆さんへも訴えていくこと、こ

れも必要だろうというふうに思っております。

　それから中央病院の件ですが、御案内のとお

り、公設民営化の全国第１号が垂水中央病院で

ございますし、今、垂水中央病院を欠いて本市

の医療は考えられないわけでございます。その

中で、本当にいろんな問題がございます。もう

中央病院ができて築21年目ですかね。非常に機

器等も、もう期限が来て、償還期限が来たりい

ろいろしておりますのを毎年毎年かえてきてお

ります。今、どこでも問題になっておるこの医

師問題なんですが、新しい安部院長が大変な努

力をしていただいて、今のところ13科目、本当

に事なきを得ているという状況です。専任を常

駐させていない部分もございますが、これは神
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経内科とか、この辺は四、五年前からいないわ

けでございまして、これを安部院長がかわりに

肝属郡医師会病院に出向いて診療してあげて、

かわりの内科医を来てもらうというような手も

打っていらっしゃるようでございまして、鹿大

出身でございますから、鹿大にもしょっちゅう

行っていただいております。

　それから、私も何回か行ったことがあるんで

すが、本当に医師確保が大変厳しい状況に変わ

りはございません。考え方によれば、あと10年

近くはこういうような状況が続くんじゃないか

と言われておりますので、院長を筆頭に、私も

医師確保には十分努めていきたいと思います。

　また、医師だけじゃないんですね、看護師の

不足が、今のところ何とか足りておるけど、先々

非常に問題があるというような見方をしておら

れまして、この間、関西垂水会におきましても、

安部院長とそれからコスモス苑の施設長が一緒

に同行されて、我々と行かれて、関西の垂水会

で訴えられました。ぜひ看護師その他を垂水中

央病院へ寄こしてほしいというようなことを言

われました。

　非常に大変な努力をしていただいておるとい

うふうに思っておりますし、それから垂水中央

病院の場合は黒字なんですね。公設民営で始め

たのが約三十幾つあると思うんですが、ほとん

ど７割、８割近いものが赤字だと。その中で黒

字を何とか保っていただいておると、これもあ

りがたいことだし、それから地方の自治体が関

与しているような自治体病院も全国的には大体

６割ぐらいはもう赤字だという状況の中でござ

いますので、中央病院の本当に今のスタッフの、

院長を中心とするスタッフの努力に本当に感謝

をしたいと思いますし、それともう１つ垂水が

独自に取り組んでおられるのは、救急患者を主

に診るんだよという方向性を示されて、今、議

員が言われたように、午後からの患者はできる

だけ抑えて、入院患者を午後からは診てあげる

んだと、そして午前中に初診の方を見ると、救

急患者を中心に診ると。それで病状の軽い方に

ついては、あるいはその他、この地域の病院で

診れる患者については地域の病院で診ていただ

こうと、そういうすみ分けをしていこうと。そ

うすると、中央病院との連携の中で、地域医療

連携という呼び方をしておりますが、これが非

常に垂水中央病院は進んでおるわけです。

　ですから、垂水市にある開業医との連携も非

常にうまくいっておるということでございます

ので、今のところそう差し当たって大きな問題

はございませんが、ただただ病院が果たしてい

ただいておる役割が大きいだけに、今後本当に

持続できなければいけません。議員がおっしゃ

るとおりです。ですから、医師の不足、看護師

の不足、その辺については行政もしっかりと手

助けできる部分はやっていかなければいけない。

そのように思っております。

〇保健福祉課長（村山満寛）市内の病院の現

状の中で開業医の後継者問題につきましては回

答いたしましたが、地元の病院には後継者をす

る子供さんはおられるようでございまして、新

たに開設された病院については確認ができてお

りません。そのような状況でございます。

〇農林課長（山口親志）２回目の議員の質問

の中で、市長がほとんど答えていただきました

が、一つ企業の農業参入の件が出ておりました

が、今、一つ企業の方が参入の意向で進められ

ておりますが、できましたら農業でまず実績を

つくっていただいてということで、企業と協力

をしながら進めております。

　農業公社の件については市長が申し上げられ

ましたので、市長と、市長が組合長の都合を聞

きまして、12月中に早急に市長の要望で会議を

する予定でしたが、向こうのほうの組合長の都

合がつかなくてきておりますが、市長も公社に

関しては先ほど申し上げられたとおり、公社の

問題は重要ですので、その分を組合長と協議を
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してまいりたいと思います。

〇水産課長（塚田光春）川議員の海水温の

関係なんですけど、本当にこれは漁船漁業にお

きましても、今、タチウオはとれないというよ

うなことで、これも本当に水温に関係している

んじゃなかろうかというふうに思います。また、

養殖漁業におきましてもこの水温は本当に大事

でございます。水温の変化によりまして、えさ

の食いが悪くなったりしております。そのよう

なことから、先ほどの市長の答弁にもありまし

たように、来年度から鹿大との包括協定をして

いく中で、水産課におきましても、その包括協

定の所属に含まれておりますので、今後、鹿大

との連携を図りながら、そこら辺の錦江湾の魚

種の変化だとか、養殖におきましてこういった

えさの水温の関係のそういった問題とか、いろ

いろ今後、協議してまいりたいと思っておりま

す。

〇市長（水迫順一）さっき公社問題でちょっ

と触れたいのをちょっと忘れていました。

　公社であっていいのかどうかは、今後の公社

が果たす役割が本当に本市にとっていいのかど

うかもひっくるめて検討していく中で、前回、

宮迫議員が提案された件があるんですね。農業

経営者の継続、農業をやめる方がそのまま新規

に就農される希望の方へそのまま施設その他も

提供して、それをうまくやっていきたいと。名

前をちょっと忘れましたが、そういうような県

の組織みたいな大きな組織もございますので、

そういうものもあわせて今後、検討していかな

ければいけないかなと思います。

〇川達志議員　ありがとうございました。

　本当は商工観光課もいただきたかったんです

が、市長が答えたと思われておるようですので、

あえて申し上げません。

　まず、この農業公社の件ですけれども、先ほ

ど申し上げましたように、一生懸命努力して、

前向きに努力してその結果であれば、これはだ

れも言わないと思うんです。それよりも、勇気

ある撤退をして新たな政策を打っていく。この

ことのほうがめり張りがきくんです。ぜひ今年

度中に結論を出していただきたい。そのことが

また新たな展開を生んでいく。そのように確信

をいたしております。答弁は要りません。

　とりあえず基幹産業保護育成、これについて

私が何を言いたかったというと、垂水で職場を

確保しなきゃいけない。そのためには行政とし

て何ができるのかということ。今、３人の課長

さん方に答えていただきましたけれども、ほか

の皆さん方も知恵を出していただきたいという

ことであります。

　お中元、お歳暮の話をしましたけれども、例

えばジャパンファームの鳥と豚と詰め合わせを

したり、山田水産もあります。カンパチの切り

身もあります。財宝が水と焼酎と売っている。

そこにまたつまみを添えて売るとか。単品じゃ

なく、そのことが垂水の産業が活性化していく

んだろうと思います。

　だって、こういう垂水の小さいところで、考

えてみてください。水（みず）産業がある、ブ

リ、カンパチがある。鶏がある。豚がある。山

田水産があり、インゲン、キヌサヤがある。垂

水の根っこはすごく大きいと思うんです。だか

らこれを、前も言ったと思うんですが、これを

うまく融合させるのが皆さん方であります。こ

れがうまく融合したときには１万8,000人は必ず

確保できると思います。ぜひこの件についても

皆さん方でいろいろ知恵を出し合っていただき

たい。できれば来年度予算で生かしていただき

たい。だめもと、皆さん方が知恵を出すのは金

はかからない。時間は食うけれども。ぜひお願

いをしておきたいと思います。

　それから医師不足の対応ですけれども、病院

とか個人病院にも看護師の問題とかいろいろて

こ入れをしていただきたい、できる範囲で。例

えば今、産科は全部病院でやっております、健
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康な妊婦も。健康な妊婦は産院じゃだめなんで

す。例えば産婆さんを育成するために行政が援

護射撃をしている。高校生で、女子高校生、看

護師に行きます。そのときに助産婦の資格を取

っていただく。垂水に来れば助産婦がたくさん

いますよ。垂水で健康な人たちは産んでもらえ

ればいい。いろんなことが出ていくんだろうと

思います。そういったこともぜひ行政の中で知

恵を出していただきたいというふうに思います。

　今、市長からありがたい言葉をいただきまし

た。中央病院と個人病院がうまく連携がとれて

いる。これが一番大事なんだろうと思います。

ここらについてもより積極的な取り組みをお願

いをしておきたいと思います。

　最後に１点だけ、垂水は道路よりも医師であ

ると、医師の確保だと、道路よりも。もう１回

言います。道路よりも医師の確保だろうと思い

ます。

　以上で、質問を終わります。

〇議長（徳留邦治）以上で、一般質問を終わ

ります。

　本日の日程は、全部終了しました。

　　　△日程報告

〇議長（徳留邦治）明11日から18日までは、

議事の都合により休会とします。

　次の本会議は、19日午前10時から開きます。

　　　△散　　会

〇議長（徳留邦治）本日は、これをもちまし

て散会します。

　　　　　午前11時40分散会
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平成20年12月19日午前10時開議

　　　△開　　議

〇議長（徳留邦治）定刻、定足数に達してお

りますので、ただいまから休会明けの本日の会

議を開きます。

　本日の議事日程は、お手元に配付いたしたと

おりであります。

　　　△議案第101号～議案第104号、議案第108

　　　　号～議案第113号、陳情第12号・陳情第

13号一括上程

〇議長（徳留邦治）日程第１、議案第101号か

ら日程第４、議案第104号まで及び日程第５、議

案第108号から日程第10、議案第113号までの議

案10件並びに日程第11、陳情第12号及び日程第

12、陳情第13号の陳情２件を一括議題とします。

　件名の朗読を省略いたします。

議案第101号　垂水市情報センターの設置及び管

　　　理に関する条例の一部を改正する条例　

　　　案

議案第102号　垂水市立医療センター垂水中央病

　　　院の指定管理者の指定について

議案第103号　垂水市立介護老人保健施設の指定

　　　管理者の指定について

議案第104号　字の区域変更について

議案第108号　平成20年度垂水市一般会計補正予

　　　算（第３号）案

議案第109号　平成20年度垂水市国民健康保険特

　　　別会計補正予算（第３号）案

議案第110号　平成20年度垂水市交通災害共済特

　　　別会計補正予算（第１号）案

議案第111号　平成20年度垂水市介護保険特別会

　　　計補正予算（第２号）案

議案第112号　平成20年度垂水市簡易水道事業特

　　　別会計補正予算（第３号）案

議案第113号　平成20年度垂水市水道事業会計補

　　　正予算（第２号）案

陳情第12号　郵政民営化法の見直しに関するこ

　　　とについて

陳情第13号　介護療養病床廃止中止を求める意

　　　見書採択を求めることについて

〇議長（徳留邦治）ここで、各委員長の報告

を求めます。

　最初に、産業厚生委員長堀添國尚議員。

　　　［産業厚生委員長堀添國尚議員登壇］

〇産業厚生委員長（堀添國尚）去る12月１日

の本会議において産業厚生委員会付託となりま

した各案件について、12月12日委員会を開き、

審査いたしましたので、審査の過程での意見及

びその結果を報告します。

　最初に、議案第102号垂水市立医療センター垂

水中央病院の指定管理者の指定について、議案

第103号垂水市立介護老人保健施設の指定管理者

の指定については関連がございますので、一緒

に説明を求めました。

　契約は３年更新されていくのかということと、

老健施設の場合、赤字になったら市が負担する

のかという意見が出ました。これに対し、開設

当時に老健施設は赤字が発生するだろうという

ようなことで、肝属医師会に無理にお願いした

という経緯があるようです。赤字が出た場合、

市において補てんをするということにしている

のですが、一般会計からの繰り入れというのは

ありません。償還金関係も、全部向こうのほう

で支払い、残ったお金は全部特別会計に返納し

ます。それを基金として積み立てておき、赤字

の場合は、その基金で穴埋めをしていくという

ことになりますので、中央病院とはちょっと違

いますが、赤字が出た場合、簡単に基金から補

てんということでもないが、やむを得ない場合

は、垂水市民のことを考えるならば補てんをし

なければならないだろうという説明がありまし

た。
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　さらに、現在では経営自体はよいのかという

質問に対し、基金として１億4,000万円程度ある

ということと、今年度も黒字の場合、何千万円

か積み立てていく考えであるとの答弁がありま

した。

　他に質疑もなく、102号、103号を原案のとお

り決することに異議はないか諮ったところ、議

案第102号垂水市立医療センター垂水中央病院の

指定管理者の指定について及び議案第103号垂水

市立介護老人保健施設の指定管理者の指定につ

いては、原案のとおり可決されました。

　次に、議案第104号字の区域変更についてを議

題とし、審査をしました。特に質疑もなかった

ので、諮ったところ、議案第104号字の区域変更

については、原案のとおり可決されました。

　次に、議案第108号平成20年度垂水市一般会計

補正予算（第３号）案中の所管費目について審

査しました。

　保健福祉課関係は、ひとり親家庭医療費の件

と父子世帯見舞金の件、生活環境課関係はごみ

捨て場の後始末の方法、農林課関係は農道整備

の件と野菜価格差補給事業の件、水産課関係は

宮脇の沖へ生けすが移動するとの関係で、宮脇

公園の整備計画がスタートする中での環境問題

等が出ました。商工観光課関係は、以前植栽し

たツバキの管理の関係や植栽する場所の涵養林

や農薬、獣害対策の件などの意見が出ました。

土木課関係は、浮津港の街灯の問題と水之上雇

用促進住宅の家賃の減免問題、また、既に入居

している方々との家賃の整合性の問題が出まし

た。

　審査を終了し、原案のとおり決することに異

議がないか諮ったところ、異議もなく、議案第

108号平成20年度垂水市一般会計補正予算（第３

号）案中の所管費目については、原案のとおり

可決されました。

　次に、議案第111号平成20年度垂水市介護保険

特別会計補正予算（第２号）案、議案第112号平

成20年度垂水市簡易水道事業特別会計補正予算

（第３号）案及び議案第113号平成20年度垂水市

水道事業会計補正予算（第２号）案については、

いずれも原案のとおり可決されました。

　次に、陳情第13号介護療養病床廃止中止を求

める意見書採択を求めることについては採択と

し、意見書案を提出することに意見の一致を見

ました。

　以上で、報告を終わります。

〇議長（徳留邦治）次に、総務文教委員長池之

上誠議員。

　　　［総務文教委員長池之上　誠議員登壇］

〇総務文教委員長（池之上　誠）おはようご

ざいます。

　去る12月１日の本会議において総務文教委員

会付託となりました各案件について、12月15日

委員会を開き、審査いたしましたので、その結

果を報告いたします。

　最初に、議案第101号垂水市情報センターの設

置及び管理に関する条例の一部を改正する条例

案については、情報センターを指定管理者へ委

託可能とするための改正案であるが、本市の他

の条例との整合性にかんがみて問題はないかと

いう意見もあり、慎重に審査した結果、原案の

とおり可決されました。

　次に、議案第108号平成20年度垂水市一般会計

補正予算（第３号）案中の所管費目・歳入全款

については、原案のとおり可決されました。

　次に、議案第109号平成20年度垂水市国民健康

保険特別会計補正予算（第３号）案及び議案第

110号平成20年度垂水市交通災害共済特別会計補

正予算（第１号）案については、いずれも原案

のとおり可決されました。

　次に、陳情第12号郵政民営化法の見直しに関

することについては、参考人を呼んで趣旨説明

を受けてから意見聴取を行いました。

　説明の中で、平成19年10月１日、郵政民営化

法に基づき、郵便、郵便貯金、簡易保険のいわ
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ゆる郵政三事業は、持株会社である日本郵政株

式会社のもとに、４つの会社（郵便事業会社・

ゆうちょ銀行・かんぽ生命・郵便局会社）に分

社化されたこと、そうした中で、金融２社（ゆ

うちょ銀行、かんぽ生命）の株式は、早ければ

３年後に上場され、100％完全売却が予想されて

いること、そして、ゆうちょ銀行、かんぽ生命

が株式上場されることになれば、株主利益が最

優先され、不採算地域から郵便局がなくなるこ

とを意味し、地域住民にとっては非常に不便に

なり、死活問題とも言うべき大きな不安となっ

ていることなど、問題点を挙げられました。

　また、本市議会でも、平成16年12月の第４回

定例会におきまして、郵政事業の民営化に反対

する意見書採択を要請する請願を採択し、意見

書を提出した経緯もあることを踏まえ、慎重に

審査した結果、郵便・貯金・保険の三事業のサー

ビスが将来にわたって郵便局で確実に提供され

るように法的な見直しが必要であるとの結論に

至り、採択とし、意見書案を提出することに意

見の一致を見ました。

　以上で、報告を終わります。

〇議長（徳留邦治）ただいまの報告に対し、

これから質疑を行います。

　質疑はありませんか。

　　　［「なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（徳留邦治）質疑なしと認めます。

　これで質疑を終わります。

　これから討論を行います。

　討論はありませんか。

　　　［「なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（徳留邦治）討論なしと認めます。

　これで討論を終わります。

　最初に、議案からお諮りします。

　各議案を各委員長の報告のとおり決すること

に御異議ありませんか。

　　　［「異議なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（徳留邦治）異議なしと認めます。

　よって、議案第101号から議案第104号まで及

び議案第108号から議案第113号までの議案10件

は、各委員長の報告のとおり決定しました。

　次に、陳情をお諮りします。

　最初に、陳情第12号を委員長の報告のとおり

決することに御異議ありませんか。

　　　［「異議なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（徳留邦治）異議なしと認めます。

　よって、陳情第12号は採択とすることに決定

しました。

　次に、陳情第13号を委員長の報告のとおり決

することに御異議ありませんか。

　　　［「異議なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（徳留邦治）異議なしと認めます。

　よって、陳情第13号は採択とすることに決定

しました。

　　　△議案第114号上程

〇議長（徳留邦治）日程第13、議案第114号垂

水市国民健康保険条例の一部を改正する条例案

を議題とします。

　説明を求めます。

〇市民課長（三浦敬志）おはようございます。

　議案第114号垂水市国民健康保険条例の一部を

改正する条例案について御説明申し上げます。

　提案理由といたしまして、平成21年１月１日

から産科医療補償制度が始まります。この制度

は、通常の妊娠、分娩にかかわらず、脳性麻痺

児が生まれた場合、補償金を支払う制度であり

ます。

　この補償金の原資等として、病院、診療所、

助産所等の分娩機関は、１分娩当たり３万円の

掛金を支出します。この３万円を新たに出産費

用として徴収することから、出産育児一時金の

金額の見直しが必要となったため、条例改正し

ようとするものであります。

　改正内容につきましては、新旧対照表で御説

明いたしますので、新旧対照表をごらんくださ

い。
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　現在35万円の出産育児一時金に、ただし書き

として「規則で定めるところにより、これに

30,000円を上限として加算するものとする。」

といたしております。

　附則といたしまして、この条例は平成21年１

月１日から施行し、施行日前に出産した被保険

者に係る出産育児金の金額は、なお従前の例に

よると規定しております。

　以上で説明を終わりますが、よろしく御審議

くださいますよう、よろしくお願いいたします。

〇議長（徳留邦治）ここで、暫時休憩します。

　休憩時間中、全員協議会室におきまして全員

協議会を開きますので、ただいまの議案を持っ

て御参集願います。

　　　　　午前10時16分休憩

　　　　　午前10時40分開議

〇議長（徳留邦治）休憩前に引き続き会議を

開きます。

　先ほど議題としました議案に対し、これから

質疑を行います。

　質疑はありませんか。

　　　［「なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（徳留邦治）質疑なしと認めます。

　これで質疑を終わります。

　これから討論を行います。

　討論はありませんか。

　　　［「なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（徳留邦治）討論なしと認めます。

　これで討論を終わります。

　お諮りします。

　議案第114号を原案のとおり決することに御異

議ありませんか。

　　　［「異議なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（徳留邦治）異議なしと認めます。

　よって、議案第114号は、原案のとおり可決さ

れました。

　　　△意見書案第14号・意見書案第15号一括

　　　　上程

〇議長（徳留邦治）日程第14、意見書案第14

号及び日程第15、意見書案第15号の意見書案２

件を一括議題とします。

　件名の朗読を省略いたします。

意見書案第14号　郵政民営化法の見直しに関す

　　　る意見書について

意見書案第15号　介護療養病床廃止の中止を求

　　　める意見書について

〇議長（徳留邦治）案文は、配付いたしてお

りますので、朗読を省略いたします。

　　郵政民営化法の見直しに関する意見書（案）

　昨年10月、郵政民営化法が成立し、郵便、郵

便貯金、簡易保険のいわゆる郵便三事業は、持

株会社である日本郵政株式会社の下に、郵便局

（株）、郵便事業（株）、ゆうちょ銀行（株）、

かんぽ生命（株）、以上４つの会社に分社化さ

れた。

　民営化スタート後の状況を見ると、三事業一

体体制が崩れ、分割ロスによる非効率性が現出

し、国民サービスの面でも、「利便性向上」を

謳う法の趣旨に逆行する様々なサービスダウン

が生じ、地域住民からの不安の声が多く寄せら

れている。このことは、国民の共有の財産であ

る郵便局ネットワークの存在に赤信号が灯って

いるといっても過言ではない。

　つまり、郵便局（株）と郵便事業（株）には、

郵便局の設置義務と全国一律のサービスを維持

することが法律に明記されているのに比し、ゆ

うちょ銀行（株）、かんぽ生命（株）のいわゆ

る金融２社については同様のサービス提供等の

義務が明示されていない。このままでは、国民

にとって最後の金融サービスの砦ともいうべき

郵便局において、将来にわたってサービスを受
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けることが法律の上では何らの保証もなされて

いなことから、他の代替手段をもたない住民生

活にとっての死活問題ともいうべき大きな不安

となっているのである。

　よって、国においては、郵便、貯金、保険の

サービスが将来とも郵便局において確実に提供

され、いかに山間離島であろうが国民の利便に

支障が生じないよう、法的な見直しを含め、郵

政三事業が一体のサービスとして運営されるべ

く、下記のとおり必要な措置を講じることを強

く要請する。

記

　ゆうちょ銀行、かんぽ生命の金融２社につい

ても、将来的に郵便局において確実にサービス

が受けられ、金融排除地域が発生しないように

するとともに、国民生活に支障が生じないよう、

ユニバーサルサービスを義務づけるなどの法的

な見直しを要望する。

　以上、地方自治法第99条の規定により意見書

を提出する。

　平成20年12月19日

　　　　鹿児島県垂水市議会議長　徳留　邦治

衆 議 院 議 長　河野　洋平　殿

参 議 院 議 長　江田　五月　殿

内閣総理大臣　麻生　太郎　殿

総 務 大 臣　鳩山　邦夫　殿

　　介護療養病床廃止の中止を求める意見書（案）

　政府は、第164通常国会において「医療制度改

革関連法」を成立させ、2012年３月末で12万床

の介護療養病床を廃止し、2006年現在23万床あ

る医療療養病床（回復期リハビリテーション病

棟を除く）を15万床に削減することとした。

　しかし、一昨年厚生労働省がまとめた都道府

県の「療養病床アンケート調査」では、日中・

夜間とも自宅では介護できる人がいないとの回

答が、「医療療養病床（54.3％）」「介護療養

病床（61.4％）」にものぼっている。

　また、同調査では、医療療養病床における医

療区分１のうち、最低でも59.7％の患者が「都

道府県が例示した医療処置」を実施しており、

介護療養病床における医療区分１のうち、最低

でも58.4％が「都道府県が例示した医療処置」

を実施していることが判明している。

　こうした中で、医療療養病床については、今

年都道府県が策定した2012年度の療養病床の目

標数が現在の医療療養病床とほぼ同じ22万床と

なり、医療現場や患者の状況を踏まえて、政府

はこれを追認することとしている。

　しかし、介護療養病床についても、現場や患

者からは廃止中止を求める声が大きく広がって

いるにもかかわらず、いまだ中止には至ってい

ない。

　介護療養病床の転換先として、介護療養型老

人保健施設などが示されているが、介護療養型

老人保健施設は夜間の医師や看護職員の配置が

手薄くなるなど現在の介護療養病床のように必

要な医療を提供することは困難である。

　このまま介護療養病床が廃止されれば、どこ

にも行き場のない、いわゆる「医療難民」「介

護難民」が各地であふれることは明かである。

　ついては、地域住民が、いつでも、どこでも

安心して必要な入院医療を受けられるようにす

るために、下記の事項を要望する。

記

一　介護療養病床廃止計画を中止すること。

　以上、地方自治法第99条の規定により意見書

を提出する。

　平成20年12月19日

　　　　鹿児島県垂水市議会議長　徳留　邦治

内閣総理大臣　麻生　太郎　殿

厚生労働大臣　舛添　要一　殿

― 116  ―



〇議長（徳留邦治）お諮りします。

　ただいまの意見書案２件については、提出者

の説明及び委員会付託を省略いたしたいと思い

ますが、これに御異議ありませんか。

　　　［「異議なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（徳留邦治）異議なしと認めます。

　よって、いずれもそのように決定しました。

　これから質疑を行います。

　質疑はありませんか。

　　　［「なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（徳留邦治）質疑なしと認めます。

　これで質疑を終わります。

　お諮りします。

　最初に、意見書案第14号を原案のとおり決す

ることに御異議ありませんか。

　　　［「異議なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（徳留邦治）異議なしと認めます。

　よって、意見書案第14号は、原案のとおり可

決されました。

　次に、意見書案第15号を原案のとおり決する

ことに御異議ありませんか。

　　　［「異議あり」と呼ぶ者あり］

〇議長（徳留邦治）異議なしと認めます。

　よって、意見書案第15号は、原案のとおり可

決されました。

　　　△陳情第14号上程

〇議長（徳留邦治）日程第16、陳情第14号ＷＴ

Ｏ農業交渉に関することについてを議題としま

す。

　お諮りします。

　陳情第14号は、産業厚生委員会に付託の上、

閉会中の継続審査にしたいと思います。

　これに御異議ありませんか。

　　　［「異議なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（徳留邦治）異議なしと認めます。

　よって、陳情第14号は、産業厚生委員会に付

託の上、閉会中の継続審査とすることに決定し

ました。

　以上で、日程は全部終了しました。

　お諮りします。

　閉会中、議会運営委員会の所管事項調査を行

うことに御異議ありませんか。

　　　［「異議なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（徳留邦治）異議なしと認めます。

　よって、閉会中、議会運営委員会の所管事項

調査を行うことに決定しました。

　　　△閉　　会

〇議長（徳留邦治）これをもちまして、平成

20年第４回垂水市議会定例会を閉会いたします。

　　　　　午前10時45分閉会
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　地方自治法第１２３条第２項の規定によって、ここに署名する。

　　　　　　　　垂 水 市 議 会 議 長　　　

　　　　　　　　垂 水 市 議 会 議 員　　　

　　　　　　　　垂 水 市 議 会 議 員　　　
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